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序     文 

 

独立行政法人国際協力機構は、ミャンマー連邦共和国政府より技術協力の要請を受け、2019年8月

に詳細計画策定調査団を派遣し、ミャンマー連邦共和国政府関係者と討議議事録（Record of 

Discussion：R/D）案、プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）案及び

活動実施計画（Plan of Operation：PO）案の策定に関する協議を行い、2020年3月にJICAミャンマー連

邦共和国事務所とミャンマー連邦共和国側関係機関間で現地にてR/Dの署名を執り行いました。 

この報告書が本計画の今後の推進に役立つとともに、この技術協力が両国の友好・親善の一層の発

展に寄与することを期待します。 

終わりに、この調査にご協力とご支援を頂いた両国の関係者の皆様に対し、心から感謝の意を表し

ます。 

 
2020年3月 
 

独立行政法人国際協力機構 
農村開発部長 牧野 耕司 
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略語一覧 

略 語 英 語 日本語 

ac acre エーカー 

ADB Asian Development Bank アジア開発銀行 

ADS&IP Agriculture Development Strategy and Investment 
Plan 

農業開発戦略及び投資計画 

AMD Agricultural Mechanization Department 農業機械化局 

APAL Agricultural Products Analytical Laboratory 農業局植物防疫課残留農薬検査室 

CARTC Central Agriculture Research Training Center 農業畜産灌漑省中央農業研究訓練

センター 

C/P Counterpart カウンターパート 
DAR Department of Agricultural Research 農業畜産灌漑省農業研究局 

DOA Department of Agriculture  農業畜産灌漑省農業局 

DOP Department of Planning 農業畜産灌漑省計画局 

FAO Food and Agriculture Organization of the United 
Nations 

国連食糧農業機関 

FVC Food Value Chain フードバリューチェーン 

GA Grant Aid 無償資金協力 

GAP Good Agricultural Practice 農業生産工程管理 

GC Gas Chromatographer ガスクロマトグラフィー 

GDP Gross Domestic Product 国内総生産 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit 

ドイツ国際協力公社 

IPM Integrated Pest Management 総合的病害虫・雑草管理 

IWUMD Irrigation and Water Utilization Management 
Department 

灌漑水利用管理局 

JCC Joint Coordinating Committee  合同調整委員会 

JICA Japan International Cooperation Agency 独立行政法人国際協力機構 

KOICA Korea International Cooperation Agency 韓国国際協力団 

Ks Kyat チャット 

MADB Myanmar Agricultural Development Bank ミャンマー農業開発銀行 

MFVP Myanmar Fruit, Flower and Vegetable Producer and 
Exporter Association 

ミャンマー果物・花き・野菜生産

者・輸出者協会 

MHA Myanmar Hotelier Association ミャンマーホテル協会 

MOALI Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation ミャンマー農業畜産灌漑省 

MOC Ministry of Commerce 商業省 

MOPF Ministry of Planning and Finance 計画財務省 
ODA Official Development Assistance 政府開発援助 



略 語 英 語 日本語 

PAL Pesticide Analytical Laboratory 農業局植物防疫課農薬製剤検査室 

PCM Project Cycle Management  プロジェクト・サイクル・マネジ

メント 

PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイン・マトリ

ックス 

PO Plan of Operations 活動計画表 

PPD Plant Protection Division 農業局植物防疫課 
R/D Record of Discussions 討議議事録 

SAFI Sustainable Agricultural Development and Food 
Quality Initiative 

GIZ による食の品質向上に関連す
るプロジェクト 

SPS Sanitary and Phytosanitary Measures 衛生植物検疫措置 

T/S Township タウンシップ 
USAID United States Agency for International Development 米国国際開発庁 

USD United States Dollar アメリカ合衆国ドル 

VC Value Chain バリューチェーン 

VFRDC Vegetables and Fruit Research and Development 
Centre 

ミャンマー野菜果樹研究開発セン

ター 
WFP World Food Programme 国連世界食糧計画 

YAU Yezin Agricultural University イエジン農業大学 

YCDC Yangon City Development Committee ヤンゴン市開発委員会 

 



対 訳 表 

行政区分 

 State 州 

 District 県 

 Township (T/S) タウンシップ＊ 

 Sub-Township(S-T/S) サブタウンシップ 

 Village Tract (V/T) 地 区 
 Village 村 

職 位 

 Director General 局 長 

 Deputy Director General 副局長 

 Director 課 長 

 Deputy Director 副課長 
 Assistant Director 課長補佐 

 Staff Officer 係 長 

 Deputy Staff Officer 副係長 

副係長以下（農業畜産灌漑省） 

 Assistant Staff Officer 係長補佐 

 Deputy Assistant Staff Officer 副係長補佐 
 Senior Clark 上級秘書 

 Junior Clark 下級秘書 

 
＊タウンシップを地区と訳すこともあるが、本報告書では Township（T/S）はタウンシップとし、Village 

Tractを地区とする。 
 

通 貨 
1チャット（Ks）＝0.073380円（2019年 12月 JICA統制レート） 
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事業事前評価表 

 
国際協力機構 農村開発部 農業・農村開発第一グループ 

１．案件名  
国 名：ミャンマー連邦共和国（ミャンマー） 
案件名：和名 園芸作物の安全向上によるバリューチェーン構築プロジェクト 

英名 Project for Strengthening Horticultural Crop Value Chain through Food Safety Approach  
 
２．事業の背景と必要性  
（1）当該国における農業セクターの開発の現状・課題及び本事業の位置づけ 
ミャンマー連邦共和国（以下、「ミャンマー」という）では、国民の約 6割が農業分野に従事し
〔2011年、国連食糧農業機関（Food and Agriculture Organization of the United Nations：FAO）〕、国内
総生産（Gross Domestic Product：GDP）に占める農林水産業の割合は約 3割（2016年、ミャンマー
中央統計局）である。一方、農業が主要産業である農村部の貧困率は 23％と、都市部の 9％（2015
年、世界銀行）より高く、都市・農村間の格差が生じており、これに対応するため農業の生産性向

上と農産物の付加価値向上を通じた農家の所得向上が求められている1。2018年に策定された「農
業開発戦略（2018/19～2022/23）」においては、フードバリューチェーン（Food Value Chain：FVC）
開発等を通じた農業開発は優先事項として位置づけられており、そのなかで農業畜産灌漑省

（Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation：MOALI）は、わが国との間で「ミャンマーにおけ
るフードバリューチェーン構築のための工程表（2016～2020）」（以下、工程表）を合意し、本事業
を含め、同工程表に基づく事業を協働で推進している。 
農村部の所得向上に向けた課題として、営農の知識や技術の不足に加え、ミャンマーでは主に耕

地面積 10エーカー以下の小規模農家が多くを占め、かつ農民の組織化が進んでいないため中間流
通業者等との価格交渉力をもたないこと、多くの農家は収益性の高い作物を特定するための市場

情報をもたないこと、肥料や農薬等の農業投入資機材の価格高騰と、その一方で農家の金融アクセ

スが限定的なことが挙げられる。 
また、模造品等の違法農薬の流通、薬効に関する正確なデータの不足、残留農薬検査の未実施、

さらには農家の農薬利用に関する知識の欠如により、栽培段階における農薬の過剰投入による国

民の「食の安全」に対する脅威も高まっていることから、行政官と農民の農薬管理能力や適正使用

に係る知識の向上も喫緊の課題となっている。 
以上の農村部世帯の低い所得や農薬利用による食の安全性に関する課題を受け、ミャンマー政

府はこれらの改善をめざす本事業をわが国に要請した。農家の農業所得向上のためには、営農技術

の改善や単位面積当たりの収益性が高い園芸作物等の生産への移行、農民組織化の促進による農

作物売買の価格交渉力強化、官民連携による農家の金融アクセス改善が有効であると考えられる。

食の安全性向上のためには、特に官主導での現場レベルでの指導と農薬分析ラボの能力強化が必

要である。なお、都市部の富裕層や観光業者からは安全な農作物に対する需要が高く、一部の農家

と販売業者との間で高価格での取引も行われていることから、農作物の安全性の向上はミャンマー

 
1 国民民主連盟（NLD）政権は、雇用創出、農業従事者の所得向上を重要な政策アジェンダとしており、5カ年計画（2016～2020年
度）において農業所得の倍増を目標としている。 
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における農作物への付加価値の創出に寄与する。 
よって、本事業では、生産能力の強化、流通・販売方法の改善及び農薬管理システムを改善し、

農民組織化や金融包摂についての取り組みも実施することで、ひいては農家の農業所得向上につ

ながる園芸作物バリューチェーンの構築を図る。 
 
（2）農業セクターに対するわが国及び JICAの協力方針等と本事業の位置づけ 

MOALI は、ミャンマー関係省庁、日本の農林水産省（MAFF）、JICA など関係機関とともに、
フードバリューチェーンの工程表を作成し、その着実な実施について 2017年 3月に日本・ミャン
マー両国農業大臣間で合意文書に署名した。これを受け、JICAは 2017年 9月から個別専門家「農
業政策アドバイザー」を派遣し、ミャンマー農業・農村セクター開発に関する助言・提言〔特に機

能的な営農技術普及システムの構築、農業バリューチェーン（VC）戦略実施等〕や農業・農村開
発に携わるMOALI関係部局の職員に対する能力強化を行っている。 
本事業は、これまでのわが国の対ミャンマー農業分野協力は稲作中心であったところ、工程表に

おける園芸作物向けの中長期対策として機能的な営農普及システムの構築に貢献する。わが国の

「対ミャンマー経済協力方針（2012 年 4 月）」における、「国民の生活向上のための支援（少数民
族や貧困層支援、農業開発、地域の開発を含む）」に合致し、また、2016年 11月に両国政府間で合
意された「日ミャンマー協力プログラム」の「地方の農業と農村インフラの発展」に合致する。 
本事業は、農業所得の向上により、持続可能な開発目標（SDGs）のゴール 1「あらゆる形態の貧
困の撲滅」、営農技術の改善及び農作物の安全性向上によりゴール 2「飢餓撲滅、食料安全保障、
栄養の改善、持続可能な農業の促進」に資するものである。 

 
（3）当該セクター/地域における他の援助機関の対応 
米国〔米国国際開発庁（United States Agency for International Development：USAID）〕、ドイツ〔ド
イツ国際協力公社（Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit：GIZ）〕、オランダ、韓国
がフードバリューチェーン構築関連のプロジェクトを実施中。また、スイス、オランダ、FAO、GIZ
が食の安全性向上に係るワークショップ等の活動を行っているほか、農業局植物防疫課（Plant 
Protection Division：PPD）に対してアジア開発銀行（Asian Development Bank：ADB）と世界銀行が
農薬検査室への機材支援、中国が農業局植物防疫課マンダレー実験室の改修支援を実施している。 

 
３．事業概要  
（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む）  
本事業は、パイロットサイトにおいて、食の安全性を含めた市場の需要に応えられる質の高い農

作物の生産、流通、マーケティング面の技術指導及び政府の体制強化支援により、農家の所得向上

につながる園芸作物バリューチェーンの構築を図り、もってミャンマー全土における園芸作物バ

リューチェーンの普及に寄与するものである。 
 

（2）プロジェクトサイト/対象地域名 
ヤンゴン地域モービー（Hmawbi）タウンシップ（園芸作物耕作面積2：4,452ha、農村部世帯3数：

 
2 ジャガイモ等のイモ類、トウガラシ等の香辛料も含む広義の園芸作物の耕作面積。 
3 農村部世帯：Rural（農村部）の世帯は主に農業及び農業関連の仕事に従事している。 
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5万 257世帯）、シャン州南部カロー（Kalaw）タウンシップ（園芸作物耕作面積：9,341ha、農村部
世帯数：2万 8,743世帯） 
園芸作物栽培を中心とする農家が多く、気候及び主要栽培作物の異なる 2 カ所を対象地域とす
ることで、バリューチェーンとしての相互補完的な流通が期待される。 

 
（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 
直接受益者：パイロットサイト（ヤンゴン、シャン州南部）の園芸農家、PPDの分析官 
最終受益者：全国の園芸作物農家 
 

（4）事業スケジュール（協力期間） 
 2020年 3月～2024年 2月を予定（計 48カ月） 
 
（5）総事業費（日本側）：約 3.6億円 
 
（6）相手国側実施機関4：農業畜産灌漑省計画局（Department of Planning：DOP）、農業局（Department 

of Agriculture：DOA）、PPD、ミャンマー果物・花き・野菜生産者・輸出者協会（Myanmar Fruit, Flower 
and Vegetable Producer and Exporter Association：MFVP） 

 
（7）投入（インプット） 

1）日本側 
① 専門家派遣（合計約 208M/M）： 
長期専門家 4名（総括/FVC、営農/農民組織化、農薬管理行政、業務調整/民間連携） 
短期専門家 3名（製剤分析、残留農薬分析、金融包摂） 

② 研修員受入れ： 食の安全管理研修、農家グループリーダー・普及員研修、農薬分析ラボス
タッフ能力強化研修 

③ 機材供与：車両 1台、農薬検査ラボ機材、物流用梱包資材 
 

2）ミャンマー国側 
① カウンターパートの配置：（6）に記載のプロジェクト担当者を配置 
② 案件実施のためのサービスや施設、現地経費の提供 
③ 執務環境（ヤンゴン、シャン）、試験圃場、車両、ローカルコスト負担 

 
（8）他事業、他援助機関等との連携・役割分担 

1）わが国の援助活動 
・ 技術協力プロジェクト「シャン州北部地域における麻薬撲滅に向けた農村開発プロジェク
ト」（2014～2019年）では、シャン州において JICAは 20年にわたり麻薬撲滅支援をめざし
ケシ農家に対する代替開発支援を継続してきた。本事業では、同プロジェクトで育成された

代替開発を推進する農業局職員（代替開発トレーナー）との連携が期待される。 
 

4 MFVP、計画財務省（Ministry of Planning and Finance：MOPF）、商業省（Ministry of Commerce：MOC）等が協力機関として
参加。 
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・ 農業政策アドバイザー（2017～2020年）を中心とした FVCタスクフォースがMOALIに設
置されており、同アドバイザー、タスクフォースと連携して本事業を進めていく。 

 
2）他援助機関等の援助活動 
・ ADB と世界銀行により農薬分析ラボへの機材支援が行われているが、人材育成については
活動を行っていないため、本事業ではラボ職員の能力強化に重点を置く。 

・ USAID が南シャン及び乾燥地において「VC for Rural Development プロジェクト（2014～
2019）」を実施中。開始予定の次フェーズにおいては、バリューチェーン全体のシステム構
築を目的としており、ファイナンス、流通システムの改善が活動に含まれる予定のため、本

事業で支援する園芸作物のバリューチェーン強化との連携が期待される。 
・ GIZは「Sustainable Agricultural Development and Food Quality Initiative（SAFI）プロジェクト
（2018～2021）」を実施中。次フェーズも 2021～2025年の 4年間で実施予定。QRコードを
活用したトレーサビリティシステムの構築に取り組んでおり、試運転を実施中。本事業で支

援する安全性に考慮した質の高い農作物に、同 QRコードを活用してトレーサビリティを付
与する等の連携が期待される。 

 
（9）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1）環境に対する影響/用地取得・住民移転 
① カテゴリ分類（A、B、Cを記載）：C 
② カテゴリ分類の根拠：環境や社会への望ましくない影響は最小限または皆無と考えられる

ため。 
 

2）横断的事項 
生産された作物の梱包資材についてプラスチック利用を削減する等の配慮を行う。 

 
3）ジェンダー分類：【ジェンダー案件】GI(S) ジェンダー活動統合案件 
活動内容/分類理由：ミャンマーの農村部では営農や経営にかかわる女性が多い。本事業では、

女性にも裨益するよう、営農技術普及やビジネスマッチング参加者のジェンダーバランスに配

慮する。よってジェンダー活動統合案件とする。 
 
（10）その他特記事項 
過去のミャンマー農業セクター案件の調査結果より、金融アクセス及び金融リテラシーが限定

的であることが、農家の所得向上のボトルネックであることが分かっており、本案件では金融包摂

に係る取り組みも行う。また、同国においては、先端技術を活用した農業（衛星技術の活用等）も

一部取り入れられており、本事業についてもスマート農業・物流・消費に資する活動（農産物の温

度管理技術導入等）について有効性を見極めたうえで検討する。 
 
４．事業の枠組み  
（1）上位目標 
本事業の対象地域以外の地域において安心安全な園芸作物バリューチェーンが展開される 
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指標及び目標値：XX（数）タウンシップにおいて安心安全な園芸作物 VCが展開される 
※目標値はベースライン調査時に設定する。 

 
（2）プロジェクト目標 
パイロットサイトにおける農家の農業所得向上につながる園芸作物バリューチェーンが構築さ

れる 
指標及び目標値：①対象農家の収益が XX％向上する 

②対象地域で安心安全な園芸作物 VCモデルが構築される 
※目標値はベースライン調査時に設定する。 

 
（3）成 果 

1．市場ニーズに適した高品質な園芸作物の生産能力が強化される 
2．園芸作物の流通・販売方法が改善される 
3．農薬管理システムが改善される 

 
５．前提条件・外部条件  
（1）前提条件 
・ ミャンマー政府の農村開発、農薬管理、貿易に係る農業政策・計画に大幅な変更がない。 

 
（2）外部条件（リスクコントロール）  
・ 農村開発、農薬管理、園芸作物、貿易に係るミャンマー政府の政策・計画、優先度や予算配分
に大幅な変更がない。 

・ 園芸作物生産を妨げる極端な異常気象が発生しない。 
・ 種子・農業資材のコストが急騰しない。 
・ 対象地域における農家が継続して農業に従事する。 
・ カウンターパートの多くが異動しない。 
・ カウンターパートの人数が減少しない。 
・ 農作物の市場価格が暴落しない。 

 
６．過去の類似案件の教訓と本事業への適用  
ミャンマー「中央乾燥地における節水農業技術開発プロジェクト」では、関係者の定期会議開催や

農業局と農業研究局の双方が参加する圃場展示会などを通じて、農業普及部門と研究部門の活動の

連携を図り、このことが、研究開発の結果が現場の普及や農家の実践する活動に反映されること、さ

らにはこれら活動から得られた教訓がプロジェクトの活動にフィードバックされるサイクルが構築

された一助になっている。また、気候変動の影響を受けやすく厳しい農業生態環境という対象地域の

状況を踏まえ、収量の高さだけでなく、収量の安定性を考慮して推奨品種を選定したことにより、プ

ロジェクト目標である作物の収量の達成に大きく貢献したと評価されている。 
本事業においても、定期的な会議や圃場展示会の開催を通じて、関係機関及び普及員並びに農家、

さらには民間企業の協力体制の強化を図るとともに、圃場における関係者の活動を取り入れる等、よ

り現場の課題がプロジェクトにフィードバックされるよう工夫する。 
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また、市場ニーズや収益性を考慮した対象作物の選定に加え、対象地域の気候や環境を踏まえた生

産の安定性も重視した営農技術の改善を行うことで、作物の生産性や付加価値の向上をめざす。 
 
７．評価結果  
本事業は、当国の開発課題・開発政策及びわが国並びに JICAの協力方針・分析に合致し、農産物

生産性向上、流通・販売の改善、食の安全性向上等を通じて、農家の農業所得向上につながる園芸作

物バリューチェーン構築に資するものであり、SDGsゴール 1「あらゆる形態の貧困の撲滅」及びゴー
ル 2「飢餓撲滅、食料安全保障、栄養の改善、持続可能な農業の促進」に貢献すると考えられること
から、本事業を実施する必要性は高い。 
 
８．今後の評価計画  
（1）今後の評価に用いる主な指標 
４．のとおり。 

 
（2）今後の評価計画 
事業開始 3カ月以内 ベースライン調査 
事業終了 6カ月前 終了時レビュー 
事業終了 3年後 事後評価 

 
以 上 

 



– 1 – 

第１章 詳細計画策定調査団の派遣 

 
１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

１－１－１ 調査団派遣の経緯 
ミャンマー連邦共和国（以下、「ミャンマー」という）では、国民の約 6割が農業分野に従事し
〔2011 年、国連食糧農業機関（FAO）〕、国内総生産（GDP）に占める農林水産業の割合は約 3 割
（2016年、ミャンマー中央統計局）である。一方、農業が主要産業である農村部の貧困率は 23％
と、都市部の 9％（2015年、世界銀行）より高く、都市・農村間の格差が生じており、これに対応
するために農業の生産性向上と農産物の付加価値向上を通じた農家の所得向上が求められている。 
農村部の貧困の現状として具体的には、営農の知識や技術の不足に加え、ミャンマーにおける農

業は主に耕地面積 10エーカー以下の小規模農家によって営まれており、かつ農民の組織化も進ん
でいないため中間流通業者等との価格交渉力をもたないこと、多くの農家は収益性の高い作物を

特定するための市場情報をもたないこと、肥料や農薬等の農業投入資機材の価格高騰と、その一方

で農家の金融アクセスが限定的なこと等が挙げられる。 
また、模造品等の違法農薬の流通、薬効に関する正確なデータの不足、残留農薬検査の未実施、

さらには農家の農薬利用に関する知識の欠如により、栽培段階における農薬の過剰投入による国

民の「食の安全」に対する脅威も高まっていることから、行政官と農民の農薬管理能力や適正使用

に係る知識の向上も喫緊の課題となっている。 
以上の農村部世帯の低い所得や農薬利用による食の安全性に関する課題を受け、ミャンマー政

府はこれらの改善をめざす本プロジェクトをわが国に要請した。農家の農業所得向上のためには、

営農技術の改善や単位面積当たりの収益性が高い園芸作物等の生産への移行、農民組織化の促進

による農作物売買の価格交渉力強化、官民連携による農家の金融アクセス改善が有効であると考

えられる。食の安全性向上のためには、特に官主導での現場レベルでの指導と農薬分析ラボの能力

強化が必要である。なお、都市部の富裕層や観光業者からは安全な農作物に対する需要が高く、一

部の農家と販売業者との間で高価格での取引も行われていることから、農作物の安全性の向上は

ミャンマーにおける農作物への付加価値の創出に寄与することが確認されている。 
 
１－１－２ 調査団派遣の目的 
（1）技術協力プロジェクトの実施にあたり、本事業の目的、実施の仕組み等について、案件関
係者の理解を得る。 

 
（2）プロジェクト実施機関・関連機関の状況を把握し、実施体制（役割、人員、組織体制、予
算、実施能力等）を明らかにする。 

 
（3）プロジェクトに関する 5項目評価を行い、計画内容の妥当性の確認、プロジェクト計画（案）
〔プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）、活動計画表（PO）を含む〕を作成する。 

 
（4）協議結果を議事録として協議議事録（M/M）に取りまとめ、署名・交換する。 
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１－２ 調査団の構成 

担当事項 氏 名 所属先等 現地調査期間 

団長/総括 坂口 幸太 JICA農村開発部 8/8～8/15 
副総括/営農 1 上堂薗 明 JICA農村開発部 8/4～8/15 

協力企画 村尾 あかり JICA農村開発部 8/4～8/15 

金融包摂 大石 航平 JICA社会基盤・平和構築部 7/23～8/1 

農薬行政 北村 恭朗 農林水産消費安全技術センター（FAMIC） 8/4～8/13 

代替開発/営農 2 吉田 実 
公益社団法人  国際農林業協働協会
（JAICAF） 

8/4～8/17 

評価分析 平良 那愛 アイ・シー・ネット㈱ 7/23～8/17 

 
１－３ 調査日程 

2019年 7月 23日～8月 17日（日程表は表１－１） 
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１－４ 主要面談者 

（1）農業畜産灌漑省（MOALI） 
Kyaw Swe Lin Director General, DOP（計画局） 

Ye Tint Tun Director General, DOA（農業局） 

Thet Zin Maung Deputy Director General, DOA 

 
（2）ミャンマー果物・花き・野菜生産者・輸出者協会（MFVP） 

Soe Than Min Din Chairman 

Sandar Myo Secretary 

Kyaw Thu Secretary 

 
（3）援助機関 

Peter Hinn Head of Project, GIZ（ドイツ国際協力公社） 

Khun Thein Sue ローカルスタッフ、USAID（米国国際開発庁） 

 
（4）民間企業 
橋本 正尚 支店長、双日㈱ 

城戸 健太郎 ヤンゴン事務所所長、兼松㈱ 

會田 洋平 アジア大洋州住友商事会社 

仲田 有佑 伊藤忠商事㈱ 

Nilar Htwe CEO, Nilar Frozen Foods Co., Ltd. 

Tin Yawal Aung Executive Director、ミャンマーベル社 

Ye Myint Maung President、ミャンマーアグリフーズ社 

Bird Lerdbussarakam Merchandizing Director-Food, City Mart Holdings Co., Ltd. 

Roshan Ranawake Managing Director, Control Union Myanmar (Private) Ltd 

Prasoon Sinha Deputy CEO, Wave Money 

Matt Wallace CEO, Opportunity Now Myanmar 

Theta Aye CEO, Mother Finance 

 
（5）JICAミャンマー事務所 
岩井 伸夫 次 長 
飯塚 協太 企画調査員 
Tun Myint Thein  現地職員（Program Officer） 

 
１－５ 調査の方法 

本調査では、プロジェクトの詳細計画を策定するとともにプロジェクトの事前評価を実施するこ

とを目的に、文献調査、聞き取り調査、質問票による聞き取り調査を実施した。 
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（1）文献調査 
本調査の先行調査にあたる JICA「ミャンマー国フードバリューチェーン開発支援に係る情報

収集・確認調査ファイナルレポート」（2018 年 11 月）などの報告書や既存資料をレビューし、
文献調査を実施した。 

 
（2）聞き取り調査 
プロジェクトの実施機関、関係機関、園芸作物バリューチェーンの関係者に対する聞き取り調

査を行った。 
 
（3）質問票による聞き取り調査 

MOALIの DOA、DOP、他ドナー、日系企業に関しては、質問票に基づく聞き取り調査を実施
した。 

 
（4）DAC 5項目評価を用いた事業事前評価 
本プロジェクトの詳細計画に基づき、開発援助委員会（DAC）評価 5項目の視点から事前評価

を行った。 

表１－２ DAC評価 5項目による評価の視点 

妥当性 
（relevance） 

開発インターベンションの目標が、受益者の要望、対象国のニーズ、地球

規模の優先課題及びパートナーやドナーの政策と合致している程度。 

有効性 
（effectiveness） 

開発インターベンションの目標が実際に達成された、あるいはこれから達

成されると見込まれる度合いのことであり、目標の相対的な重要度も勘案

しながら判断する。 

効率性 
（efficiency） 

資源及び（または）インプット（投入）〔資金、専門技術（知識）、時間な

ど〕がいかに経済的に結果を生み出したかを示す尺度。 
インパクト 
（impact） 

開発インターベンションによる貢献が期待されている、より高次の目標。 

持続性 
（sustainability） 

開発インターベンションの終了時における、開発インターベンションによ

る便益の持続性。長期的便益が継続する見込み。時間の経過に伴う純益の

流出というリスクに対する回復力。 

出典：評価と援助の有効性－評価及び結果重視マネジメントにおける基本用語集（OECD/DAC 
Evalunet） 
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第２章 要請の背景 

 
２－１ ミャンマー園芸分野の概要 

ミャンマーでは国民の6割が農業分野に従事し、GDPに占める農林水産業の割合は約30％である。
農業が主要産業である農村部の貧困率は 23.3％と都市部の 9％より高く1、都市部と農村部の格差が

大きな課題である。 
ミャンマーの最も重要な農作物はコメであり、全作付面積の約半分、GDP13％程度を占めている。

次に重要な輸出品目はマメ類、ゴマと続く。「Myanmar Agriculture at a Glance 2018」（MOALI DOP）に
よると、コメの生産量は 2010/11年度の 3,257万 9,000（単位はすべて t）から 2017/18年度の 2,809万
2,000に減少、マメ類も 2015/16年度の 621万 1,000から 2017/18年度の 563万 9,000に減少、ゴマも
2014/15年度の 93万から 2017/18年度の 82万 9,000に減少するなど、3大作物すべてにおいて減少傾
向にある。 
ミャンマーの園芸作物の生産は全国的に増加傾向にあり、特にシャン州と中央乾燥地帯で顕著で

ある。シャン州は高温低地であることに加え、シャン高原（標高 1,000～1,500m）のような広大な高
原地帯を有し、園芸農業の開発の可能性が高い。ミャンマーの園芸作物の 2017/18年度の生産量トッ
プ 5は、トマト（119万 7,406t）、タマネギ（102万 3,000t）、マンゴー（62万 2,644t）、ジャガイモ（50
万 8,000t）、キャベツ（46万 734t）である2。 
園芸作物の消費量も、ミャンマーの経済成長に伴って増加傾向にある。FAOの推計によると、2013

年の 1人当たり野菜と果物の消費量は、それぞれ 81kgと 39kgであった。近隣諸国と比べて特段少な
い量ではないが、FAOとWHOが定める「1日 400gの野菜・果物の摂取」という水準には達してい
ない。そのため、健康の改善を目的に、今後も消費が拡大する可能性がある。 
ミャンマーにおける農業は、主に耕地面積 10エーカー以下の小規模農家によって営まれている。

農業形態は労働集約型で、園芸農家も同様である。一般的に、園芸作物では集約的な農業生産を志向

する過程で、収益性を高めるために生産量よりも品質を重視する傾向にあり、結果として小規模経営

が成り立っている。これは、品質よりも生産量が重視される傾向にある穀物とは対照的である。園芸

農家は、穀物農家と対照的に、市場価格を常に気にかけ、市場志向型のマインドを有する傾向にある。 
なお、園芸作物全般に関する詳細情報については、JICA「ミャンマー国フードバリューチェーン開

発支援に係る情報収集・確認調査ファイナルレポート」（2018年 11月）を参照されたい。 
 

２－２ 相手国政策上の位置づけ 

２－２－１ 相手国政策上の本プロジェクトの位置づけ 
ミャンマーの農業セクター全体の開発計画には、「農業セクター20年長期開発計画」（2011/12～

2030/31年）と「農業セクター第 2次短期計画」（2016/17～2020/21年）がある。長期計画には、持
続可能な農業開発ミッションとして、「重点作物及び高付加価値農業製品の国内、海外市場への販

路拡大」や「地方・農村地域に住む人々の食料安全保障の推進」が掲げられている。第 2次短期計
画ではMOALIの目標として、食の安全性の向上、農畜水産物の適正な品質基準の確保、市場価格

 
1 貧困率は 2015年のデータ。出典：World Bank, “An analysis of poverty in Myanmar : part one - trends between 2004/05 and 

2015 (Vol. 2) (English)”, 2017. 
2 Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation, Department of Planning, “Myanmar Agriculture at a Glance 2018”. 
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情報の伝達能力の向上、衛生植物検疫措置（Sanitary and Phytosanitary Measures：SPS）の実施、農
業生産工程管理（Good Agricultural Practice：GAP）の開発・普及、生産者協同組合の立ち上げ、普
及サービスの向上、などが含まれている。 
農業セクター開発計画を踏まえて、ミャンマーは日本の協力により「FVC（フードバリューチェー
ン）構築のための工程表」（2016/17～2020/21年）を策定した。ミャンマー政府が、日本や他ドナー
による協力や民間投資などを活用し、農林水産業の発展に向け実施すべき対策を策定するための

ガイドラインの位置づけである。工程表は、5項目の作物別対策、8分野の作物横断的対策の 2部
構成で、各分野は①課題解決のための対策、②実施計画（5カ年計画）の二つに分かれている。工
程表の「園芸分野の中長期対策」は表２－１のとおりで、本プロジェクトは、主に、ミャンマー政

府への ODAの「生産」への協力に位置づけられる（表の網掛け部分）。MOALIは、工程表作成チー
ムをベースにDOP局長を議長とするMOALIの関係部局の総勢 21名から成る改定フードバリュー
チェーンタスクフォースチームを形成した。 

表２－１ 園芸分野向けの中長期的対策 

  2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 
ミ ャ ン

マー政府 
（ODA） 

品種育成 熱帯適応性野菜選抜プロジェクト 
（VFRDC、AVRDC）（ミャンマー政府、
日本農林水産省） 

  

種子増殖 BOP/FS 調査、薬用植物の苗の導入（JICA） 
生 産 
 

-機能的な営農普及システム（JICA） 
-施設園芸システム（DAR）（ミャンマー政府） 
-施設園芸システム〔オランダ州農業機関（ピンマナ）〕（他ドナー） 

土地管理 土地利用等の事業環境管理支援（ミャンマー政府） 
ポストハー

ベスト 
-園芸作物に対するポストハーベスト技術研修センター（KOICA）  
-園芸作物のポストハーベスト技術、加工に関する支援（木浦大学校）
（韓国）、イエジン農業大学（YAU） 
-ポストハーベスト研究所（2018 年、KOICA） 

科学者・学生

の交換プロ

グラム 

JICA/木浦大学校（韓国）（他ドナー） 
 

流 通 市場調査 （ミャンマー政府） 

民 間 生 産 シソの農場整備（構想）、イチゴ施設栽培、契約栽培 

野菜種子生産・販売 

高付加価値機能性食品用の農産物の栽培 

流 通 コールドチェーン整備事業（2015年開始、サービス拡大中） 

卸売市場の整

備（ダニンゴ

ン3） 

    

 
3 出典の文書作成時点では、「マンダレー市場」とされていたが、マンダレー市場は建設が頓挫している。その後の事
情の変化を反映させ、実際整備が行われた「ダニンゴン」に修正した（JICA調査団による）。 
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  2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 

加 工 
 

（外資＋JV）シャン産野菜のネピドー工場での加工（冷凍野菜、2016
年 7月より稼働） 
薬用植物からの高付加価値機能性食品の加工施設整備 

VFRDC：Vegetables and Fruit Research and Development Centre（ミャンマー野菜果樹研究開発セン
ター） 

AVRDC：The Asian Vegetable Research and Development Center 
DAR：Department of Agricultural Research（農業畜産灌漑省農業研究局） 
KOICA：Korea International Cooperation Agency（韓国国際協力団） 
出典：「ミャンマーにおけるフードバリューチェーン構築のための工程表」（2016-2020） 

 
ミャンマー政府は、農業セクターにおける政策間の整合性を図り、短期/中期/長期の農業政策に
関して明確な優先順位づけを行うことを目的に、2018 年 6 月、関係ドナーとともに「農業開発戦
略及び投資計画」（Agriculture Development Strategy and Investment Plan：ADS&IP）を策定した。同
政策は、現在 MOALI で最も重視されている政策文書である。このなかの主要 3 本柱の三つ目に、
競争力（マーケットリンケージと競争力の改善）を掲げており、そのなかでビジネス環境の改善

（Output 3.1）、信頼できる品質管理システムの構築（Output 3.3）、優先作目におけるバリューチェー
ンの強化（Output 3.6）、食品の安全（Output 3.7）、金融サービスのアクセス改善（Output 3.8）をめ
ざしている。 
「農業開発戦略及び投資計画」の主要 3本柱は次のとおり。 
① 政府機関のガバナンスを向上させ、農業開発に責任をもつ機関の能力を強化する。 
② 生産性と農業所得を向上させる。 
③ 市場の結びつきを高めて競争力を強化する。 

 
２－２－２ 日本の支援における本プロジェクトの位置づけ 
本調査に先行して実施された JICA「ミャンマー国フードバリューチェーン開発支援に係る情報
収集・確認調査」では、上述のミャンマー政府の政策と開発計画に照らし合わせて、フードバリュー

チェーン開発に関する問題分析が行われた。分析結果を基に、下記のとおり五つの候補案件が提案

された。JICA の対ミャンマー国フードバリューチェーン開発支援の中期計画における開発の方向
性と時間軸に、五つの案件を位置づけたのが図２－１である。 

 
① Project 1. 安全な園芸作物のバリューチェーン強化プロジェクト（農薬管理システムの改善を
含む） 

② Project 2. ヤンゴン及びマンダレーにおける伝統的市場の改善及び研修を通じた食の安全性向
上プロジェクト 

③ Project 3. マンダレーにおける家畜改良研究センターの導入 
④ Project 4. 地鶏のバリューチェーン開発プロジェクト 
⑤ Project 5. フードバリューチェーンのためのインフラ改修 
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出典：JICA「ミャンマー国フードバリューチェーン開発支援に係る情報収集・確認
調査ファイナルレポート」（2018年 11月） 

図２－１ 中期的業務計画（案） 

 
本プロジェクトは、五つのプロジェクトのなかの Project 1 に当たり、安心なフードバリューチ
ェーンの構築の基盤を成す重要な取りかかりである。 

 
２－３ 園芸作物バリューチェーンの概要 

２－３－１ 園芸作物バリューチェーンの現状と課題 
今回の詳細計画策定調査では、プロジェクト計画にかかわる内容と対象地域に絞って、園芸作物

バリューチェーンの実態と課題を調査した。調査の概要は以下のとおりで、プロジェクト関係者と

の課題共有のために概要を図式化したのが図２－２である。聞き取り調査の対象は、農家、普及員、

政府系・民間の金融機関、アグリビジネスを展開する日系やローカルの民間企業であり、大手スー

パーマーケットとローカル市場の視察も行った。 
バリューチェーンの全体像と官民連携については、「５－１ 総括/団長所感」を参照されたい。
さらに、バリューチェーンの実態にかかわる営農支援活動や普及活動の留意点は「５－２ 副総括/
営農所感」と「５－４ 代替開発/営農所感」を、農薬管理は「５－３ 農薬行政所感」を、バリ

ューチェーン金融の実態は「５－５ 金融包摂所感」をあわせて参照のこと。園芸作物バリューチ

ェーンの包括的な情報は、JICA「ミャンマー国フードバリューチェーン開発支援に係る情報収集・
確認調査ファイナルレポート」（2018年 11月）に掲載されている。 

 
（1）投入・バリューチェーン金融 
・ 農業投入材に関する知識不足：農家・普及員ともに、種苗、品種、農薬などの農業投入材
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に関する知識が不足しているため、質の良い種苗や堆肥を使用する意義が理解できず、投

入材を用いる動機が働かない。また、そのような知識をもっていても、必要な資材が現地

で販売されていない。 
・ バリューチェーン金融4の不在：農家がバリューチェーンに組み込まれるためには、個々

の農家が雨除けや深井戸、小規模灌漑設備等を導入し、高品質で定期的な収穫を可能とす

る生産体制を整える必要がある。今回調査を行った農家のほとんどは、銀行やマイクロフ

ァイナンス機関といったフォーマルな金融商品を利用しておらず、頼母子講などインフ

ォーマルな金融手段でキャッシュフローを回していた。今回の調査で、良質な投入財の購

入のために園芸作物農家が必要とする、融資額 100～400万チャットの適当なバリューチ
ェーン金融商品がないことが分かった。 

 
（2）生 産 
・ 栽培知識の欠如：農家・普及員ともに栽培知識に乏しい。例えばトマト栽培で、腋芽摘み、
畝立てといった基本的な管理や、病害虫対策などができていない。ただし、実践的な栽培

技術に関しては経験豊富な農家の方が普及員より上であることが多い。 
・ 気象・気候変動に対する脆弱さ：雨除けハウスによる栽培管理、気候に適した品種の選択、
灌漑施設/排水設備、気象情報へのアクセスビリティの低さなど、気象・気候変動に対す
る対策が脆弱である。 

・ 農薬の不適正使用：適切な農薬の使用量や投入のタイミングなどが不適正である。無登録
農薬もかなり出回っている。 

・ あいまいなミャンマーGAP：MOALIのイニシアティブでミャンマーGAPが推進され、現
在までに 15 の作物でのプロトコールが作成されている。しかし、ミャンマーGAP はグ
ローバル GAP や ASEAN GAP の基準を満たしているわけでなく、個々の技術について、
ただ適切に実施するようにと記述されているだけで、その適切な管理の内容がほかに参照

できるようになっていない。ミャンマーGAP 認証があっても、消費地での市場価格は差
別化できていない状況である。他方で、調査時現在、シャン州インレー湖のトマトなど、

ミャンマーGAP 認証シールを貼って通常価格の 2 倍で売るなど、産地での市場価格を差
別化できている成功例も一部で見られた。 

・ 農家グループの形成の難しさ：ミャンマーでは農家グループの形成は簡単でないといわ
れる。今回の農家に対する調査でも、共同販売するくらいなら、安くても個人で販売した

方がましといった傾向にあった。他方、シャン州の輸出用のジャガイモや南サガインのメ

ロンなどでは、作物別の「クラスター」と呼ばれる農家グループが形成されており、実益

に引っ張られる形でグループ化が進みつつある。 
 
（3）加工・流通 
・ ポストハーベストロス：収穫後の作物ロスの課題がある。産地で適切な容器に入れるよう

 
4 バリューチェーンファイナンスとは、投入財の供給、生産、卸売り、加工、販売といった農業バリューチェーン（VC）にかかわる
各アクターのもつ情報・関係性・インセンティブを活用し、農業・農家へ金融サービスを提供する手法である。代表的な手法に、

①仲買人や農業インプットの供給業者を活用した「仲買人融資（Trader Credit）」によるもの、②契約栽培制度（Contract Farming）
によるもの、③倉庫の農産物の在庫への証券を担保とする「倉庫証券」（Warehouse Receipt）、の 3種類がある。 
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な処理はなされず、かごなどに詰め込むのみ。 
・ 作物の品目・グレードの需要と供給のミスマッチ：市場が求める作物の品目、グレードと
供給のミスマッチがある。 

・ 集荷時のロス：集荷業者が農家から作物を回収し、輸送のトラックに載せるまでの集荷時
のロスがある。今回シャン州 Hehoで訪れた集荷所では、屋根もない空き地で、直射日光
にさらされる日中に牛車からトラックへキャベツを積み替えて発送作業を行っていた。そ

の際、農産物を荷台につめこむため上記のポストハーベストロスが観察された。 
・ 輸送時のロス：道路インフラやコールドチェーンの未発達といった物流上の課題がある。
輸送の梱包方法及びその材料にも課題がある。例えば、シャン州からトマト、ハクサイ・

キャベツなどの葉菜類などをトラックでヤンゴンまで約 10時間かけて木箱やかごなどに
入れ、輸送するが、山岳地帯の悪路や横揺れでヤンゴンに着くころには下部の作物はつぶ

れてしまう。また、衛生上でも課題である。 
・ 民間による産地集荷所の必要性：DOA 局長からは、特に農家とハイエンドマーケットを
つなぐ産地での民間の集荷所の必要性が指摘された。集荷所の役割は、生産量調整・選別・

包装・出荷・納品管理や商談などである。 
・ 脆弱な供給体制：一定の品質の作物を年間を通して、必要な分だけ供給するという体制を
つくる意思がない。農家は作りたいときに、需要量と関係なく生産し、供給が途切れても

実需者の困難については無関心。 
・ 仲買業者による価格決定：今回調査したシャン州のトマト問屋街では、卸売業者間のネッ
トワークがあり、スマートフォーンによるリアルタイム情報を活用して、ヤンゴンやマン

ダレーなど各マーケットでの価格と供給状況の情報を得て、売り先を振り分けていた。ア

ウンバン（Aungban）の青果問屋街では、仲買業者が、生産者・市場・卸問屋の間の情報
を基に価格を決定し、農家・消費地卸売業者から 7％の委託手数料を得て、消費地の卸売
業者や小売業者に産物をあっせんしていた。この仲買業者は消費地より産物のあっせん供

給を委託されているだけであり買取りは行わないが、情報網と販売網により、農家より高

いバーゲニングパワーをもつ状況にある。 
 
（4）販 売 
・ 市場情報入手手段の不在：園芸作物農家は、コメ専業農家と比べて、市場価格に敏感な市
場志向型マインドを有する傾向にある。ただし、一時的に市場価格が高騰した作物の生産

だけに走り、結果的に供給過多となる傾向がある。例えば、近年キャベツの国内市場価格

が供給過多により大暴落し、大損をした農家がみられた。 
・ 作物の需要と供給のミスマッチ：市場が求める商品・品目と供給作物にミスマッチがある。 
・ ローカル市場の衛生状況：ローカル青果市場の衛生状況に課題がある。例えば、今回視察
したヤンゴン管区の新ダニンゴン（Danyingone）卸売市場は、衛生環境が劣悪な旧市場か
ら移転し、2018 年 1 月から運営を開始したばかりである。それにもかかわらず、野菜や
果物が地べたにじか置きして販売されるケースが見られた。同じくヤンゴン管区の Thiri 
Mingalar 卸売市場では悪臭が漂っていた。ローカル市場には、光熱水供給装置、衛生面、
荷物の取扱スペースなどで近代的な設備が必要である。 

・ ハイエンドマーケット販売の困難さ：一般的に農家は、収穫した作物を仲買業者に売るか、
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奥さんがローカル市場に売りに行くといった方法で販売している。農家は概して、特にハ

イエンドマーケット向けのビジネスや販売に慣れておらず、農家が直接ハイエンドマーケ

ットへ営業、交渉、販売することには限界がある。 
・ 新たな価値と場の創出：現時点の要望に応えた商品を生産販売するだけでなく、消費者の
潜在ニーズの発掘、すなわち新たな価値やマーケットの創出も鍵になる。今回の調査では、

農薬が適正に使用された野菜・果物に対する消費者の潜在ニーズが確認された。しかし、

現在、安心安全な野菜・果物を購入できる場が、一部のスーパーマーケットやオーガニッ

ク市場に限られており、一般市民には敷居が高い。市民の大半が青果を購入するダニンゴ

ン市場のようなローカル市場に、安心安全な野菜・果物を買える奇麗で衛生的なコーナー

を創出するといった、新たな価値と場の創出が求められる。 
 
（5）アグリビジネス 
双日株式会社ヤンゴン支社、ヤンゴン管区 Hmawbiタウンシップの Golden Myanmar Produce 

Co., Ltd.、シャン州 KalawタウンシップのMyanmar Belle Co., Ltd.や Diamond Star Co., Ltd.、ネ
ピドーに冷凍工場をもつ Nilar Frozen Foods Co., Ltd.などが、プロジェクトの対象地であるヤン
ゴンやシャン州、マーケット候補地のネピドーでアグリビジネスを展開している。事業内容は、

乾燥野菜や冷凍野菜の日本など海外への輸出、コールドチェーン、資機材販売などである。 
City Mart Holdings Co., Ltd.では、シティマートというスーパーマーケットをヤンゴンやマン
ダレー、ネピドーなど大都市を中心にチェーン展開し、青果販売を行っている。これら民間企

業から、園芸作物バリューチェーンに関して以下の課題が寄せられた。 
 

・ 契約栽培の難しさ：民間企業、農家の双方にとって契約栽培には難しさがつきものであ
る。例えば、土壌改善や農薬管理を農家に任せるのは難しく、企業スタッフによる農業

生産工程管理が必要になることや、契約栽培といっても実際は強制力が効いておらず農

家ができた作物を他に売ってしまうほか、個別契約なので農家との取引コストがかか

る。 
農家にとっては、作りたいときに作りたい物を生産するのではなく、買付リストに沿

った生産が求められる。質が見合わないと買取りされないリスクがある。スーパーマー

ケットとの契約栽培では、1農家では最低ロットを到底満たせないため、グループで対
応せねばならない。買付リストに沿って、求められる作物を求められる量と質で、毎日、

毎週、タイムリーに供給しなければならず、それを行えない農家も多い。 
・ 生産サイドの重要性：日本向け冷凍野菜を販売している企業からは、需要に対して質に
見合った生産が追いつかないといった悲鳴が寄せられた。リスク分散のために中国から

の冷凍野菜輸入を他国に置き換えたいニーズが大きいためである。 
・ 残留農薬分析の課題：ミャンマー国内で国際的に通用する残留農薬分析をできる機関
がないため、海外貨物検査株式会社バンコク支社などへサンプルを送っており、分析の

経費・時間がかかる。 
・ 物流コスト高による国際競争力の低さ：輸送コストが高いために物流コストが高くな
り、園芸作物市場におけるミャンマーの国際競争力を押しとどめている。 
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以上により、作物の生産性・質の低さ、農家のバーゲニングパワーの弱さ、農薬の不適正使用に

よる安全性の課題、ハイエンドマーケットへの参入の難しさといった問題が生じ、結果的に農家の

農業所得が低い現状にある（図２－２）。 

出典：本調査の協議議事録の添付資料 
図２－２ 園芸作物バリューチェーンの現状と課題 

 
２－３－２ ローカル市場・スーパーマーケットにおける市場調査 
今回の調査では、ヤンゴン管区の青果卸売市場である Thiri Yadanar市場と新ダニンゴン市場、シ
ャン州 Hehoの朝市場、ヤンゴンとネピドーのスーパーマーケットにおいて、野菜・果物の流通や
販売状況、価格に関する調査を行った。その結果も参考に、「３－１ 協力の範囲及び内容」で述

べる本プロジェクトの六つの対象作物候補（ホウレンソウ、日本カボチャ、トマト、パプリカ、ニ

ンジン、ブロッコリー）が特定された。 
表２－２に、これら六つの対象作物候補と、プロジェクト対象地のヤンゴン管区 Hmawbiで栽培
が盛んなクウシンサイとローゼル葉、価格の比較対象としてレタスの 3 種類を加えた合計 9 種類
の販売価格を示す。なお、Marketplace by City Mart と Ocean Supercenters は、いずれも City Mart 
Holdings Co., Ltd.がチェーン展開する小売店で、Marketplace by City Martは特に富裕層をターゲッ
トにしている。 
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表２－２ ローカル市場・スーパーマーケットにおける野菜の販売価格 

 

 
ホウレンソウは、ローカル卸売市場で 1 束 100 チャット、スーパーマーケットでは 1 束 220～

300 チャット程度で売られていた。「日本ホウレンソウ」は流通しておらず、２－３－４で述べる
JICA ミャンマー農業政策アドバイザーの実践取り組みにより日本ホウレンソウが栽培され、1 束
700チャットで高級ホテルなどに販売されるなど、ハイエンドマーケット向けのニーズが高い。 
カボチャは、例えば Ocean Supercentersネピドー店では、ミャンマー産カボチャが 1個 750チャ
ットに対し、日本カボチャが約 5 倍の値段（100g当たり 300チャット）で販売されており、甘み
のある日本カボチャのハイエンドマーケットでのニーズがうかがえる。 
トマトは、２－３－１で述べたとおり、インレー湖の GAP認証トマトのように産地での市場価
格を差別化できている成功例がある。加えて、Ocean Supercenters ネピドー店ではブランド品の赤

調査日

　　   調査地

商品名

100 Ks / 束 300 Ks / 束 220 Ks / 束

800 Ks / Viss 1000 Ks / 個 300 Ks / 100g 300 Ks / 100g

750 Ks / 個

1300 Ks / Viss 1200 Ks / Viss 700 Ks / Viss 150 Ks / 100g 90 Ks / 100g

1000 Ks / Viss 405 Ks / 100g 900 Ks / 100g

625 Ks / 100g 695 Ks / 100g

2500 Ks / Viss 1800 Ks / Viss 140 Ks / 100g 170 Ks / 100g

1400 Ks / Viss

1650 Ks / 個

100 Ks / 束 2100 Ks / 100g 200 Ks / 個

200 Ks / 束 80 Ks / 束 100 Ks / 束 300 Ks / 束 150 Ks / 束

40 Ks / 束 50 Ks / 束 80 Ks / 束 200 Ks / 束 150 Ks / 束

注1）単位：Ks=チャット。
注2）産地が分かるものは産地を記載した。

ローカル卸売市場 近代的スーパーマーケット

注3）空欄は、販売取扱なし、または今回の調査では見つけられなかった。特にHeho朝市場は時間の都合上、一部し
か調査していない。

中国産

シャン州産

シャン州産

ミニトマト

参考品目

プロジェクト対象候補6品目

赤・緑 赤・緑

赤・緑トマト

ブロッコリー

西バゴー産

Hmawbi産

Hmawbi産

JAPANブランド
レタス

クウシンサイ

ローゼル葉

日本カボチャ

赤トマト(ブランド品）

中国産タイ産

ミャンマー産

輸入品

ホウレンソウ

カボチャ

トマト

パプリカ

ニンジン

2019/7/26

Marketplace by
City Mart

（ヤンゴンSule
square店）

2019/8/2

Ocean Supercenters
（ネピドー店）

インレー湖産（大）

インレー湖産（小）

インレー湖産（大）

日本カボチャ

ミャンマーカボチャ

赤トマト

2019/7/25

Thiri Yadanar
卸売市場

2019/8/10

新Danyingone
卸売市場

2019/7/29

Heho朝市場
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トマトが 100g 当たり 900 チャットと通常の赤トマトの 10 倍の価格で販売されるなど、価格の差
別化が図りやすい品目の一つである。 
ニンジンは、ミャンマー産のニンジンは小ぶりで、大ぶりの中国産やタイ産のニンジンが市場に

よく流通している。新ダニンゴン卸売市場では、タイ産ニンジンが 1viss 当たり 1,800 チャットと
ミャンマー産の約 1.3倍の価格で販売されていた。輸入品を国産に置き換えるニーズが高い。 
ブロッコリーはあまり市場に流通しておらず、ヤンゴンのMarketplace by City Martで、輸入品が

1個 1,650チャットの高値で売られており、ニンジンと同様に輸入品の代替のニーズが高い。 
参考品目として挙げた葉野菜の販売価格は、クウシンサイとローゼル葉は、ローカル卸売市場で

1束 40～200チャット、スーパーマーケットでも 1束 150～300チャットと廉価で、価格の差別化
を図るのが極めて難しい。他方、同じ葉野菜でもレタスは、ヤンゴンのMarketplace by City Martで
JAPAN ブランドが 100g当たり 2,100 チャットと、ローゼル葉 200 チャットの 10 倍の高値で、ブ
ランディングによって価格を差別化できる可能性がある。 

 
２－３－３ バリューチェーンにおける政府の役割 
バリューチェーンの実態を調査するなかで、政府組織と民間セクターから寄せられたバリュー

チェーン構築における政府の果たすべき役割は、以下のとおりである。政府組織、民間セクターの

間に大きな認識の食い違いはなかった。留意点として、政府が役割を果たすうえで、民業圧迫にな

らないよう配慮する必要性が挙げられた。 
 
・ 農薬管理行政：植物防疫課（PPD）の農薬製剤検査室による農薬分析と、残留農薬検査室に
よる残留農薬分析は、民間セクターでは手の打ちようがなく、政府が果たすべき最も大きな

役割の一つである。農薬使用と流通農薬に対する、政府によるモニタリング・監査への期待

も大きい。残留農薬分析は、将来民間に任せることも考える必要はあるが、現時点では、分

析点数が少ないので民間分析では採算が合わない。 
・ タウンシップの農業事務所：同事務所には多くの普及員がおり、普及員による栽培技術支援、
特に新しい品目に挑戦する際のデモンストレーション指導が必要。 

・ 大規模インフラ整備：物流を改善するための道路交通インフラなど、大規模なインフラ整備
を実現する。「ミャンマー国フードバリューチェーン開発支援に係る情報収集・確認調査フ

ァイナルレポート」（2018 年 11 月）でも強調された畜産との連携による堆肥製造・供給セ
ンターの整備も必要。 

・ 生産者への設備投資支援：補助金など、生産者が生産拡大を行うための設備投資、特に水源
の開発・確保は個々の生産者では対応できず、支援が必要。 

・ 各種許認可：園芸作物農家向けに、新たな金融スキームを構築する際などの許認可を行う。 
 
２－３－４ 園芸作物バリューチェーンの実践取り組み 

JICAミャンマー農業政策アドバイザーにより、農家と普及員に対し、園芸作物の生産から流通、
販売までの実践指導が行われている。これは、農業政策アドバイザーが、ミャンマーの営農の実態

にあわせて、MOALI職員により有用な農業政策・普及のアドバイスを行うための試験的な取り組
みである。ネピドーTatkone タウンシップの三つの村で、日本ホウレンソウ、レタス、キュウリな
どの栽培を行っている。本プロジェクトと同じ園芸作物のバリューチェーンの川上から川下まで
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の実践であり、本プロジェクトに有用と思われる点を以下に示す。 
 
（1）投入・生産 
・ 普及計画策定：対象 3村での農業生態系分析結果を基に、課題、解決策・活動、1年後の
目標から成る普及計画を、村人、普及員と一緒に策定している。 

・ 安価な雨除けハウスの導入と維持管理：竹製支柱の雨除けハウスを 150m2当たり約 500米
ドル（USD）（農業用ビニル使用のハウスは 1,500USD）で作製している。 

・ 視覚的な教材の活用：作物ごとに栽培のポイントを絵・図で簡単に示した 1 枚紙のラミ
ネート教材が、使い勝手がよく農家に好評であった。 

・ 営農の実演・実践：普及員とともに農家への栽培指導を実演し実践している。 
 
（2）加工・流通・販売 
・ 一次加工：洗浄やパッキングなどの一次加工を、農家に示している。 
・ ハイエンドマーケットへの付加価値商品の販売：日本ホウレンソウなどを高級ホテル、日
本食レストランなどに1束700チャットで実際に販売している（2019年8月の販売価格）。
栽培記録付きでトレーサビリティがあり、ホウレンソウのローカル市場はないが、近郊の

冷凍加工野菜工場購入価格の 6～9倍の価格で売られている。他方、個人農家がハイエン
ドマーケットと直接交渉するのは非現実的で、農家も嫌がるので農業政策アドバイザーが

ホテル等と直接商談を行っている。農家とハイエンドマーケットをつなぐ仕組みが必要で

ある。 
 
以上の実践は、そのノウハウや教訓などを本プロジェクトにおいても大いに活用することで、日

本の援助活動における相乗効果を発揮できるものと思われる。 
 
２－３－５ 農業普及の現状と課題 

JICA ミャンマー農業政策アドバイザーからの提供資料と聞き取り調査によると、農業普及の現
状と重要課題、現在実施されている普及活動は以下のとおりである。本プロジェクトにおける普及

活動の留意点は、「５－２ 副総括/営農所感」と「５－４ 代替開発/営農所感」もあわせて参照さ
れたい。 

 
（1）農業普及の現状 

 MOALIによる農業普及の現状は以下のとおり。 
・ タウンシップ事務所の普及員数は合計 8,300名あまり5 
・ 分野別専門家が対応できる分野が限られている（マーケティング専門家、園芸作物の専
門家、ポストハーベスト専門家などの不在） 

・ 現在の普及モダリティは、全国各地域におけるデモンストレーション圃場、農家向けテ
レビ・ラジオプログラム、全国で 600以上のナレッジ・センター（Extension Camps）  

 
5 DOA 資料による。ただし、普及員の明確な定義がなく兼任の者も多い。8,300 名のなかでフルタイムの普及員の数
は限定的で、技術移転のための研修活動に少しでもかかわったら普及員にカウントされている可能性もある。普及

員の正確な数を把握することは難しい。 
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（2）現在実施されている普及活動 
 現在実施されている主な農業普及活動の状況は以下のとおり。 
・ ほとんどの農家が連作障害を知っている（普及活動による大きな成果） 
・ ナレッジ・センター（Extension Camps）における活動が、病害虫管理や地域における作
付体系の作成など、共通課題に対して有用 

・ 土壌管理や病害虫管理の基礎知識をもつ普及員による農家の営農改善（公益財団法人オ
イスカ・センターなどの研修機関で受講） 

・ 作物の保護のために重要な役割をもつ CABI（国際農業生物化学センター：CAB 
International）によって開発された有用な病害虫データベース（Plant Health System 
Strategy）を用いた CABIによる Plant Clinics 

・ 農業畜産灌漑省中央農業研究訓練センター（Central Agriculture Research and Training 
Center：CARTC）と Agricultural Extension and Rural Development Training Center（AERDTC）
による普及員への研修実施 

 
（3）普及員の能力の現状 

Shwebo地域の九つのタウンシップで合計 224名の普及員に対し、基礎的な営農知識を問う
ペーパー試験を実施した結果、普及員の知識に大きな課題が見つかった。試験は基礎的な内容

を問う問題が中心だったが、特に、濃度計算、施肥計算における正答率が 1％を下回り、水分
含有量の計算や施肥計算ではほとんど正解者がいない状況であった（対ミャンマー円借款の

「農業所得向上事業」によるペーパーテストの実施結果資料より）。このように、農業普及員

の能力には基礎的な営農知識の不足といった大きな課題がみられる。 
 
（4）農業普及の重要課題 

 農業普及における重要な課題として以下が挙げられる。 
・ 普及のためのコミュニケーション・伝達手段の限界 
・ 普及員の土壌管理と農薬管理に関する知識の欠如 
・ ステークホルダーと組織の間のリンクの弱さ 
・ ユーザーフレンドリーな普及教材を用いたインタラクティブで有効な知識プラットフ
ォームの欠如 

・ 継続的な学習と改善のためのモニタリング評価システムの欠如 
・ 普及計画が策定されておらず、普及業務を行うための予算が不十分 
・ 多岐にわたる普及業務（土地権利調整などの一般行政事務も実施） 
・ 普及員の業務分掌が不明（タウンシップ事務所における普及業務の位置づけが不明確） 

 
２－４ 園芸作物バリューチェーンに関する他ドナーの動向 

園芸作物フードバリューチェーンに関連する他ドナーの援助活動は、以下のとおりである。 
 
・ オランダ：農畜水産業と食品の品質分野における協力（2015年～実施中） 
・ オランダ：Vegetable Sector Capacity Building Myanmar（2019年末終了の予定） 
・ 国連食糧農業機関（FAO）：FAO Pesticide Registration Toolkit（2016） 
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・ ドイツ国際協力公社（GIZ）：Sustainable Agricultural Development and Food Quality Initiative（SAFI）
プロジェクト進行中（2018～2021年）※フェーズⅡが 2021年から開始予定。 

・ 国際農業生物化学センター（CABI）：Myanmar Plant Health System Strategy 2016-2020の策定に
係る支援 

・ 米国国際開発庁（USAID）：Value Chains for Rural Development in Burma（2014-2019）※フェー
ズⅡが 2019年から開始予定。 

・ スイス、オランダ：Towards a Myanmar Food Safety & Responsible Sourcing Initiativeのワークシ
ョップ開催（2016年） 

・ アジア開発銀行（ADB）、世界銀行（WB）：農業局植物防疫課の残留農薬検査室（Agricultural 
Products Analytical Laboratory：APAL）と農薬製剤検査室（Pesticide Analytical Laboratory：PAL）
に対する機材支援 

・ 韓国国際協力団（KOICA）：Project for establishment of Agricultural Marketing Center in Myanmar
（2018～2022年）、食の安全・輸出検疫分野の新規プロジェクト（実施予定） 

・ 中国：農業局植物防疫課マンダレー実験室の改修支援 
 
このうち、特に本プロジェクトとの連携の可能性が高いプロジェクトは、表２－３のとおりである。

GIZの SAFIプロジェクトにおける QRコードを用いたバリューチェーンのデジタル化を本プロジェ
クトでも大いに活用できる。USAIDのプロジェクトではMFVPと共同でメロンのグレーディングや、
金融機関と共同で VC金融に取り組んでおり、これらの実践結果を本プロジェクトに活用できる可能
性がある。KOICAは、本プロジェクトの対象地であるシャン州の Hehoに集荷センターを、本プロジ
ェクトのマーケット候補地の一つであるネピドーにマーケティングセンターを建設する予定で、本

プロジェクトでもその活用が期待される。さらに KOICAは食の安全・輸出検疫の新規プロジェクト
を立ち上げる予定で、農薬管理を行う本プロジェクトが先行開始することから、適宜情報共有を行い

ながら、すみ分けや連携の可能性を模索する。 
「３－１ 協力の範囲及び内容」で述べるが、農薬管理に関して本プロジェクトでは薬効試験、適

正農薬の登録、適正使用基準の設定への協力は含まれず、現在のところこれらに対する他ドナーから

の支援も限定的で、ミャンマーの農薬管理における残された大きな課題となっている6。他ドナーと

連携を図る際にはこのことに留意する必要がある。なお、詳細は「５－３ 農薬行政所感」もあわせ

て参照されたい。 
このほか、バリューチェーン分野では多くのドナーが支援を展開しており、その動きも速いため、

本プロジェクトでは各ドナーとも定期的に情報交換するなどして、最新情報の把握に努める。本プロ

ジェクトで園芸作物バリューチェーンモデルが構築された暁には、他ドナーの援助資金を用いて他

の作物や地域に展開していくといった連携の可能性もある。DOA、DOP を中心に、ドナー間での連
携、協調が求められる。 

  

 
6 ミャンマーの農薬管理に関する取り組み状況は、「Risk reduction of pesticides in Myanmar: Interim report of the Dutch-Myanmar project 

on pesticide registration and pesticide risk deduction 2016-2018」（p. 27）の Yes-Noフローチャートが分かりやすい。 
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表２－３ 本プロジェクトと他ドナーとの連携可能性 

 
プロジェクト名 実施 

期間 
予算 
規模 

主な対象

地域 
対象作物・農家

数（主な内容） 
本プロジェクト

との連携可能性 
GIZ Sustainable Agricultural 

Development and Food 
Quality Initiatives
（SAFI） 

2018～
2021 

6,500万
ユーロ 

シャン州 ジャガイモ・シ

ョウガ・イチゴ/
パイロット農家

250戸 

本プロジェクト

で QR コードを
活用できる可能

性あり。 
USAID Value Chains for Rural 

Development in Burma 
2014～
2019 

2,700万
USD 

シャン州

南部・中

央乾燥地

帯 

コーヒー・ショ

ウガ・メロン・ダ

イズ・ゴマ/農家
4万戸 

VC 金融の実践
や、作物のグ

レーディング方

法を、本プロジ

ェクトに活用で

きる可能性あ

り。 
USAID 上記案件のフェーズ 2 2019～

開始予

定 

3,000万
USD 

全国 バリューチェー

ン全体のシステ

ム構築 

本プロジェクト

との連携の可能

性あり。 
KOICA Project for establishment 

of Agricultural Marketing 
Center in Myanmar 

2018～
2022 

750万 
USD 

シ ャ ン

州、ネピ

ドー 

シャン州 Heho
に 集 荷 セ ン

ター、ネピドー

にマーケティン

グセンターを建

設予定（2021年
末～運営開始予

定） 

本プロジェクト

で、左記の各セ

ンターを活用で

きる可能性あ

り。 

KOICA 食の安全・輸出検疫分野
の新規プロジェクト 

検討中 1,000万
USD 予
定 

検討中 食の安全・輸出

検疫分野 
本プロジェクト

が先行開始する

ため、情報提供

を行いながら連

携可能性を模索

できる。 
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第３章 協力の概要 

 
３－１ 協力の範囲及び内容 

項 目 内  容 

案件名 （和）園芸作物の安全向上によるバリューチェーン構築プロジェクト 
（英）Project for Strengthening Horticultural Crop Value Chain through Food Safety 

Approach 

相手国 
実施機関 

受入省庁：農業畜産灌漑省（MOALI）計画局（DOP）、農業局（DOA） 
実施機関：農業畜産灌漑省（MOALI）計画局（DOP）、農業局（DOA）、植物防

疫課（PPD） 
協力機関：ミャンマー果物・花き・野菜生産者・輸出者協会（MFVP）、計画財務

省（MOPF）、商業省（MOC）等 

協力期間 4年間 

上位目標 本事業の対象地域以外の地域において安心安全な園芸作物バリューチェーンが

展開される 

プロジェクト

目標 
パイロットサイトにおける農家の農業所得向上につながる園芸作物バリューチ

ェーンが構築される 

成 果 1. 市場ニーズに適した高品質な園芸作物の生産能力が強化される 
2. 園芸作物の流通・販売方法が改善される 
3. 農薬管理システムが改善される 

活 動 0－1．ベースライン/エンドラインサーベイを実施する 
0－2．園芸作物バリューチェーン(VC)のステークホルダーを特定する 
0－3．ステークホルダー会議を実施する 
0－4．既存金融機関と協働し、園芸作物農家向け金融サービスの仕組みを提案す

る 
 
1－1．市場の需要及び農地状況等を基に対象作物を特定する 
1－2．対象地域において農家グループを形成する 
1－3．普及計画を作成する 
1－4．グループごとの営農計画を作成する 
1－5．ミャンマーGAP（農業生産工程管理）を踏まえた適正な栽培管理を推進す

る（種子、品種、農薬、肥料、水管理等） 
1－6．ミャンマーGAPを踏まえた適正な収穫後処理技術を推進する 
1－7．適正な栽培管理・収穫後処理に関する技術マニュアルを作成する 
1－8．技術マニュアルを基に普及を実施する 
 
2－1．普及員が農家と市場調査を行う 
2－2．農家グループにおける販売計画を作成する 
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項 目 内  容 

2－3．農家・民間企業（流通業者等）と協働し、適切な資材の導入も含めた、収
穫物の選別、梱包、出荷の工程を改善する 

2－4．農家の販売能力を強化する 
2－5．生産者と販売先のビジネスマッチングを開催する 
2－6．消費者に対し、食の安全に関する啓発活動を行う 
 
3－1．植物防疫課農薬製剤検査室（PAL）のスタッフに対し製剤分析に関する研

修を実施する 
3－2．植物防疫課残留農薬検査室（APAL）のスタッフに対し残留農薬分析に関

する研修を実施する 
3－3．基礎的な農薬製剤分析及び残留農薬分析に係るマニュアルを作成する 
3－4．対象地域において、農薬使用状況及び流通農薬のモニタリング能力を強化

する 
3－5．植物防疫課残留農薬検査室（APAL）のスタッフの作物残留の評価能力を

強化する 

投入 
（日本側） 

1. 専門家派遣 
長期専門家 4名（総括/FVC、営農/農民組織化、農薬管理行政、業務調整/民
間連携） 
短期専門家 3名（製剤分析、残留農薬分析、金融包摂） 

2. 研修員受入れ：食の安全管理研修、農家グループリーダー・普及員研修、農
薬分析ラボスタッフ能力強化研修 

3. 機材供与：車両 1台、農薬検査ラボ一部改修、物流用梱包資材 
投入 
（相手国側） 

1. カウンターパートの配置：相手国実施機関に記載のプロジェクト担当者を配
置 

2. 案件実施のためのサービスや施設、現地経費の提供 
3. 執務環境（ヤンゴン、シャン）、試験圃場、車両、ローカルコスト負担 

 
３－２ 実施運営体制（日本側及びミャンマー側） 

 DOP 及び DOA を実施機関とし、MFVP、MOPF、MOC 等を協力機関として位置づけ、M/M にて
確認した。 
 プロジェクトダイレクタ―：DOA副局長 
 プロジェクトマネジャー：DOA園芸課長 
 
３－３ 対象地域の選定 

 対象地域は、当初ヤンゴン管区の Hleguタウンシップと Hmawbiタウンシップ、シャン州の Kalaw
タウンシップの三つのタウンシップが検討されていた。調査の結果、Hleguタウンシップは園芸作物
栽培が限定的であることが確認されたため、対象地から外すことでカウンターパート機関と合意し

た。  
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表３－１ 対象候補タウンシップの概要 

タウン

シップ

名 

村落区数/
村数/都市
区数 

都市部人口/
世帯数 

農村部人

口/世帯数7 
普及

員数 
DOAの普
及活動予算 

野菜作付

面積8 
主要園芸作

物 
アグリビ

ジネスを

行う民間

企業 
Hmawbi
タウン

シップ 
 

39村落区 
/195村 
/4都市区 

24,904
人/5,942世帯 

206,169
人 /50,527
世帯 

14人 2017/18年
度半期（4
～9月）：
143万チャ
ット（交通

費は別） 

4,452ha
（11,000ac） 

〈雨期〉 
ローゼル葉、

クウシンサ

イ、チンゲン

サイ、ホウレ

ンソウ 
〈乾期〉 
雨期と同作

物と、ラディ

ッシュ、キュ

ウリ、ナス 

Myanmar 
Golden 
Produce 
Co., Ltd. 

Kalaw
タウン

シップ 
 

25村落区 
/256村 
/23都市区 

54,551
人/12,598世
帯 

123,588
人 /28,743
世帯 

29人 2018/19年
度：150万
チャット

（交通費は

別） 

9,341ha 
（23,083ac） 

ニンニク、キ

ャベツ、ショ

ウガ、ジャガ

イモ、トマト 

Myanmar 
Belle Co., 
Ltd.、
Diamond 
Star Co., 
Ltd.など 

Hleguタ
ウンシ

ップ 
 

52村落区 
/167村 
/5都市区 

38,720
人/8,749世帯 

208,732
人 /49,274
世帯 

15人 不明 495ha 
（1,224ac9） 

※稲作が主

で、野菜栽培

は限定的。 
ローゼル葉、

インゲン、ク

ウシンサイ、

オクラ、キュ

ウリ 

不明 

出典：DOAへの聞き取り調査と‘The 2014 Population and Housing Census’ 
（https://www.themimu.info/census-dataを基に JICA調査団作成） 

 
対象地に決定した Hmawbiタウンシップと Kalawタウンシップの概要は表３－１のとおりである。

Hmawbiタウンシップは、全世帯の約 9割に当たる約 5万世帯が農村部に居住する。約 4,500haの野
菜作付面積を有し、雨期は、ローゼル葉、クウシンサイ、チンゲンサイ、ホウレンソウなどの葉野菜

の栽培が主である。乾期は、雨期と同じ作物に加え、ラディッシュ、キュウリ、ナスなどが栽培され

ている。タウンシップ内に、Nyaung Hnapin Special Vegetable Cultivation Zoneという野菜栽培のための
特別区域を有し、同特区や Hnaw Gone村落区などが野菜栽培の中心である。普及活動予算は、半期
分で約 140万チャットと限定的である。14人の普及員で、195村の普及活動を担う。1人当たり約 14
村を担当する計算になる。Hmawbi タウンシップでアグリビジネスを展開する企業には、Myanmar 
Golden Produce Co., Ltd.がある。 

Kalawタウンシップは、全世帯の約 7割に当たる約 3万世帯が農村部に居住する。約 9,000haの野
菜作付面積を有し、ニンニク、キャベツ、ショウガ、ジャガイモ、トマトの栽培が主である。普及活

動予算は、年間約 150万チャットと限定的である。29人の普及員で、256村の普及活動を担う。1人
当たり約 9 村を担当することになる。Kalaw タウンシップでアグリビジネスを展開する企業には、

 
7 農村部世帯：農村部の世帯は主に農業及び農業関連の仕事に従事している。 
8 ジャガイモ等のイモ類、トウガラシ等の香辛料も含む広義の野菜の作付面積。 
9 2019年雨期のみの作付面積。 
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Myanmar Belle Co., Ltd.や Diamond Star Co., Ltd.などがある。 
各 DOAタウンシップ事務所では、作付体系、作物別生産量、単収などを記録した「DOAプロファ

イル」と呼ばれる資料（ミャンマー語）を作成しており、今回の調査で入手した。プロジェクト開始

後のベースライン調査や、モニタリング・評価、カウンターパート機関との協議を行う際などに、こ

れらデータの活用が期待される。 
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第４章 プロジェクトの事前評価 

 
４－１ 5項目評価 

４－１－１ 妥当性 
本プロジェクトの妥当性は、ミャンマー開発政策との整合性、開発ニーズとの整合性、日本の援

助政策との整合性、アプローチの妥当性が確保されていることから、極めて高いと見込まれる。 
 
（1）ミャンマー開発政策との整合性 
ミャンマーでは国民の 6割が農業分野に従事し、GDPに占める農林水産業の割合は約 30％
である。ミャンマーにおける農業は、主に耕地面積 10エーカー以下の小規模農家によって営
まれている。農業が主要産業である農村部の貧困率は 23.3％と都市部の 9％より高く、都市部
と農村部の格差が大きな課題である。2016 年 3 月に政権に就いた国民民主連盟（NLD）は、
雇用創出や農業従事者の所得向上を重要な政策アジェンダに掲げ、国家開発 5 カ年計画
（2016/17～2020/21年）において農業所得の倍増を目標にしている。 
農業セクター全体の開発計画には、「農業セクター20年長期開発計画」（2011/12～2030/31年）
と「農業セクター第 2 次短期計画」（2016/17～2020/21 年）がある。長期計画には、持続可能
な農業開発ミッションとして、「重点作物及び高付加価値農業製品の国内、海外市場への販路

拡大」や「地方・農村地域に住む人々の食料安全保障の推進」が掲げられている。第 2次短期
計画ではMOALIの目標として、食の安全性の向上、農畜水産物の適正な品質基準の確保、市
場価格情報の伝達能力の向上、衛生植物検疫措置（SPS）の実施、農業生産工程管理（GAP）
の開発・普及、生産者協同組合の立ち上げ、普及サービスの向上、などが含まれている。 
農業セクター開発計画を踏まえて、ミャンマーは日本の協力により「FVC 構築のための工
程表」（2016/17～2020/21 年）を策定した。ミャンマー政府が、日本や他ドナーによる協力や
民間投資などを活用し、農林水産業の発展に向け実施すべき対策を策定するためのガイドラ

インの位置づけである。工程表は、5項目の作物別対策、8分野の作物横断的対策の 2部構成
で、各分野は①課題解決のための対策、②実施計画（5カ年計画）の二つに分かれている。本
プロジェクトは、工程表の「園芸分野の中長期対策」におけるミャンマー政府への ODAの「生
産」への協力に位置づけられる。また、「農業開発戦略及び投資計画」（ADS&IP）では主要 3
本柱の三つ目に、競争力（マーケットリンケージと競争力の改善）を掲げており、そのなかで

ビジネス環境の改善、信頼できる品質管理システムの構築、優先作目におけるバリューチェー

ンの強化、食品の安全、金融サービスのアクセス改善をめざしている。 
以上のように、ミャンマーは農業の生産性向上と農作物の付加価値向上を通じた農業従事

者の所得向上に取り組んでおり、農家の農業所得向上、食品の安全につながる園芸作物のバリ

ューチェーンを構築しようとする本プロジェクトの目標は、ミャンマーの政策に整合してい

る。 
 
（2）開発ニーズとの整合性 
貧困率が 23.3％と都市部の 9％より高い農村部への支援は急務である。農村部人口の多くが
農業で生計を立てているが、作物栽培技術、収穫後技術、保管、加工、輸送、マーケティング
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システムが不適切、非効率であることから農産物の価値も低く、生産者である農家の所得も向

上せず、農村地帯の貧困削減を妨げている。個々の生産過程の技術やシステムの改善だけでな

く、各過程をつなぐバリューチェーン全体に対して総合的にアプローチし、価値の向上を図り

生産者に利益を還元することが求められる。 
今回の調査では、ミャンマー消費者のなかで、残留農薬などによる食の安全への意識が高ま

っていることも確認された。これは、経済発展にともない食品の品質への意識が向上してくる

という一般的な傾向の一つといえるが、消費者が現在の行政の農薬管理能力や生産者の農薬

適正使用に関する意識に対して不安をもっていることの証とも考えられる。高付加価値なバ

リューチェーンの構築は民間セクターによっても牽引される一方、農薬管理行政能力の向上

は、官の果たすべき役割であり、特に本プロジェクトのコンポーネントの一つである農薬管理

は、ミャンマー側からの期待が極めて高い。 
このように、ミャンマーでは、農業所得の向上を通じた経済の成長や、消費者のニーズに応

える食の安全も含めた高品質な農作物の提供が必要と認識されている。農業所得の向上につ

ながる高付加価値園芸作物のバリューチェーンの構築を支援することは、ミャンマーのニー

ズに合致している。 
 
（3）日本の援助政策との整合性 
対ミャンマー経済協力方針の重点分野の一つに「国民の生活向上のための支援」があり、こ

のなかに「農業開発」が位置づけられている。JICA の対ミャンマー農業支援は、「貧困削減、
少数民族地域支援」と「産業としての農業の育成」の戦略に基づく協力を展開しており、後者

は「集約的農業」「農業生産の多角化」「食料バリューチェーンの強化」の 3本柱で構成される。
特に、農業バリューチェーン全体での農業生産性向上を通じ、農村部の雇用創出と所得向上を

めざしている。本プロジェクトは、2016年 11月のアウンサンスーチー国家顧問の訪日時に日
本政府より表明された 8,000億円支援にも位置づけられるなど、外交的重要性も高く実施の意
義は大きい。このように、園芸作物のバリューチェーンの構築を通じた農業所得の向上を目標

とする本プロジェクトは、対ミャンマー経済協力方針、JICAの支援戦略に沿ったものであり、
日本の援助政策との整合性は確保されていると判断される。 

 
（4）支援アプローチの妥当性 

1）支援対象分野（バリューチェーン全体への支援） 
ミャンマーでは、作物栽培技術、収穫後技術、保管、加工、輸送、マーケティングシステ

ムが不適切、非効率であることから農産物の品質が劣り、よって価値も低く、生産者である

農家の所得も向上せず、農村地帯の貧困削減を妨げている現状がある。個々の生産過程の技

術やシステムの改善だけでなく、各過程をつなぐバリューチェーン全体に対して総合的に

アプローチし、価値の向上を図り生産者に利益を還元する形が効率的・効果的であると考え

られる。したがって、本プロジェクトで、生産から流通・販売、金融まで総合的に支援し、

一つのバリューチェーンモデルの構築を図るアプローチは、ニーズに照らして妥当である

（図４－１）。 
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出典：本調査の協議議事録の添付資料 
図４-１ 園芸作物バリューチェーンの現状と課題 

 
2）支援対象地域 
本プロジェクトでは、ヤンゴン Hmawbi タウンシップとシャン州 Kalaw タウンシップを
パイロット地区としている。気象条件や主要栽培作物の異なる 2カ所を対象とすることで、
1カ所のみを対象とした場合よりも、生産から流通までの相互補完的なバリューチェーンが
期待できる。また、支援対象地域を当初 3カ所の予定から 2カ所に絞ったことは効率性を高
めるうえでも的確で、妥当なアプローチだといえる。 

 
3）SHEPアプローチ 
本プロジェクトは、市場志向型農業振興（Smallholder Horticulture Empowerment & 

Promotion：SHEP）アプローチを一部取り組むデザインとしている。高付加価値のバリュー
チェーンを開発するためには、農家やバリューチェーン関係者による市場志向が不可欠で

ある。したがって、普及員と農家が自ら市場調査を行い、調査結果を参考に営農計画や販売

計画を策定する本プロジェクトのデザインは妥当である。ただし、ミャンマーの野菜農家は、

3年先までの作付け体系（休閑も含むローテーション）を考慮しなければならない。南シャ
ンのショウガや 100 年以上続いているインレー湖トマトのように長年生産を続けていて、
経験と知識を積み上げている農家も多い。そのため、市場価格の変動を理由に生産品目をた

びたび変えることの適切でない地域も多く、ミャンマーの野菜農家の文脈に沿って SHEPア
プローチを活用することが求められる。 

 
4）他事業との相乗効果 
本プロジェクトのアプローチは、他の援助機関との連携を前提としたものである。例えば、
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成果 3の農薬管理に関する PPDの PALと APALにおける活動では、世界銀行やアジア開発
銀行（ADB）などの支援で導入される機材を活用する。さらに、DOAが GIZの協力で進め
ている QRコード化によるトレーサビリティシステムを、本プロジェクトでも活用すること
が考えられる。他の援助機関と連携することによって、プロジェクトの効率性をさらに高め

る余地があることからも、本プロジェクトのアプローチの妥当性は高いと考えられる。 
 

5）日本が協力する優位性の有無 
バリューチェーン分野への支援は時流に乗ったもので、GIZ、USAID、世界銀行、ADB、

KOICAなど多くの他ドナーも積極的に支援を行っている。他方、今回の調査では、DOA局
長や PPD 幹部などから「日本人専門家による長期継続的な丁寧な技術移転」に優位性があ
るとの期待が寄せられた。特に、PPDの実験室に対する農薬分析と残留農薬分析に関する支
援は、職員が分析技術を取得するのに時間を要する息の長い活動で、長期専門家によるきめ

細やかな指導が要請され合意された。このように日本に蓄積された専門家による丁寧な技

術移転を活用したアプローチであり、本プロジェクトの妥当性を高める。 
 
４－１－２ 有効性 
本プロジェクトの有効性は、プロジェクト目標、成果ともに指標によって内容が明確にされてい

ること、プロジェクト目標と成果の間のロジックが確保されていることから高いと見込まれる。 
 
（1）プロジェクト目標の達成見込み 
プロジェクト目標「パイロットサイトにおける農家の農業所得向上につながる園芸作物バ

リューチェーンが構築される」は、対象者、対象分野ともに明確である。農家の農業所得向上

につながる園芸作物バリューチェーンが構築されたか否かは、指標 1「対象農家の収益が XX％
向上する」と指標 2「対象地域で安心安全な園芸作物 VCモデルが構築される」の達成度によ
って判断される。ただし、指標 1の対象農家の収益は、プロジェクト開始後、対象農家を選定
したあとにベースライン調査を通じて目標値を設定するとともに、プロジェクト期間中のモ

ニタリングを通して追跡する必要がある。指標 2は、何をもって「安心安全な園芸作物 VCモ
デルが構築された」といえるか、市場の特性上、さまざまなケースが想定される。したがって、

プロジェクト開始後に「安心安全な園芸作物 VCモデル」とは何か、関係者間でイメージを共
有し、モニタリングを通してその達成度を追跡できるようにする必要がある。出荷物について、

自己申告で安全性を表明するばかりでなく、ランダム抽出によるサンプルの残留農薬分析も

必要になることも想定される。 
プロジェクト目標は、市場ニーズに適した高品質な園芸作物の生産・流通・販売が改善され

（成果 1～2）、農薬管理システムが改善されること（成果 3）によって達成される。成果 3の
活動による農薬管理システムの改善は、農薬の適正利用による安心安全な園芸作物の生産・流

通・販売に不可欠である。このようにプロジェクト目標と成果の間のロジックは確保されてい

ると判断される。ただし、対象作物の国内・国際市場価格が予想外に暴落した場合には、安心

安全な園芸作物の生産・流通が進んだとしても、農家の農業所得向上にはつながらないことも

あろう。よって、成果とプロジェクト目標の間の外部条件として、「対象作物の市場価格が暴

落しない」を設定した。なお、対象作物に市場価格が大幅に乱高下するような投機的な品目を
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選ばないことも留意する必要がある（例えば 2019年キャベツ市場価格：2月 300チャット/個、
7月 2,000チャット/個）。 

 
（2）成果の内容 
成果 1「市場ニーズに適した高品質な園芸作物の生産能力が強化される」の達成度は、指標

1「XX品目のポテンシャル作物が選定される」と指標 2「生産性及び（または）単位面積当た
りの価格が作物ごとに XX％向上する」の定量的指標によって測定される。指標 1と指標 2の
目標値は、プロジェクト開始後、ベースライン調査と市場調査の結果を踏まえて日本人専門家

とカウンターパート機関が決定する。 
成果 2「園芸作物の流通・販売方法が改善される」の達成度は、指標 1「ビジネスマッチン
グの成功事例が XX 件確認される」、指標 2「流通におけるロスの課題が関係者間で認識され
る」、指標 3「高品質な園芸作物を購入できる場所が増加する」で測定される。指標 1 のビジ
ネスマッチングの成功事例とは、生産者と販売先のビジネスマッチングの開催により取引が

成立したケースなどを意味する。指標 2は、生産者や流通・販売業者などが収穫後や輸送中の
ロスを認識することを意味する。指標 3は、スーパーマーケットやローカル市場、インターネ
ット販売など、消費者が高品質な園芸作物を購入できる新たな場所を意味する。 
成果 3「農薬管理システムが改善される」の達成度は、指標 1「3-1と 3-2の研修を受けた人
数が XX 人育成される」、指標 2「基礎的な農薬製剤分析及び残留農薬分析に関するマニュア
ルが作成される」、指標 3「対象地域における農薬使用状況及び流通農薬のモニタリング用の
チェックリストが作成される」によって測定される。指標 1は、ベースライン調査の結果を踏
まえて日本人専門家とカウンターパート機関が決定する。 
活動と成果の間の外部条件として以下の 6 点を設定した。外部条件を常にモニタリングし
ながら、必要に応じて対策を講じて成果の発現を担保することが求められる。 
・ 農薬管理、農村開発、貿易と輸送を含む農業分野の優先度や予算配分に大幅な変更がな
い。 

・ 園芸作物生産を妨げる極端な異常気象が発生しない。 
・ 種子・農業資材のコストが急騰しない。 
・ 対象地域における対象農家の多くが継続して農業に従事する。 
・ カウンターパートの多くが異動しない。 
・ カウンターパートの人数が減少しない。 

 
（3）プロジェクト目標、成果、活動の因果関係 
プロジェクト目標を達成するために必要な三つの成果が計画されている。設定された投入、

期間で達成される成果・プロジェクト目標になっている。三つの成果が産出されて、外部条件

が満たされれば、プロジェクト目標が達成される見込みである。活動から成果に至るまでの外

部条件も、上述のとおり適切に認識されている。 
 
４－１－３ 効率性 
効率性に配慮した計画となっていることから、プロジェクトの効率性は高いと見込まれる。 
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（1）成果、活動、投入の因果関係 
成果を産出するために必要な活動や投入が計画されている。プロジェクトを開始するにあ

たり、詳細な活動についてミャンマー側と日本人専門家が十分理解を共有する必要がある。 
投入に関しても、活動を行うのに十分な項目が計画されているが、PDM の投入にある「そ
の他資機材」に関して、成果 2 に関連する梱包材や輸送材、成果 3 に関する PPD の PAL や
APALの備品など、必要な資機材の概要を事前に見極める必要がある。 

 
（2）効率性に影響を与える要因 
成果 3関連の活動の主体である PPDの PALと APALの機材は、世界銀行や ADBなどの支
援により、十分な機材が導入される計画であることから、プロジェクトの効率性の向上に寄与

する。 
成果 1と 2の園芸作物の生産・流通・販売に関しては、MOALIの DOAが GIZの協力によ
りバリューチェーンのデジタル化の一環で QR コードを活用したトレーサビリティシステム
を試行中である。本プロジェクトでも QR コードの使用が検討されていたため、DOA/GIZ と
連携を図り、プロジェクトの効率性を高めることが考えられる。 
本プロジェクトの対象地を三つから二つに絞ったことは、バリューチェーンモデルの構築

に注力するうえで、効率性を高めるために有効である。効率性に影響を与えるその他の要因と

して、成果 1と 2関連の二つのパイロットサイトの距離がある。特に、成果 1の生産に関する
活動は、ヤンゴン管区の Hmawbi タウンシップとシャン州の Kalaw タウンシップの 2 カ所に
分散する。遠隔の 2カ所における活動状況の共有などがスムーズに行われれば、プロジェクト
の効率性が向上する。 

 
４－１－４ インパクト 
上位目標の達成は、MOALIが高付加価値園芸作物のバリューチェーン構築の方針を維持すれば、
国際・国内市場に大きな変化がない限り期待できる。本プロジェクトの対象地域以外において、生

産者、卸売業者、流通・販売業者へのプラスのインパクトが期待される一方で、マイナスのインパ

クトは現時点では想定されない。以上より、本プロジェクトのインパクトは高いと見込まれる。 
 
（1）上位目標 
上位目標「本事業の対象地域以外の地域において安心安全な園芸作物バリューチェーンが

展開される」を達成するために、DOAが活動 1-8「技術マニュアルを基に普及を実施する」を、
プロジェクト終了後も継続的に実施する必要がある。上位目標の達成に向けて DOAが果たす
べき役割は大きく、プロジェクト終了後も普及活動を継続実施するために必要な財源を確保

する必要がある。DOA による普及活動に加え、MFVP などバリューチェーン関係者がプロジ
ェクトのバリューチェーン構築モデルを活用し、事業の幅を広げていくことで、上位目標の達

成の可能性はより高くなる。なお、ミャンマー政府の園芸作物と貿易に関する政策に大きな変

更があった場合は、プロジェクト対象地域以外での普及が実現しにくいことから外部条件と

して設定した。 
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（2）想定される波及効果 
本プロジェクトでは園芸作物を対象にしているが、農家の農業所得が向上するバリューチ

ェーンモデルが構築されれば、園芸作物以外でも同様のバリューチェーンを構築しようとい

うプラスのインパクトが生じる可能性がある。さらに、本プロジェクトで PPD による農薬管
理状況が改善することで、園芸作物以外の農産物にも農薬の適正利用が進み、安心安全なバリ

ューチェーンが拡大するといった波及効果も想定される。 
 
４－１－５ 持続性 
政策・制度面、体制面の持続性には特に問題はないものの、財務面と技術面の持続性に課題があ

り、プロジェクト期間を通した持続性の向上に対する働きかけが求められる。 
 
（1）政策・制度面 
「４－１－１ 妥当性」で述べたとおり、現政権は「農業セクター20 年長期開発計画」
（2011/12～2030/31年）、「農業セクター第 2次短期計画」（2016/17～2020/21年）において農業
分野のバリューチェーン開発に重点を置いている。農業セクター開発計画を踏まえて、ミャン

マー政府は日本の協力により「FVC構築のための工程表」（2016/17～2020/21年）も策定して
いる。農村部の所得向上のために農業分野のバリューチェーン開発は不可欠であるとの認識

であり、この政策は今後も継続するものと判断される。 
政策が導入されても、その実現に向けた具体的な施策がなければ実行に移されない。MOALI
は上述の工程表策定メンバーをベースとして、DOP 局長を議長とし、同省の関係部局から成
る改定フードバリューチェーンタスクフォースチームを形成している。DOP や関連部局がイ
ニシアティブを発揮し、施策を具体的に実行に移すことも、持続性の観点から期待される。 

 
（2）体制面 
「３－２ 実施運営体制」で示したように、園芸作物バリューチェーンの主要な行政機関で

あるMOALIの DOP、DOAと、民間セクターのMFVPがプロジェクト実施機関及び協力機関
として位置づけられている。詳細計画策定調査団は、これらすべての組織と会合をもったが、

いずれの組織も園芸作物バリューチェーン、とりわけ農薬管理に高い動機をもち、本プロジェ

クトに協力する意欲が確認できた。また、園芸作物フードバリューチェーンの開発に関する活

動を民間セクターの立場から複数手がけている MFVP が実施機関となった意義は大きく、体
制面の持続性の担保に寄与する。 

 
（3）財務面 
プロジェクト終了後に DOAが、安心安全な園芸作物バリューチェーンを普及するために必
要な財源を確保することが課題である。特にタウンシップ事務所の普及活動の予算が乏しく、

十分な普及活動を行うことが難しい。プロジェクト対象地の Hmawbiタウンシップでは、195
村への普及活動予算が半年分で約 140万チャットである。Kalawタウンシップでも、256村に
対して普及活動予算が年間約 150 万チャットと乏しい。プロジェクト実施期間を通して普及
活動予算など、園芸作物バリューチェーン構築に必要な予算の財源を確保するよう働きかけ

る必要がある。近年、現場の普及活動予算は地方政府の予算で賄われることが多い。ヤンゴン
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地域及びシャン州DOA普及事務所を通じた地方政府への働きかけが財源確保のために有効と
思われる。 

 
（4）技術面 
栽培技術の普及は、時間を要すると思われるが、本プロジェクトでは園芸作物が盛んな対象

地域が選択され、そこには比較的進んだ栽培技術・経験をもった園芸作物農家がいる。まずは

そうした先進農家に対して実演と実践を繰り返すことで、技術の習得と定着が図られ、彼ら/
彼女らが核となり周辺農家を巻き込みながらスケールアップすることが期待される。普及員

に関しては、対象タウンシップレベルだけでなく、全国、地域/州、県レベルの DOAの技術リ
ソース人材を巻き込み協働することで、DOA 組織に技術・経験が蓄積され将来の波及が可能
となる。 
農薬管理に関して、PALの現在のスタッフの技術レベルは極めて低い。実験室も劣化が激し
く、大規模な改修が必要な状態であったが、2018 年に大統領特別予算で実験棟を新設したと
ころである。一方で、新設した建物の設計が実験室としての使用には不適なものであるため、

機能的に利用するためには追加設備の設置や改修が必要な状態である。新しい実験棟に設置

する分析機器は、世銀と ADBのローンでの購入が決まっているが、実験室を動かすための機
材（実験に必要な通常の器具等）は購入する必要がある。 

APALは、試薬等の入手が困難で、研修の機会がほとんどない状況にあり、残留農薬分析の
実施能力は極めて限定的である。残留分析を行うために必要な機材や試薬、有機リン系とカー

バメイト系の農薬を分析するためのガスクロマトグラフィー（Gas Chromatographer：GC）の導
入が必要である。 

 
４－２ 結 論 

本プロジェクトは、ミャンマーの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、

また計画の適切性が認められることから実施の意義は高い。 
 
４－３ 環境社会配慮・貧困削減・社会開発への配慮 

（1）環境に対する影響・用地取得・住民移転 
① カテゴリ分類（A、B、Cを記載）：C 
② カテゴリ分類の根拠：本プロジェクトは、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010
年 4月公布）上、環境や社会への望ましくない影響は最小限または皆無と考えられる。 

 
（2）ジェンダー分類 
【ジェンダー案件】GI(S) ジェンダー活動統合案件 
活動内容・分類理由：ミャンマーの農村部では農業に従事する女性も多く、また、販売や営農の

ための記帳を女性が行っている場合もあり、本事業においては対象者のジェンダーバランスに

配慮することから、ジェンダー活動統合案件とする。 
 
（3）その他  
本事業は、地域の気候に適した品種選択、施設園芸（雨除けハウス）、小規模灌漑、排水整備
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等は、気候変動の影響（不規則な降雨等）への適応策に資する活動を含んでいる。また気候変動

対策（適応策）に資する可能性は低いが、生産された作物の梱包資材についてプラスチックの利

用を削減するなどの配慮を行う。ただし、竹かごからプラスチックコンテナ、バナナの葉からプ

ラスチックフィルム等への転換や、雨除けのビニル利用等、必要不可欠な利用に関しては考慮す

る。さらに、本調査の生産者、市場関係者への聞き取りでは、増収だけの一辺倒ではなく、安定

的な生産と市場への供給に対するニーズが非常に高かったことから、環境に負荷のかからない

栽培体系、作付けパターンを考案、実施できるよう留意する。 
 
４－４ 過去の類似案件からの教訓の活用 

（1）類似案件の評価結果 
ミャンマーの中央乾燥地における節水農業技術開発プロジェクトでは、日本人専門家が提案

した関係者の定期会議や、DOAと DARの双方が参加する圃場展示会などを通じて、農業普及部
門と研究部門の活動の連携を図った。このことが、同プロジェクトで「研究開発⇒普及⇒農家に

おける実践⇒活動のフィードバック」というサイクルが構築された一助になっている。 
同プロジェクトでは、気候変動の影響を受けやすく厳しい農業生態環境という対象地域の状

況を踏まえ、収量の多さだけでなく安定性を考慮して推奨品種を選定したことにより、プロジェ

クト目標である作物の収量の達成に大きく貢献したと評価されている。 
 
（2）本事業への教訓 
本プロジェクトにおいても、定期的な会議や圃場展示会の開催時に DAR、YAUを招へいする

等連携を意識することで研究と普及体制の強化を図る。また関係機関及び普及員並びに農家、さ

らには民間企業の協力体制の強化を図るとともに、会議や研修といった場に加えて現場である

圃場で関係者が活動する時間を取り入れる等、成果の最大化のために臨機応変に工夫して対応

する。 
市場におけるニーズや収益性を考慮した対象作物の選定に加え、対象地域の気候や環境を踏

まえた生産の安定性も重視した営農技術の改善を行うことで、作物の生産性や付加価値の向上

をめざす。 
 
４－５ 今後の評価計画 

（1）今後の評価計画 
事業開始 1～3カ月 ベースライン調査 
事業終了 6カ月前 終了時評価 
事業終了 3年度 事後評価 

 
（2）実施中モニタリング計画 
事業開始 2年 中間時合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）における相手

国実施機関との合同レビュー 
事業終了 6カ月前 終了前 JCCにおける相手国実施機関との合同レビュー 
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４－６ 広報計画 

（1）プロジェクトの広報上の特徴 
1）相手国にとっての特徴 
農産物の多様化をめざすミャンマーで、園芸作物の情報に関心の高い農家は一定程度いる

と考えられる。またミャンマー国民にとって、農産物の安全性や品質の信頼できる情報は日常

的に重要性が高く、現地メディアの活用や教育機関との連携など、啓発活動もプロジェクトに

取り入れることからさまざまな広報展開が検討できる。 
 

2）日本にとっての特徴 
これまでの日本の対ミャンマー農業分野協力は作物の生産技術中心であったが、本事業は

園芸作物のバリューチェーンに焦点を当てている点で画期的であり、先方政府も期待が高い。

また、本邦企業も含む民間企業との連携、金融包摂、代替開発、SHEPアプローチなどの新機
軸要素の取り込みも広報の特徴と考えられる。 

 
（2）広報計画 
日本国内向けのみならず、ミャンマー国内向けに波及が見込める広報を検討する（例えば

YouTubeや Facebookの活用）。業務調整員の業務に広報を明示的に加え、プロジェクトの投入と
して本事業に関する広報を行う。 
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第５章 各分野担当所感 

 
５－１ 総括/団長所感 

現在、JICAの農業・農村開発事業のなかで、市場のニーズに軸足を置きMarket Inの考え方を重視
するフードバリューチェーン開発が主流化されてきている。特に園芸作物においては、ASEANを中
心とした安全で高付加価値の園芸作物バリューチェーン（VC）開発及びアフリカから始まり全世界
に広がりつつある SHEPが二つの事業の柱を成しているといえるが、本プロジェクトは高付加価値化
によるハイエンドマーケット向け園芸 VC開発に注力しつつ、SHEPアプローチも一部取り組むデザ
インとしている。本項では、営農、農薬管理、代替開発、金融包摂の各テーマについては各担当分野

団員からの報告に委ねることとし、案件全体のフレーム及び実施上の留意事項に関する部分を中心

に記述することとする。 
 
５－１－１ 協力のフレーム 
（1）三つの成果と共通事項 
本プロジェクトの要請時点では四つの成果が設定されており、それぞれの成果のなかでの

シーケンスや成果間のリンケージにあいまいな事項が存在した。これを受けて、本プロジェク

トでは調査団及びミャンマー側カウンターパート間で集中的に協議を行い、結果として成果

1：生産・ポストハーベスト、成果 2：流通・消費、成果 3：農薬管理という形にシンプルに整
理することができた。これにより、担当する専門家及びカウンターパート機関・部局が明確に

なり、関係者にとって非常に分かりやすい立て付けになったものと認識している。 
また、活動 0として、①ベースライン・エンドラインサーベイ、②ステークホルダー会議、
③金融包摂に係る活動を位置づけた。特に②、③については極めて重要な活動ながらも、現段

階では成果指標を立てることが困難であり、活動の深度も決定していないことから、今回の共

通事項としての整理はリーズナブルかつ妥当なものであったと認識している。 
 
（2）官民連携 
本事業を進めるうえで官民連携については非常に重要である。特にハイエンドの国内市場

を志向するうえで、既に園芸 VC の開発に係る活動を複数手掛けている MFVP の参画の意義
は大きく、JCCメンバーとなるのみならず、プロジェクトのなかでファシリテーターとして連
携・登用していくことは検討に値する。また、既に本邦企業が農業投入財（特に種子、肥料）、

冷凍野菜、集荷・流通、市場運営管理、貿易などの分野で参入していることから、これら本邦

企業との密な連携により、ミャンマー国内に軸足を置きつつも、競争力のある産品については

ASEAN 域内や日本も含む域外市場も並行的に追求していくべきと考える。係る状況で、総
括/FVC の専門家に加え、官民連携については重層的に取り組めるよう、業務調整員の役割を
業務調整/官民連携とする工夫を行っている。 

 
（3）プロジェクトの特長、新味 
現在インドネシア、ベトナム等において類似のコンセプトのプロジェクトが実施中である

なか、本プロジェクトの特長としては、以下が挙げられる。 
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➢ 農業所得向上を目標をとする案件に対し、ミャンマーで初めて金融包摂の概念を取り入
れ、金融アクセス及び金融リテラシーの改善に対し本気の取り組みを行うこと。 

➢ 安心・安全については生産のための投入財の見極め～啓発普及活動までを取り組んだ、VC
の最上流から下流までを網羅した VCパッケージになっていること。 

➢ 成長著しく、中間層が拡大し、付加価値の高い安全園芸作物へのニーズが飛躍的に高まっ
ているミャンマーにおける、時宜を得た協力となっていること。また、安心・安全の文脈

において、ラボにおける活動のみならず、活動 3-4として現場での違法農薬取り締まりに
関する活動が入った点は重要である。 

➢ 過去の協力アセットを生かして展開することが可能な事業になっていること。特にシャン
州北部で 20年間にわたり実施してきた麻薬代替開発の活動についてはプロジェクト前半
では直接的なアプローチを予定していない一方で、本プロジェクトで VCモデルが確立し
た際には大いに活用ができ、麻薬撲滅にも一定以上の貢献ができるアセットになるものと

理解。 
➢ 農家同伴の市場調査の実施などを明示したことにより、ASEAN で初となる SHEP アプ
ローチを含む案件として位置づけることが可能となった。これにより、SHEPアプローチ
について DOAが学び、今後特にボトムアップ的なアプローチを行う際の一つの手法とし
て導入されることが期待される。 

➢ 本プロジェクトはスマートフードチェーンのうち特にスマート農業、スマート物流及び
FinTechに関して要素技術の導入可能性がある。特にスマート物流に関しては、鮮度を通
常の 1.5倍程度の期間保つことが可能なスマート冷蔵コンテナを産地や市場に導入し、出
荷調整を行う等のトライアルを行う可能性も検討可能。 

➢ 技能実習生との連携の可能性について検討が可能なこと。特に本件事業では能力の高い現
地コーディネーターの配置が不可欠であることから、日本で技術を身に着けた帰国技能実

習生がいる場合は、当該人員の現地コーディネーターとしての登用の可能性はあり、実現

した場合は技能実習生の人材還流モデルの一つになり得る。 
 
５－１－２ 留意事項 
（1）実施期間・予算の制約 
本プロジェクトは 5 年間のプロジェクトかつ候補地域を 4 州/地域として要請された案件で
あるが、その後の検討において期間、予算ともに圧縮することとなった。このことから、プロ

ジェクトの対象地域をポテンシャルの高い 2 村落のみとし、プロジェクトのスコープを絞り
込んでいる。MOALIが対象地域の拡大を要請しているなか、可能な範囲で応えていく必要は
あるものの、実施期間・予算に制約がある点については双方で共通理解を得たうえで、成功モ

デルの構築に注力していく必要がある。 
 
（2）農民組織化 
ミャンマーにおいて農民の組織化が難しい点についてはさまざまな識者が言及されている。

他方で、農家がバーゲニングパワーをもっていくうえで、その程度はともかくとして、農民組

織化は不可欠な要素の一つといえる。JICA 協力においては、水管理組織を母体とした営農グ
ループの形成に取り組んでいるが、園芸 VCにおいては初の取り組みとなる。作物ごとのクラ
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スターと呼ばれるグループがシャン州でできつつあるという一方でヤンゴン地域においては

企業が参入しているもの以外では、いまだ農民組織化への取り組みがなされていない。かかる

状況で、シャン州の農民組織をモデル化しつつ、ヤンゴン地域の農民組織はシャン州へスタデ

ィツアーとして訪問するなど、先行事例に学び、現地に適した組織化を進めるアプローチを検

討したい。 
 
（3）ドナー間連携 
「２－４ 園芸作物バリューチェーンに関する他ドナーの動向」で既述のとおり、本分野で

は非常に多くのドナーが参画しており、また KOICAについては今後新たな協力の計画を有し
ているという。かかる状況で、本調査のM/M署名前の全体会合において調査団よりデマケー
ションの重要性について言及したところ、DOA局長より、JICAにはデマケーションのみなら
ず、各協力の効果を高めるべく、Good Coordinationにも期待したい、というコメントがなされ
た。援助協調枠組みが未成熟のミャンマーにおいて、JICA がすべてをコーディネーションす
ることは困難であるが、長期専門家 4名というのは他国に比べて充実した体制であり、それぞ
れの専門家が、ドナーとの良好な関係を構築していくことで、自然と Good Coordination がな
されていくことを期待したい。 

 
５－２ 副総括/営農所感 

本プロジェクトの PDMでは、その成果として 
・ 成果 1「市場ニーズに適した高品質な園芸作物の生産能力が強化される」 
・ 成果 2「園芸作物の流通・販売方法が改善される」 
・ 成果 3「農薬管理システムが改善される」 

の以上三つで構成されている。 
これらの成果のなかで農業者10が農業をより良く経営する（営農）ためには、直接的には成果 1及

び成果 2が達成されることが重要となる。プロジェクトで営農支援を行うにあたり、また、営農支援
のための普及活動を行う際の留意点を以下に記載したい。 
 
５－２－１ 対象（地域、ヒト、モノ） 

PDM欄外に記載のとおり、プロジェクト対象地域は、ヤンゴン管区 Hmawbi タウンシップ、シ
ャン州 Kalaw タウンシップの二つに絞っている。二つの地域とも調査時現在も各種野菜が栽培さ
れており、今後も継続的に栽培される可能性が高い。また、各タウンシップ、地方都市あるいはヤ

ンゴンの市場も対象となり得、その量・頻度の詳細は明らかではないものの流通も存在することか

ら、まずはこの 2対象地域に投入、活動、考察などを集中させることが賢明である。ちなみに、ヤ
ンゴン管区 Hmawbiタウンシップとシャン州 Kalawタウンシップの気温・湿度・日照等の気象、水
源、地下水位の高さ、土壌肥沃度（土壌環境）、圃場における排水・集水等の農業生態的な特徴は

異なることから、PDMの活動 0で設定したベースライン調査等で明らかにし、さらに園芸作物の
分配（供給）能力とマーケティング（販売・流通）改善を目的にした、成果 2の活動で設定した農

 
10 本詳細計画調査においては、自身が田畑を所有しその圃場を耕す農家、地主の借用地にて農業を実践する農家、か
たやアグリビジネスとして農業をとらえている農家等、幾つかの農業者の型が存在した。ここでは農業者を広義の

意味で用いたい。 
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家との市場調査等で明らかにしつつ、両地域の特性に適合するような活動計画（PO）を決定して
いく必要がある。 
同じく PDM 欄外には直接裨益者として、成果 1 では農業者グループ及び DOA 職員を、成果 2
では農業者グループ、MOALI職員及び民間セクター（アグリビジネス関連）が対象となっている。
両成果ともに共通することとして農業者グループの形成が必要とされている。と同時に、農業者個

人経営（営農）とグループ経営も考慮していく必要があり難易度が高い。当国にあっては灌漑ス

キームにおけるWater User’s group（WUG）、その集合体のWater User’s Association（WUA）はグルー
プ形成を行いつつ、水管理だけではなく step by stepではあるが農業活動が進展してきているもの
の11、農業者グループによる営農活動はほとんど耳にしないのが現状である。 
今回の調査で訪問した Kalawタウンシップ、Heho園芸試験場、タウンジー（Taunggyi）DOA事
務所等においては、作物ごとに農業者メンバーで構成される「クラスター」と呼ばれる単位が形成

途上であることから、本案件も作物ごとにクラスターを形成し、営農及び普及を推進していくこと

も検討に値する。また、DOAの推進する村を単位とした Integrated High Technology Demonstration 
Village（IHTDV）12への参画も検討されたい。クラスター、HTDV とも DOA のオーナーシップを
引き出すためには、有効かつ好機の普及手法であると思われる。また、それらの手法が本案件にて

さらに改善されれば、他の地域の普及模範としても働く可能性も考えられる。 
本報告書付属資料４の面談記録、（10）シャン州 DOA、（11）Kalawタウンシップ DOAには具体
的な園芸作物、作付け体系、栽培面積、生産量、生産高を示した13。また、本調査ではポテンシャ

ル園芸作物として六つの作物も選定し、M/M 協議にて MOALI に提案したところである。これら
作物の選定はプロジェクトの骨格を成す「市場ニーズに即した」判断を基に関係者間で決定される

ことはもちろん、他方、栽培技術の難易度、病虫害抵抗性、その予防と対策、対象作物の地域適応

性なども十分に考慮し決定されたい。 
また、今回の調査では、高収量よりも安全で、安定的な生産と供給が重要であるとの、特に消費

者が購入する場に近い関係者の発言もあったことから、安全な農薬管理の下、安定的な生産を維持

するためにも、輪作（ローテーション）、多投ではない適正な肥培管理、可能であれば土地の使用

圧を制御する休閑なども奨励されたい。さらに今回の調査では、生産ポテンシャルはあるものの、

その都度、市場売買価格の変動が起こり、それに対応することが非常に困難であるとの言及も多く

あった。この市場メカニズムについては残念ながら今回の調査では明らかにならなかったが、本プ

ロジェクト、JICAとしても注視してくことが必要である。 
 
５－２－２ 市場関係者のつながりと流通のメカニズム 
既述したように市場メカニズムは本調査結果では提示不足ではあるものの、その仕組みは複雑

で、そう簡単には解明されないかもしれない。本調査で訪問したアウンバンの野菜卸売業者への聞

き取りでは、野菜バリューチェーンを構成するメンバーとして、生産者（野菜園芸農家）、集荷業

 
11 円借款バゴー西部灌漑開発事業で取り組まれている。 
12 DOAの推進する普及手法の一つ。各タウンシップに一つのモデル村を選定し、そこに重点プログラム、例えば、土壌管理（有機
物施用）、イネ保証種子（CS）生産・供給、GAP、総合的病害虫・雑草管理（Integrated Pest Management：IPM）等のトピック、各
種研修・技術普及を総合的に実践する（本調査、代替開発分野団員の私信より）。本調査時にはシャン州 Kalaw タウンシップの
HTDVを視察予定であったが、時間的制約により訪問を断念した。 

13 先方 DOA事務所及びタウンシップ事務所作成のビルマ語資料を通訳により仮訳したもの。本所感執筆者はこれまで幾度か当国を
訪問し、聞き取り、資料調査、観察を実施してきたが、このようにデータが整理されており（図表化）、また、聞き取り時にすぐ

に提示されたことから組織としての運営管理の適切さも垣間見られた。 
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者（タウンジー等の集荷業者）、卸売業者（アウンバンでの卸売り）が関与し、そして流通にのり、

仲卸業者（都市部の市場）、市場の小売業者（市場から購入）へとつながるということであった。

また、この野菜卸売業者は同業者との横のつながりはないということであり、これは独立性が高い

ことを意味する。さらに、タウンジーの集荷業者は、近郊の農業者から野菜を直接受け取り、また

は集荷に行き、そしてバスなどを利用して都市部に流通させていた。生鮮であるのでその回転率も

速いこともうかがえた。生産を担う農業者、流通・販売を担う卸業者・小売業者とは信用・信頼の

関係で成り立っているとのことであったが、そのメカニズムを明らかにするためには、関係者の元

に出向く、すなわち「足で稼ぐ」ことが重要であるかもしれない。これは普及員の想いとも一致す

ることと思われる。 
 
５－３ 農薬行政所感 

農薬管理行政に係る活動は、本プロジェクトのコンポーネントの一つとして、当初より検討が進め

られていたが、今次詳細計画策定調査団内において、具体的な支援の対象（活動の絞り込み）や日本

側の投入について慎重な検討が行われた。調査前半でのミャンマー側との協議において、PPD傘下の
農薬分析ラボの能力向上に対する支援及びその活動を支える長期専門家の派遣を強く要望された。

農薬製剤分析と残留農薬分析は、農薬管理行政を技術面から支える必須要素であり、その能力向上は、

本プロジェクト活動のなかでも重要な位置を占める「適正な栽培管理」を進めるために必要な、適正

な農薬を市場に供給し、不正・粗悪な農薬を市場から排除すること、農薬のラベルに記載される使用

方法等の改善を図るために不可欠な要素であることから、ミャンマー側とさらなる協議を行い、PAL
スタッフの製剤分析能力及び APAL スタッフの残留分析能力を向上させるための活動を本コンポー
ネントの主な活動として取り組むこと、日本側から本コンポーネントに長期専門家を投入すること

が合意された。また、本プロジェクトの対象地域における農薬使用及び流通農薬のモニタリング能力

の向上にも取り組むこととなったが、この活動は、ラボの枠を超え、生産現場に近いカウンターパー

トの能力向上に結びつき、今後のミャンマー国における農薬管理システムを改善するうえで重要な

示唆を得る活動となることが見込まれる。さらに、APALスタッフの作物残留試験結果の評価能力強
化についての活動も計画されているが、現在、ミャンマー国には作物残留試験結果の評価経験をもつ

人材はおらず、当該活動には、将来のミャンマー国における農薬管理行政をリードしていく人材の育

成に結びつくものとして期待がかかる。本コンポーネントへのミャンマー側の期待は大きく、ミャン

マー側、日本側ともに効率的かつ効果的なリソースの投入が望まれる。また、現在のところ、ミャン

マー国には農薬の分析（製剤及び残留）が可能な機器・設備をもつラボが限られているので、本プロ

ジェクトの成果が、将来的にそれらのラボのキャパシティ向上に資することも期待したい。 
一国の農薬管理の改善・底上げは、例えば日本の場合、農林水産省、FAMIC 農薬検査部、厚生労

働省、環境省、食品安全委員会、国立の農業系・環境系・衛生系研究所、地方農政局、都道府県の農

林部局・試験機関・病害虫防除所・普及機関・衛生部局・保健所、民間の研究所・試験施設、大学等

の教育・研究機関等々が、おのおのの能力を向上させ、連携し、効率的に取り組むことによって初め

て可能となる。さらに、農薬の開発、製造、輸入、販売、使用等に係る関係者の順法意識や消費者意

識、社会インフラ等の向上・改善が必要なことは言を待たない。本プロジェクトでは、コンポーネン

トの一つとして「農薬管理システムの改善」をめざすことになるが、農薬管理には、前述したように

非常に幅広い部門が関係していることに加え、おのおのの部門で高い専門性が求められるため、その

改善には多大なリソースと膨大な時間を要する。本プロジェクトは、4年間と期間が定められている
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ため、その短い期間で達成可能な現実的な目標を関係者で共有し、着実に成果を得ることが望まれる

とともに、プロジェクト終了後を見据えた議論を早い段階から始めることも必要と考える。 
また、参考に記したように農薬に係る分野に複数のドナーによる支援が行われている。現時点では、

本プロジェクトでの活動と直接的にオーバーラップするところは認められないが、プロジェクトの

遂行にあたっては、他ドナーと必要なコミュニケーションをとり、協調・協働を通じて、より効率的

に成果を得る努力が行われることが望まれる。 
 
【参考】 
（1）農薬に係る分野への諸外国等の支援状況概要 

1）オランダ政府による協力 
ミャンマー国政府とオランダ政府は、2015年 5月 19日に「農畜水産業と食品の品質分野に
おける協力」に関する覚書（MOU）を結び、2016年から「農薬登録と農薬のリスク削減」を
テーマとした 2年間の Short termプロジェクトを実施した。プロジェクト活動として、オラン
ダのWageningen University and Research（WUR）のスタッフがミャンマーを訪れ、1週間弱の
ワークショップを年に 2回の頻度で実施している。2019年から 2024年の予定で、同プロジェ
クトのフェーズ 2が開始されており、2019年 7月 22 日～26 日に第 1回目のワークショップ
が開催されている。 

 
2）GIZによる協力 

Trade Development Programme（SPS Support Measures in Agriculture, Fisheries and Food）が 2015
年から 2017年の 3年間行われている。当該プロジェクトでは、“Food safety and SPS”がコン
ポーネントの一つとして取り組まれ、PPD の APAL（旧 FSTLAP）が支援対象の一つとなり、
GC-ECD（ガスクロマトグラフィー電子捕獲型検出器）を用いた作物中の残留農薬の多成分同
時分析法に係る in-house トレーニング（合計で 10 日間）が実施された。また、2017 年から
2020 年の計画で Sustainable Agricultural Development and Food Quality Initiative（SAFI：
https://www.giz.de/en/worldwide/74138.html）を開始している。DOAへの支援の一環として Test 
Laboratoryへの支援を計画しているが、具体的な支援はまだ始まっていない状況である。 

 
3）KOICAによる協力 

KOICAによる SPSに係るプロジェクト形成の検討が進行中との情報を得たが、具体的な内
容についてはまだ固まっていない状況と思われた。 

 
（2）農薬分析ラボの沿革及び現状 

1）PAL 
1984年に国連開発計画（UNDP）/FAOの援助により設立され，1988年のクーデターまでの

4年間、ドイツ技術協力公社（GTZ）のプロジェクトにより派遣専門家からの指導やヨーロッ
パでのトレーニングが行われているが、専門家から指導やヨーロッパでの研修を受けた職員

は既に全員退職しており、技術の継承も限定的だったため、現在のスタッフの技術レベルは極

めて低い。ラボも劣化が激しく、大規模な改修が必要な状態であったが、2018 年に大統領特
別予算で新しいラボを建設したところ。しかしながら、新設した建物の設計が、ラボとしての
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使用には不適なものであるため、機能的に利用するためには追加設備の設置や改修が必要な

状態であり、竣工から 1年近くが経過した現時点でいまだ移転には至っていない。新しいラボ
に設置する分析機器は、世銀と ADBのローンでの購入が決まっているが、ラボを動かすため
の機材（実験に必要な器具等）は購入する必要がある。ラボ長は、Ms. Khin Lay zan、スタッフ
数は 22名。 

 
2）APAL 

FAOの支援（2009年）を受け石油輸出国機構（OPEC）のローンにより食用油の品質管理を
目的として設立（National Edible Oil Quality Control Laboratory：NEOQCL）されたが、2016年
から PPD 傘下となり残留農薬分析を担当することとなった。試薬等の入手が困難、トレーニ
ングの機会がほとんどない等の状況にあり，残留農薬分析実施能力は極めて限定的である。残

留分析を行うために必要な機材や試薬、有機リン系とカーバメイト系の農薬を分析するため

の GCの導入が必要である。ラボ長は、Dr. Khin Moe Kyaw（Ms.）、スタッフ数は 10名。 
 

3）ラボの新設予定について 
調査期間中にミャンマー側から聞き取った情報では、DOA がネピドーとマンダレーに残留
分析を担当するラボを新設する計画をもっているとのことであった。新設時期、規模等は不明

である。 
 
（3）特に留意を要する点 
収穫された作物中の残留農薬量を適切に管理するために、例えば日本の場合、適正農薬の登録

→不正・粗悪な農薬の市場からの排除→適正使用基準の設定→適正使用の普及・モニタリング→

残留農薬検査と順を追って、残留農薬管理を発展させてきた。残留農薬管理においては、適正な

農薬を適切に使用することが、最も重要である。開発途上国に対して残留農薬分析に係る協力を

行う際には、その前の段階（薬効試験など）を省略（あるいは軽視）していることを認識し、可

能なかぎり、残留農薬分析と同時に適切な農薬使用の確保に係る活動を行う必要があることに

留意することが求められる。 
 
５－４ 代替開発/営農所感 

本調査におけるM/M協議においては「実施中及び過去の協力アセットを生かした協力を行う」こ
とが関係者間で確認された。本項では、JICA が有する協力アセットのうち、本案件の対象地域の一
つと重なるシャン州において 20 年間にわたり実施した麻薬撲滅支援事業（代替開発14）に着目し、

本案件への活用の可能性について論じる。 

 
14 代替開発の定義は「包括的で恒久的な不正薬物問題の解決という枠組みにおいて、対象となるコミュニティ及び集団に特有の社
会文化的特徴を認識しながら、薬物対策を実行している国における持続的な国民経済の成長及び持続可能な開発努力のコンテク

ストにおいて、特に策定された農村開発への取り組みを通じ、麻薬及び向精神薬の成分を含む植物の不正栽培を防止・撲滅する

プロセス」（1998年国連総会）。 
具体的には、ケシ撲滅地域において、現地の特殊事情に考慮しながら、代替作物の導入、インフラを含む総合的な農村開発活動

を行い農家が不正作物に依存しなくてよい社会を構築することである。 
ミャンマーでは省庁横断的な薬物対策の枠組みである「薬物乱用統制中央委員会（CCDAC）」の下に、代替開発委員会、さらに
代替作物委員会が設置されている。代替作物委員会の議長は MOALI 副大臣である（ちなみに代替開発委員会の議長は国境副大
臣）。 
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なお本案件の活動ボリュームと投入には制限があり、かつ、もう一つの対象地域はケシ撲滅とは無

縁のヤンゴン管区である。本案件の PDMレベルで代替開発とのリンクを組み込めば、プロジェクト
の資源配分が難しくなることに加え、プロジェクト目標へつながるシナリオを複雑化させる懸念が

ある。 
ここでは実施上の留意点として、過去の協力アセットの活用を述べる。 

 
５－４－１ 本案件における過去の協力アセットの活用 
（1）ミャンマーのケシ撲滅と JICAの協力 
ミャンマーシャン州はかつて麻薬原料となるアヘンを産するケシ栽培が盛んで、麻薬生産

地として知られるゴールデントライアングルの一角を占めていた。 
国連麻薬犯罪事務所（UNODC）の報告では、1996年の麻薬生産ピーク時には 16万 3,000ha
の栽培面積があったが、ミャンマー政府は 1999年に「麻薬撲滅 15カ年計画」を策定し、国際
社会の協力も得ながらケシ栽培撲滅を強力に推進した。その結果 2006年には北シャン州での
コーカン、ワ地区が厳しい統制の下にケシ栽培を完全撲滅したこともあって 2万 1,500haにま
で減少した。 
いったんは顕著な成果を上げたケシ撲滅であったが、その後 2013年まで暫増傾向を示した。
増加要因としてはケシ撲滅後の農家が生計を立て直すことができず、再び換金性の高いケシ

栽培に回帰したこと、また北シャン州での供給減によって、ケシ統制と撲滅が遅れていた南・

東シャン州へケシ栽培が転移した可能性がある。しかし近年はシャン州全域で減少傾向がみ

られている。 
 

 

出典：UNODC (2019) Myanmar Opium Survey 2018 
図５-１ ミャンマーにおけるケシ栽培面積の推移（1996‐2018） 

 
JICA は 1999 年から北シャン州での麻薬撲滅支援を掲げ、2019 年までケシ農家に対する代
替開発支援を継続してきた。その間、代替作物事業（ソバ栽培）15、無償資金協力事業（道路・

 
15 個別長期専門家派遣「シャン州北東部農村開発」（1999-2004年） 
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電化）16、総合農村開発事業（コーカンプロジェクト17、O-SHANプロジェクト18）を通じて、

北シャン州のケシ撲滅に貢献した。 
 
（2）活用可能な代替開発の経験・知見 

JICA の代替開発支援は、必ずしもすべてが成功したとはいえない点もあるが、事業実施の
成功・失敗経験を通じて JICA及びカウンターパート機関はさまざまな知見・教訓を得た。 
特に代替作物事業のコンセプトやアプローチは、バリューチェーン案件とも類似点が多く、

その経験・知見は活用可能と思われる。 
本案件に対して活用可能な代替開発の経験・知見を以下に記す。 

表５－１ 本案件に対して活用可能な代替開発の経験・知見 

 活用可能な経験・知見の例 

ソバ栽培事業 − 官民連携：日本企業、商社、ミャンマー国内企業との連携 

− 付加価値化：調整（選別機導入、パッキング）、加工（製粉、ソバ焼酎、乾麺、

クッキー等）、麻薬撲滅のイメージ戦略 

− 農民組織化（少数民族組織を活用）、契約栽培化 

− 投入：日本市場向けの日本産品種の導入、種苗維持管理 

− 流通改善の検討：品質保持のためコンテナ内部に段ボール、中国横断ルートの

試行 

（教訓） 

遠隔かつ分散した生産地の選定、生産品質管理、農家の意識変革、モニタリング・

集荷、価格決定の不透明性、流通時の品質管理、等 

コーカンプロジ

ェクト 

− 茶生産の付加価値化：無農薬茶生産技術、調整（選別） 

− 農家間普及 

− 土壌保全型傾斜地農業技術（SALT） 

O-SHAN プロジ

ェクト 

− 園芸作物の生産マニュアル各種（コンニャク、茶、カリン、クルミ、野菜、等） 

− 調査手法（農家経営調査、市場調査等） 

− 農村におけるファシリテーション手法 

− 農家の組織化、グループ基金づくり及び運用 

− 農産物加工販売事例（ジャム等） 

− 農家スタディツアー（都市部の市場視察、ニーズ把握） 

 
こうした知見は JICA報告書や教材としても残っているが、当時のカウンターパートには生
きた知見・教訓として蓄積されている。 

O-SHANプロジェクト後半においては、国境省、MOALI職員を対象に、JICAが北シャンで
実施した代替開発の経験と知見をケーススタディとして取りまとめ、集中的な研修を通じて

12名の代替開発を推進する人材（代替開発トレーナー：ADT）に習得させた。翌年は ADTを

 
16 「ミャンマー連邦 シャン州北部コーカン地区生活環境改善計画（道路建設機材整備計画、電化計画）」（2001-2003） 
17 「コーカン特別区麻薬撲滅・貧困削減プロジェクト」（2005-2011） 
18 「シャン州北部地域における麻薬撲滅に向けた農村開発プロジェクト」（2014-2019） 
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講師として代替開発研修を展開し、28 名の代替開発研修受講者（ADP）に対して共有を図っ
た。 
彼ら、代替開発人材こそが「過去の協力アセット」といえる。本案件を進めるうえでは、彼

らとも積極的に交流し、彼らの知見の活用を図ることが望まれる。 
 
（3）代替開発人材の活用 

O-SHANプロジェクトで研修受講した代替開発人材 40名を表５－２に示す。 

表５－２ O-SHANプロジェクトの ADT・ADPリスト 

 

出典：O-SHANプロジェクト資料を加筆 
 

O-SHAN プロジェクト終了後、ADT は DOA あるいは PBANRD19が実施する「代替開発研

修」のトレーナーとして活躍している。DOAでは、2019年 2月から 4回シリーズで、北シャ
ン州事務所において代替開発及び代替作物の内部研修を実施している。PBANRDでは、7月 1
日からネピドー本省にて研修を実施中である（代替開発研修内容のうち農村開発ツールが中

心）。 
現在研修講師として活動する ADT であるが、知見・経験の蓄積レベルには個人差がある。
特に、次の 3名は JICA及び DOA の代替開発事業に長期間従事し、豊富な経験を蓄積した高
い能力を有する人材であり、活用時には考慮されたい。 

 
19 PBANRD：国境民族開発局（Progress of Border Areas and National Races Department） 

名前 職位（2019年O-SHAN終了時） AD研修 組織 勤務地

1 U Aung Zaw Moe Staff Officer/ Chief Counterpart ADT DOA DOA Shan State Office (South) 南シャン州

2 U Maung Maung Aye District Chief Officer ADT DOA DOA Kyaukme District Office 北シャン州

3 U Maung Maung Hla Asst. Staff Officer (C/P) ADP DOA Lashio DOA, Lashio District 北シャン州
4 U Sai Aung Win Dy Staff Officer (C/P) ADP DOA Namsan DOA, Kyaukme District 北シャン州
5 U Lashi Gam Aung Asst. Staff Officer (C/P) ADP DOA Kutkai DOA, Muse District 北シャン州
6 U Nyi Tin Win Dy Staff Officer (C/P) ADP DOA Namkham DOA, Muse District 北シャン州
7 U Than Naing Dy Staff Officer (C/P) ADP DOA Kyukok-Pansai DOA, Muse District 北シャン州
8 U Maung Aung Dy Staff Officer (C/P) ADP DOA Laukai DOA, Laukai District 北シャン州
9 U Aung San Myint Dy Staff Officer (C/P) ADP DOA Konkyan DOA, Laukai District 北シャン州

10 U Aung Moe Htun Farm Manager (Dy Staff Officer) ADP DOA Kutkai DOA Farm, Muse District 北シャン州
11 U Toe Khaing Farm Manager (Dy Staff Officer) ADP DOA Nali DOA Farm, Laukai District 北シャン州
12 U Aung Lwin Oo Junior Research Assistant ADP DOA Naungmon DAR Farm, Lashio 北シャン州
13 Daw Pyae Phyo Mon Assistant Staff Officer ADP' DOA Kunlong DOA, Lashio District 北シャン州
14 U Kyaw Ko Khant Assistant Staff Officer ADP' DOA Hseni DOA, Lashio District 北シャン州
15 Daw Thae Su Aung Assistant Staff Officer ADP' DOA Tangyan DOA, Lashio District 北シャン州
16 U Hlaing Min Htet Assistant Staff Officer ADP' DOA Mongyai DOA, Lashio District 北シャン州
17 Daw Htay Htay Khaing Assistant Staff Officer ADP' DOA Manton DOA, Kyaukme District 北シャン州
18 U Aung Min Kyi Assistant Staff Officer ADP' DOA Namtu DOA, Kyaukme District 北シャン州
19 Daw Tin Zar Win Assistant Staff Officer ADP' DOA Kyaukme DOA, Kyaukme District 北シャン州
20 Daw Eaint Thet Htar Assistant Staff Officer ADP' DOA Hsipaw DOA, Kyaukme District 北シャン州
21 Daw Hnin Pwint Yu Naing Assistant Staff Officer ADP' DOA Nawnghkio DOA, Kyaukme District 北シャン州
22 U Sai Than Aung Deputy State Chief Officer ADT DOA DOA Kayah State Office カヤー州

23 Daw Ni Ni Win Staff Officer ADT DOA DOA Kayah State Office カヤー州

24 U Tin Maung Htay Farm Manager/ Chief Counterpart ADT DAR DAR Kyaukme Farm 北シャン州

25 U Sai Htee Hseing Staff Officer ADT PBANRD Southern Shan State 南シャン州

26 U Maung Zaw Staff Officer ADT PBANRD Kyaukme 北シャン州

27 U Tun Hla Deputy Staff Officer ADT PBANRD Lashio 北シャン州

28 U Maung Maung Lay Deputy Staff Officer ADT PBANRD Pansan (Kutkai) 北シャン州

29 U Tin Maung Oo Deputy Staff Officer ADT PBANRD Lashio 北シャン州

30 U Aung Soe Assistant Director ADT PBANRD Lashio 北シャン州

31 U Wie Reh Deputy Staff Officer ADP PBANRD Kayah State Office カヤー州
32 U Aung Zin Oo Deputy Staff Officer ADT PBANRD IR Section, HQs ネピドー

33 Daw Khin Cho Sint Deputy Staff Officer ADP PBANRD Thanintary Division Office タニンダリー地域
34 U Hla Myint Oo Deputy Staff Officer ADP PBANRD Kayin State Office カレン州
35 U Thein Soe Aung Deputy Staff Officer ADP PBANRD Tamu District Office,Sagaing Division ザガイン地域
36 Daw Khin Thidar Deputy Staff Officer ADP PBANRD Tedim Township Office, Chin State チン州
37 U Win Htike Deputy Staff Officer ADP PBANRD Thaton Township Office, Mon State モン州
38 U Salai Kyaw Myo Myint Staff Officer ADP PBANRD Mrauk U District Office, Rakhain State ラカイン州
39 U Htay Khon Deputy Staff Officer ADP PBANRD Putao District Office, Kachin State カチン州
40 U Thaw Thaw Deputy Staff Officer ADP PBANRD Khamti District Office, Sagaing Division ザガイン地域
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- No. 22：U Sai Than Aung 
- No. 23：Daw Ni Ni Win 
- No. 2：U Maung Maung Aye 
また農村開発アプローチ（調査手法、農民組織化、基金運営、ファシリテーション）の手法

や知見については、国境省職員である（No.29）U Tin Maung Oo氏が O-SHANプロジェクト生
計向上専門家の技術移転を受け、習熟度を高めている。 

DOAシャン州事務所（タウンジー）に勤務する（No.1）U Aung Zaw Moe氏は O-SHANプ
ロジェクト開始時から農業部門のカウンターパートとして活動し代替開発にも通じている。

本案件の対象地域に勤務していることもあり、今後、JICA のアセットの活用時には氏を相談
の窓口とすることが適切であろう。 

 
５－４－２ DOAが実施する代替開発事業に対する本案件成果の活用 
ここまで協力アセットの活用を述べてきたが、逆に本案件の成果は現在 DOAらが継続する代替
作物事業に貢献すると考えられる。 

 
（1）DOAシャン州事務所における代替開発に係る活動 
今次調査においては、シャン州事務所長並びに前出の U Aung Zaw Moe氏（現 DOAシャン
州事務所 Land-use担当者）と面談を行った。 
⚫ シャン州全体では 55タウンシップが存在するが、そのうち 43タウンシップが「麻薬撲
滅 15カ年計画」においてケシ撲滅及び代替開発の対象タウンシップとなっている。 

⚫ Kalaw タウンシップは 15カ年計画の対象に含まれていないが周辺タウンシップではケ
シ栽培が現在も残っている。 

⚫ ケシ撲滅事業は進捗しており、これまでにアボカド、コーヒー、茶、水稲、トウモロコ
 

20 引用 URL：https://www.facebook.com/Capacity-Improvement-Training-365910440793187/ 

 

写真左：市場調査方法の実習。国境省能力改善研修の

Facebook より引用20。内容は代替開発研修を踏襲した形

となっている。 
写真右：DOA が北シャン州事務所で行う代替開発研修
（2019年 3月 28日） 
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シ、茶等の換金作物の導入が行われた。代替作物事業については DOAシャン州事務所
でもDOA職員に対する内部研修を実施した（ただし代替作物の栽培技術に偏りがち）。
O-SHANの ADTであった U Aung Zaw Moe氏はトレーナーとして既に複数回の内部研
修を実施した。 

⚫ DOA北シャン州事務所でも代替開発研修は内部研修として継続されている。 
 
（2）本案件対象地域（Kalawタウンシップ）の代替開発関連の活動 
本案件「園芸作物の安全向上によるバリューチェーン構築プロジェクト」の対象地域の一つ

となっている南シャン州 Kalaw タウンシップは、野菜園芸の盛んなタウンシップの中心部及
び幹線道路沿いではケシ栽培は行われていないと思われたが、「周縁地域の山岳地域ではいま

だ完全撲滅されていない21」とのことであった。 
DOA Kalaw タウンシップ事務所においても、2018-2019年のケシ撲滅に係る活動として、2
名の現地語通訳を臨時雇用し、Nan Taing地区、War Naing地区で活動させている。そこでは水
稲（「Palethwe」種子 700kg、60農家）、陸稲（「WDARD-2」種子約 1,000kg、33農家）、トウモ
ロコシ（「868」品種 60kg、12農家）、アボカド苗（500本、60農家）を配布。展示圃場作成（水
稲、アボカド）を実施している。 

 
（3）本案件から代替開発事業への成果の共有 
代替開発事業のうち「代替作物導入」は、山間僻地において市場志向型の換金性の高い作物

を導入し、サプライチェーンを強化しつつ付加価値化を図り、農家の所得向上につなげる手法

をとることが多く、フードバリューチェーンのコンセプトやアプローチとの共通点は多い。 
対象地域の一つとなる Kalaw タウンシップ及び周辺地域ではいまだにケシ撲滅が行われ、
代替作物の導入事業が行われている（図５－２）。本案件で生じる成果が、DOAが実施する代
替作物導入事業へ一部なりとも貢献する点はある。 
プロジェクト期間内にシャン州における園芸作物バリューチェーン事例と教訓が得られた

のち、それが代替開発（代替作物）に資するものであれば、プロジェクトが実施するセミナー

や研修の機会に、シャン州 DOA代替開発関係者を招へいすることは検討に値する22。 
間接的であるが、それら活動は対象地域外での展開を促進し、ひいては上位目標「本事業の

対象地域以外の地域において安心安全な園芸作物バリューチェーンが展開される」へつなが

ることが期待され、プロジェクトにとってメリットは大きい。 
 

 
21 DOA Kalawタウンシップオフィサーからの聞き取り情報。 
22 状況に応じて国境省関係者の招へいも検討されたい。 
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図５－２ Kalawタウンシップ周辺でのケシ撲滅実施（2017-2018） 

 
５－５ 金融包摂所感 

５－５－１ 対象農家の顕在・潜在金融ニーズ 
本調査で面談した農家の多くは銀行やマイクロファイナンス機関（MFI）といったフォーマルな
金融サービスを利用しておらず、自己資金、卸売業者からの前借り、家族・友人からの借入れ等イ

ンフォーマルな金融手段でキャッシュフローを回している様子であった。 
他方、バリューチェーン（VC）に組み込まれるためには、個々の農家は雨除けハウスや深井戸、
小規模灌漑設備等を導入し、高品質で定期的な収穫を可能とする生産体制を整える必要があり、少

なくとも 20～30万円の初期投資を必要とする。 
 
５－５－２ 対象農家が利用できる金融機関・金融サービス 
ミャンマーには、政府系銀行、商業銀行、MFI、協同組合、モバイルマネー会社等、さまざまな
金融機関が存在するが、農家を対象とし、また 20～30万円の融資を提供することが可能な金融機
関はMFIである。 
政府系銀行ではミャンマー農業開発銀行（Myanmar Agricultural Development Bank：MADB）が農
業金融を所管しているが、稲作及び油糧作物に対象セクターが限られており、園芸農業にはMADB
の金融サービスは利用できない。MADB の人的・技術的キャパシティも限られており、新たな園
芸農業向けの金融サービスの開始には相当の時間を要する。 
商業銀行は、インフレ率が約 8％のなか、中央銀行が設定する融資金利の上限 13％/年を超える
ことができないため、実質 5％の利ざやで融資を行う必要がある。そのため、大企業を中心とした
安全で金額の大きい（1,000万円を超える）融資先を選ぶ傾向にあり、本案件で対象とする農家は
顧客にはなり得ない。 
協同組合には融資の機能をもつ組合もあるが、多くの場合、100～200 人程度の小規模な農家グ
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ループであり、融資金額も 1～2万円を超えることはなく、本案件で必要となる金額を満たすこと
はできない。 

MFIは、規制上上限 70万円まで融資を行うことが可能である一方、現状はグループ向けの少額
融資（2～5万円）が主流であり、現時点で個々の農家が 20～30万円の融資を受けることはできな
い。他方、農家を主要な顧客とする MFI のうち幾つかは、農家の返済能力の審査に必要な情報が
整い、リスクがコントロールできれば、対象農家に対する 10万円を超える融資の提供に挑戦でき
ることが確認できた。本案件で実施される対象農家の選定、同農家の VC 構築は、（潜在的）優良
農家を JICA が選定し、VC への組み込みを通じ同農家の期待収入を向上し、未払いリスクを劇的
に下げるため、MFIにとっては、農家の生産資機材融資に挑戦するうえで、本案件との連携は魅力
的なエントリーポイントとなる。 

 
５－５－３ 想定される提携先 
本調査で発見した潜在連携先は、Proximity Finance及びMaha Agricultural Micro Financeである。

Proximity Finance は 2004 年に設立された米系社会企業 Proximity Design のファイナンス部門であ
り、現状約 4万円の融資を農家に提供している。同社は、2019年より、10万円を超える融資をバ
ゴーで試験的に実施しており、面談した Investment Managerの Jon Hiebert氏からは、本案件の対象
農家にこれを拡大することは協議しだいで可能との回答を得ている。 

Maha Agricultural Micro Financeは同国の農業インプット大手 Awbaグループの子会社のマイクロ
ファイナンス機関であり、国際金融公社（IFC）が株式の 15％を保持している。農家の金融包摂を
ミッションに掲げ、農家を対象とした融資を展開しており、約 3万人の農家に融資実績がある。同
社はバリューチェーン（VC）ファイナンス23を検討しており、面談したMetteo Marineli CEOは JICA
との連携に意欲的である。 
同国には 170を超えるMFIが登録されており、本調査で面談できていないその他MFIにも、連
携を前向きにとらえる機関が少なくないと考えられる。また、近年急速に拡大するデジタルレンデ

ィングサービスの提供会社も潜在的連携先である。 
 
５－５－４ 対象農家向けのファイナンスの組み立て方 
本案件では、対象農家・作物が選定された段階から、金融機関との対話をはじめ、金融機関が農

家へファイナンスを行うために必要な情報の提供及びリスク低減に係る支援を行い、金融機関と

農家の関係性を構築・強化する。具体的には以下の点が重点となる。 
① 農家のバリューチェーン情報の金融機関への提供 

小規模農家を主な顧客対象とする金融機関でさえも、5万円を超えた金額を融資できない
理由は、農家が資機材を投入して本当に稼げるのか、支払いができるのか、確証がもてない

からである。案件で構築する VCにより、農家の生産能力及び期待収益が向上し、その確実
性も増すため、農家をとりまく VCの状況や、契約状況、期待収入等の情報を金融機関と共
有しつつ、どうすれば融資が可能となるのか、継続的に協議を行うことが必要となる。 

 
23 バリューチェーンファイナンスとは、投入財の供給、生産、卸売、加工、販売といった農業バリューチェーン（VC）にかかわる
各アクターのもつ情報・関係性・インセンティブを活用し、農業・農家へ金融サービスを提供する手法である。代表的な手法に、

①仲買人や農業インプットの供給業者を活用した「仲買人融資（Trader Credit）」によるもの、②契約栽培制度（Contract Farming）
によるもの、③倉庫の農産物の在庫への証券を担保とする「倉庫証券」（Warehouse Receipt）、の 3種類がある。 
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② 金融機関のリスク低減への支援 
金融機関によっては、農家の生産リスク低減のため、特定の信頼のおける種苗企業やグ

リーンハウスメーカーの製品に限り融資を行う、という方針をとる可能性もある。また、VC
情報があったとしても残るリスクについて、その低減措置を JICAに求めることが想定され
る。このような金融機関側から要求されるリスク低減措置に対し、係る対話と交渉を重ねな

がら合意点を見いだすことが求められるだろう。 
 
５－５－５ ジェンダー貧困室との今後の連携について 
本案件では、金融包摂短期専門家の登用が想定されているが、５－５－４に記載のファイナンス

の組み立てを、他の専門家と連携しつつ行うこととなる。団員の Terms of Reference（TOR）は配分
予算に応じ柔軟に検討する必要があるが、TOR 策定の過程ではジェンダー貧困室も助言できるた
め、適宜相談されたい。 
また、ジェンダー貧困室が 2019年 11月～2020年 3月の期間で実施予定のプロジェクト研究「農
業及び保健分野におけるイノベーティブな金融包摂アプローチに係る研究」においては、約 4 週
間、今回の調査をより深堀りした現地調査の実施を予定しており、この調査を踏まえて、より具体

的な活動内容、専門家が活用できるコンタクト・資料を整理し、貴部に共有する。 
最後に、ジェンダー貧困室では、金融包摂の基礎的な知見を 3日間で学ぶ能力強化研修「貧困削
減と金融包摂」を毎年実施している。本案件の長期専門家においても、短期専門家との連携を深め

るため、同研修を受講されることを推奨する。 
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Annex 1 (Project II)
Proposed Project Design Matrix

Version 0
Date: August 12, 2019

Project Title: Project for Strengthening Horticultural Crop Value Chain through Food Safety Approach
Implementing Agency: Department of Agriculture, Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation (MOALI)
Period of Project: March 2020 to March 2024
Target Area: 2 townships (Hmawbi Township, Yangon Region and Kalaw Township, Shan State)
Direct Beneficiary: 

Output 1: Selected farmers’ groups and DOA staff in the target areas
Output 2: Selected farmers’ groups, MOALI staff, private sector in the target areas
Output 3: Plant Protection Division (PPD) staff and extension staff in the target areas

Narrative Summary Objectively Verifiable Indicators Means of Verification Important Assumption
Overall Goal
Profitable agriculture based on horticultural crop value chain 
through food safety approach is practiced outside the target 
areas. 

Profitable agriculture based on horticultural crop value chain through food 
safety approach is practiced in XX townships outside the target areas. 

- MOALI official reports
- DOA official reports 
- Extension records/reports
- Other relevant reports by 

public and private sector

- Policies related to
horticultural crops and 
trading do not change 
drastically.

Project Purpose

Horticultural crop value chain, which contributes to an increase 
of the target farmers’ profit, is developed in the target areas.

- Agricultural profit of the target farmers increases by XX%.
- Model of horticultural crop value chain through food safety approach

is developed in the target areas.

- Baseline survey, Endline 
survey

- DOA official reports 
- Extension records/reports
- Farming records
- Project reports

- Policies related to
horticultural crops and 
trading do not change 
drastically.

Outputs
1. Capacities of production for the market needs oriented high-

quality horticultural crops are strengthened. 
1-1. XX potential crops are selected. 
1-2. Productivity and/or price per unit area is increased by XX% 

respectively according to target crops.
1-3. Technical manual(s) on appropriate farming is developed.
1-4. More than XX extension staff is trained on appropriate farming and 
post-harvest techniques.

- Baseline survey, Endline 
survey

- DOA official reports 
- Extension records/reports
- Farming records
- Monitoring sheets/Project 

reports

- Market price of target crops 
does not fluctuate 
drastically. 

2. Distribution and marketing of target horticultural crops are
improved.

2-1. XX success cases of business matching are identified.
2-2. Loss in the distribution process is acknowledged among the 

stakeholders.
2-3. Number of markets for consumers to buy high-quality horticultural 

crops is increased.

- Baseline survey, Endline 
survey

- DOA official reports 
- Extension records/reports
- Farming records
- Monitoring sheets/Project 

reports
3. Pesticide management system is improved. 3-1. More than XX PAL staff is trained on pesticide formulation

analysis.
3-2. More than XX APAL staff is trained on pesticide residues analysis.
3-3. Manual(s) on basic pesticide formulation and residues analysis are 

developed.
3-4. Checklist(s) for monitoring pesticides used and sold in the target

sites are developed. 

- Baseline survey, Endline 
survey

- PPD official reports 
- Extension records/reports
- Monitoring sheets/Project 

reports

Activities Inputs
- Priorities and budget 

allocation for 
agriculture including 
pesticide management, 
rural development, 
trading and 
transportation is not 
changed negatively.

- Abnormal weather 
which affects 
horticultural farming 
does not occur.

- Price of seeds and 
agricultural equipment
is not increased 
drastically. 

- Majority of target 
farmers continue 
farming in the target 
areas. 

- Majority of counterparts 
are not transferred.

- Number of counterparts 
is not decreased.

Pre-Condition

Myanmar government’s 
policies and plans on 
agriculture including pesticide 
management, rural 
development, trading and 
transportation are not changed 
drastically.

0-1. Conduct a baseline/endline survey.
0-2. Identify horticultural crop value chain stakeholders.
0-3. Conduct a series of stakeholder meetings.
0-4. Propose value chain financial service(s) for horticultural 

crop farmers in the target areas in cooperation with the
existing financial providers.

[Japanese side]

(1) Dispatch of Experts
Long term

- Chief Advisor / Food Value Chain 
Development

- Farming System / Farmer Group 
Empowerment

- Pesticide Management
- Coordinator/ Public Private Partnership

Short term 
- Financial Inclusion
- Pesticide Formulation Analysis
- Pesticide Residue Analysis
- Other short term expert(s) (as necessary)

(2) Provision of equipment
- Vehicle (1)
- Other relevant equipment (as necessary)

(3) Training in Japan / Third Country
- Study tour for Food Safety Management
- Study tour for Farmer’s group leaders and

extension staff (as necessary)
- Training for PAL and APAL staff in Japan 

and/or third countries (as necessary)
- Other training program(s) (as necessary)

[The Myanmar side]

(a) Allocation of appropriate counterparts

(b) Office spaces in DOA regional office in 
Yangon and Shan state.

(c) Training and demonstration venues in
VFRDC, Heho horticultural farm, etc.

(d) Vehicle (s)

(e) Local cost, such as fuel for extension
activities and running cost such as
electricity and water.

Activities for Output 1
1-1. Identify target crops based on market needs and farms’

conditions.
1-2. Form farmers’ groups in the target areas.
1-3. Develop extension plan(s). 
1-4. Develop farming management plan(s).
1-5. Promote an appropriate farming management in relation

with the Myanmar Good Agricultural Practices (GAP)
(seeds, varieties, pesticides, fertilizer, water management).

1-6. Promote appropriate post-harvest techniques in relation
with the Myanmar GAP.

1-7. Develop technical manual(s) on appropriate farming and
post-harvest techniques.

1-8. Conduct extension services based on the technical
manual(s) developed in 1-7.

Activities for Output 2
2-1. Conduct a market research with the target farmers. 
2-2. Develop marketing plan(s) in the farmers’ groups.
2-3. Improve processes of grading, packing, and transporting, 

including an introduction of appropriate equipment, by
farmers and private sector (distributors, etc.).

2-4. Improve farmers’ marketing skills.
2-5. Implement business matchings between producers and

buyers.
2-6. Conduct awareness-raising activities on food safety for

consumers.

Activities for Output 3
3-1. Conduct training(s) on pesticide formulation analysis for 

Pesticide Analytical Laboratory (PAL) staff. 
3-2. Conduct training(s) on pesticide residues analysis for

Agricultural Products Analytical Laboratory (APAL) staff. 
3-3. Develop manual(s) on basic pesticide formulation and

residues analysis. 
3-4. Improve capacities of PPD staff and extension staff on

monitoring pesticides used and sold in the target sites. 
3-5. Improve capacities of APAL staff on evaluation of

pesticide residues.

– 86 –

３．プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）



Ⅰ 面談記録 全体編 

面談記録（1）DOA Hmawbi T/S ······················································································· 88 
面談記録（2）Nyaung Hnapin野菜特区（Hmawbi T/S） ························································ 90 
面談記録（3）野菜農家（Hmawbi T/S Nyaung Hnapin 野菜特区） ·········································· 91 
面談記録（4）Vegetables and Fruit Research and Development Center（VFRDC） ·························· 93 
面談記録（5）Central Agriculture Research and Training Center（CARTC） ·································· 94 
面談記録（6）DOA Hlegu T/S ·························································································· 95 
面談記録（7）野菜農家（Hlegu T/S） ··············································································· 96 
面談記録（8）ミャンマー農業開発銀行（MADB） ····························································· 97 
面談記録（9）トマト卸問屋（南シャン）Nyaung Shwe T/S ··················································· 98 
面談記録（10）シャン州 DOA ······················································································· 100 
面談記録（11）Kalaw T/S DOA ······················································································ 101 
面談記録（12）Aungpan問屋街の卸問屋 Htilar社（Kalaw T/S） ··········································· 104 
面談記録（13）KOICA支援の集荷場整備予定地（Kalaw T/S） ············································ 105 
面談記録（14）MOALI DOA局長 ·················································································· 106 
面談記録（15）GIZ Sustainable Agricultural Development and Food Quality Initiative 

プロジェクト（SAFI） ··········································································· 108 
面談記録（16）ミャンマーホテル協会 ············································································ 110 
面談記録（17）ヤンゴン市開発委員会（YCDC） ····························································· 112 
面談記録（18）USAID Value Chains for Rural Development Project ·········································· 113 
面談記録（19）Control Union Myanmar (Private) Ltd ···························································· 115 
面談記録（20）野菜農家（Hmawbi T/S：Hla Pada村落区 Nat Ye Kwin村） ···························· 117 
面談記録（21）野菜農家（Hmawbi T/S：Nyaung Knoe村落区Myauk Chaw Kone村） ··············· 120 
面談記録（22）KOICAミャンマー事務所 ········································································ 122 
視察記録（1）Thiri Yadanar卸売市場（ヤンゴン North Okkalapa T/S） ··································· 123 
視察記録（2）Marketplace by City Mart（ヤンゴン Sule Square店） ······································· 125 
視察記録（3）インレー湖トマト栽培（シャン州） ··························································· 127 
視察記録（4）Heho朝市場（シャン州 Heho） ·································································· 128 
視察記録（5）JICAミャンマー農業政策アドバイザーによる園芸作物バリューチェーンの 

実践取り組み（ネピドーTatkon T/S） ·························································· 129 
視察記録（6）農薬製剤検査室の新ラボと旧ラボ ······························································ 131 
視察記録（7）新ダニンゴン卸売市場（ヤンゴン Insein T/S） ············································· 132 
視察記録（8）Thiri Mingalar卸売市場（ヤンゴン） ··························································· 135 

４．面談記録　Ⅰ全体編



– 88 – 

◼ 目的：プロジェクト対象 T/S候補としての情報収集 
◼ 結果：Nyaung Hnapin 野菜栽培特区で GAP認証取得しており、プロジェクトの生産対象地にな
り得る。 

◼ 収集資料：野菜の作物ごとの収穫量（ミャンマー語） 
 
１. 基礎情報 
 人口 22万 8,240人（都市人口 2万 6,302人、農村人口：20万 1,938人） 
 43 Village Tracts（うち、42 Village Tractsが野菜栽培） 
 年間のコメ耕作面積 4万 5,000 ac、野菜耕作面積 1万 1,000 ac。ヤンゴンがターゲット。 
 野菜栽培特区は①Nyaung Hnapin Special Vegetable Cultivation Zone。その他、主な野菜栽培な地
域として、②Hnaw Gone Village Tract、③Myaung Takar Village Tract、④Nyaung Gone Village Tract。 

 特に①と②が野菜栽培のメイン。①は無農薬栽培を行っていて、最近ミャンマーGAP 認証を
取得したところ。 

 T/S全体として、主に雨期は稲作。野菜栽培は通年実施。乾期は深井戸を利用し、深刻な水
不足問題はない。 

 DOA T/S予算はヤンゴン Regional Governmentが支払い。 

農家世

帯数1 
普及員

数 
DOA予算（2017/18
年度の 4月～9月） 

主要園芸作物 
農家所得平均 
（予想） 

50,527
世帯 

14人 
 

普及活動予算 142
万 8,000Ks 
交通費 1万 4,000Ks 
 

〈雨期〉 
ローゼル葉 
クウシンサイ 
チンゲンサイ 
ホウレンソウ 

〈乾期〉 
雨期の作物

プラス、 
ラディッシ

ュ 
キュウリ 
ナス 

コメ：1世帯 5acで、季
節当たり、50万～60万
Ks 
野菜：1世帯 1acで、年
間 150万～200万 Ks 

出典：DOA Hmawbi T/Sからの聞き取りと DOAプロファイル 
 

２. GAP認証取得の取り組み 
 GAP 認証を取るのは、Ocean などのスーパーが求めるから。GAP 認証がないと買ってくれ

 
1 農村部世帯の多くは農業及び農業関連の仕事に従事している。 

面談記録（1）DOA Hmawbi T/S  

日 時 2019年 7月 24日（水）9:30-11:40 

場 所 DOA Hmawbi T/S事務所 

先方面会者 U Thein Lwin, Chief, DOA Hmawbi T/S 
Mr. Aung Htay, Head, Nyaung Hnapin Farm, DOA Hmawbi T/S 
Mr. Moe Khaing, Chief, District Officer, DOA 
Daw Aye Mi Mi Soe, Deputy Director, DOA Yangon Regional Office 

当方面会者 大石団員、飯塚所員、平良団員、事務所のトゥンさん、U Maung Maung Yi（通訳） 
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ない。GAP認証があってもそんなに高く売れるわけでもない。 
 DOA が農家に GAP を教えて、ネピドーから認証を取得。Nyaung Hnapin 野菜特区の DOA
の圃場（Knowledge Center）で高付加価値野菜を栽培。 

 
３. マーケット  

 ローカル市場向け：ヤンゴンの 48のローカル市場に売りに行く。毎朝午前 2時に家を出て
売りに行く。朝早くが高く売れる。Nyaung Hnapin野菜特区から、農家所有の 20台前後の乗
り合いトラックで売りに行く。 

 スーパーマーケット向け：週 1 回ほど、中間業者を通して、スーパーマーケットに出荷。
City Martには毎日、メトロスーパーには 3日ごと、Orangeスーパーには週 1回。出荷の際、
Premium Sojitz Logistics Co., Ltd（本社：ヤンゴン）のケースを使用。 

 City Martだけ、半年～1年の固定価格で売れる。スーパーで売れ残った分を、ダニンゴン市
場、タウンチャン市場で売り、最後は道端で売り切る。 

 
４. 金融情報：Nyaung Hnapin野菜特区の組合でのマイクロファイナンス 

 メンバー：162人の農家が組合をつくってマイクロファイナンスを開始。 
 管理：組合長、副組合長、マネジメント、会計などの担当が、管理。 
 シェア：毎月 1人 1シェア 5,000Ksからで、最高 6シェア（3万 Ks）まで入金。 
 貸付額：1人最高 30万 Ksまでで、組合が承認すれば借りられる。 
 金利：2％で、1％は組合、1％はシェアメンバーに。 
 使途：種や肥料の購入が多い。 
 お金のやりくり：深井戸など高額な投資は、大規模農家などに借りる。ハウスもプラスチッ

ク製でなく竹製を使うなど出費を抑えるよう工夫。 
  



– 90 – 

 
◼ 目的：野菜栽培状況・マーケットの確認 
◼ 結果：Nyaung Hnapin 野菜特区で GAP認証取得しており、プロジェクトの生産対象地になり得
る。農家はみな野菜のみで稲作はやっていない。 

◼ 収集資料：Nyaung Hnapin野菜特区のプレゼン資料（ミャンマー語） 
 

１. 基礎情報 
 Nyaung Hnapin 野菜特区は 2000 年から政府主導で開始。特区の目的は、①高品質野菜の研
修提供、②研究、③高品質種子の生産、④GAP・有機栽培技術の推進。 

 特区全体面積：1万 2,000 ac（ゾーン 1～3） 
 DOAの圃場面積：293ac。GAP認証の対象面積：100 ac（Malarmyaing農場） 
 Nyaung Hnapin 野菜農家は、全員野菜のみで稲作はしていない。 

 
２. 普及研修活動 

 ここ数年は、VFRDCから助言を得て、実施したい普及研修活動をネピドーの年度会議で提
案。承認後に Regional Departmentから予算をもらう。 

 
３. マーケット 

 野菜の 9割は、48のローカル市場へ。輸送時間は約 3時間。 
 1割は、GAP認証なので、卸売業者を通して、スーパーマーケットへ：卸売業者は、ミャン
マー資本の Malarmyaing グループ傘下の Myanmar Golden Produce（MGP）社で、Premium 
Sojitz Logistics Co., Ltdのケースと車を使っている。MGP社は洗浄と梱包を行い、City Mart
などに卸している。 

  

面談記録（2）Nyaung Hnapin野菜特区（Hmawbi T/S） 

日 時 2019年 7月 24日（水）14:00-15:30 

場 所 Nyaung Hnapin野菜特区 

先方面会者 Mr. Aung Htay, Head, Nyaung Hnapin Farm, DOA Hmawbi T/S 
U Thein Lwin, Chief, DOA Hmawbi T/S（同行） 

当方面会者 平良団員、事務所のトゥンさん、U Maung Maung Yi（通訳） 
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◼ 目的：野菜栽培農家の情報収集（4名全員、野菜の専業農家） 
◼ 結果：主な売り先はローカル市場で、スーパーマーケット向けが 1 割未満。ブローカーを通す
より、奥さんが市場で売ると収益 2倍。頼母子講を使っていて、資金繰りには困っていない。 

面談記録（3）野菜農家（Hmawbi T/S Nyaung Hnapin 野菜特区） 

日 時 2019年 7月 24日（水）15:30-16:30 
場 所 Nyaung Hnapin 野菜特区 

先方面会者 農家リーダー：Mr. Kyaw Htoo、Mr.Thaw Soe、Mr. San Linh、Mr.Win Khaing 

当方面会者 平良団員、事務所のトゥンさん、U Maung Maung Yi（通訳） 

 Mr. Kyaw Mr.Thaw Mr.San Mr.Win 
家族構成 5人（夫婦と子 3人。2人

は学齢期）。夫婦で農業。

下の子は生後間もない。 

3 人（夫婦 2 人と
学齢児童 1 人）。
夫婦で農業 

4人（夫婦と子 2人。
1人は学齢期）。夫
婦で農業 

3 人（夫婦 2 人と学
齢児童 1人）。夫婦
で農業 

耕作面積 1 ac（土地借料月 1万 Ks） 0.5 ac（土地借料月
5,000Ks） 

0.5ac（土地借料月
5,000Ks） 

0.5ac（土地借料月
5,000Ks） 

主要作物 レタス、チンゲンサイ、

クウシンサイ（約 10 品
種） 

同左 同左 同左 

収穫量 計 70～80kg（1日当たり） 計 50kg（1 日当た
り） 

同左 同左 

年間所得 100万 Ks 100万 Ks 70万～80万 Ks 80万 Ks 
高額投入

財 
10ハウス（1ハウス 25万
～30万 Ks） 
高品質種子（年間 50 万
Ks） 

4ハウス 
高品質種子（年間

20万～30万 Ks） 

同左 同左 

高額投入

財の支払

方法 

半分自己資金、半分は借

入れ（30万 Ksを金利 2％
で組合から。残りは返済

半年以内は金利 5％、半
年超は 7％で頼母子講か
ら。担保不要）。困ってい

ない。 

資金繰りに困って

いない。 
同左 同左 

農外収入 なし なし なし なし 
マーケッ

ト 
個人のトレーダーに売

るので安い。奥さんが育

児で忙しいので市場に

売りに行けない。City 
Mart 、 Ocean 、 Capital 
marketに契約栽培を依頼
しに行ったが、サプライ

ヤーがいるからと断ら

れた。 

奥 さ ん が North 
Dagon 市場に売り
に行く。売り方が

上手。10～15人乗
りトラックに 1 日
3,000Ksで乗り、帰
りは公共バスで帰

る。 

奥 さ ん が South 
Dagon 市場に売り
に行く。 
同左。 

奥さんがヤンゴン

のダウンタウンま

で売りに行く。 

MGP社に卸す GAP認証の野菜は 1人 1日 2kg分程度と限定的。スーパーマーケットの求
める野菜の種類が多すぎて対応できず契約栽培に至らない。 

出典：農家からの聞き取り 
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話を聞いた野菜専業農家。市場志向をもつ。  奥さんによる収穫の様子。奥さんが市場で売る

と中間業者を通すのと比べ収益は 2倍。しかし

隣人の野菜を預かって売ることはしない。 

   

 

 

 
収穫した野菜はトラックでローカル市場へ 

 
 手作りの雨除けハウス。半年から 1年で 

壊れてしまう。 
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◼ 目的：プロジェクト事務所の候補地としての状況確認 
◼ 結果：VFRDCセンター長の隣に、プロジェクト事務所が入れる空き部屋二つあり。圃場が必要
であれば土地はいくらでも提供可能。 

◼ 収集資料：VFRDCの組織概要プレゼン資料（英語） 
 

１. 基本情報（詳細は収集資料参照） 
 職員数：計 53名、うち研究者 34名 
 組織の目的：野菜・果物の優良種子の生産、野菜栽培技術・堆肥生産技術の推進、組織培養

など 
 

２. 民間企業との接点 
 種子法に則り、種子販売会社に、種子の認証をしている。 

 
３. VFRDCと CARTCのすみ分け 

 VFRDC は研究機関として、上述の組織の目的に沿った研究中心。1 日研修などは実施して
いるが、宿泊を伴う研修は CARTCが実施。 

 
４. 圃場の状況 

 GAP作物の栽培エリアもあり。 
 プロジェクトの圃場が必要であればいくらでも提供可能。 

 
 

面談記録（4）Vegetables and Fruit Research and Development Center（VFRDC） 

日 時 2019年 7月 25日（木）9:30-10:50 

場 所 VFRDC 

先方面会者 Daw Khin Lay Naing, Staff Officer, VFRDC 
Daw Ei Ei Htwe, Staff Officer, VFRDC 
U Than Htike, Staff Officer, VFRDC 
U Phyoe Wai Aung, Staff Officer, VFRDC 

当方面会者 平良団員、U Maung Maung Yi（通訳） 
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◼ 目的：DOA普及員への研修状況の確認 
◼ 結果：主に DOA職員のための座学中心の研修機関なので、農家への実地指導がメインになる当
方プロジェクトの趣旨にはそぐわないか。当方プロジェクトで普及員・農家に技術移転する内

容を、CARTCへ提供することは検討できる。 
◼ 収集資料：CARTCの組織概要プレゼン資料（英語） 
 
１. 基本情報（詳細は収集資料参照） 

 職員数計 67名 
 年間予算 3億 Ks（経常予算・事業予算の合計） 
 

２. CARTCの研修の特徴 
 CARTC の研修は座学中心。例えば、5 日間の有機栽培研修コースでは、4 日は座学、1 日

VFRDC視察。 
 CARTCは、主に DOA の 15の部署向けの研修実施機関で、年間 50～60の研修コースを実
施している。 

 MFVP向けにも研修を実施している。 
 
３. Agricultural Extension and Rural Development Training Center（AERDTC）情報 

 KOICA支援の AERDTCでは、ネピドーで対象農家向けに小規模な農業関連研修を実施して
いるとのこと。当方プロジェクトとのバッティングは考えにくい。 

 
 
 
 
 
 

面談記録（5）Central Agriculture Research and Training Center（CARTC） 

日 時 2019年 7月 25日（木）11:10-13:00 
場 所 CARTC 

先方面会者 Daw Cho Mar Tin, Deputy Director, CARTC 
Daw Khine Khine Mya, Staff Officer, CARTC 

当方面会者 平良団員、U Maung Maung Yi（通訳） 
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◼ 目的：プロジェクト対象 T/S候補としての情報収集 
◼ 結果：稲作中心で、野菜作付面積が Hmawbi T/Sの 1～2割程度。野菜の専業農家が少なく、生
産地としてのポテンシャルは劣るか。 

 
１. 基礎情報 
 人口：26万 3,657人（都市人口 3万 9,591人、農村人口 22万 4,066人） 
 世帯数：5万 9,603世帯（都市 9,128世帯、農村 5万 475世帯） 
 村：農村 52Village Tracts、168村。都市 5Blocks 
 作付体系：①雨期に稲作、収穫後に野菜栽培。②稲作が主で、野菜は家庭菜園のみ。 
 コメ作付面積：8万 2,000 ac（雨期米）、3万 ac（乾期米）。2期作。 
 野菜作付面積：1,224 ac（2019年の雨期）。野菜の専業農家は少ない。 
 乾期も深井戸利用で、水の問題はない。 
 Hlegu DOAは Extension Campがないので、農家へ行って直接指導。 

出典：DOA Hlegu T/Sからの聞き取りと DOAプロファイル 
 
 

面談記録（6）DOA Hlegu T/S 

日 時 2019年 7月 25日（木）13:20-15:00 

場 所 DOA Hlegu T/S事務所 

先方面会者 U Kyan Shwe, Chief, Township Officer, DOA Hlegu T/S  
当方面会者 平良団員、U Maung Maung Yi（通訳） 

農家世

帯数 
普及

員数 
DOA予算（年間） 主要園芸作物 農家所得平均 

（予想） 

50,475
世帯 

15人 
 

普及活動予算 3,000 万 Ks
（予算全体の 30％） 
 

ローゼル葉 
インゲン 
クウシンサイ 
オクラ 
キュウリ 

コメ：1世帯、30万～40万 Ks（年
間） 
野菜：不明 
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◼ 目的：野菜栽培農家の情報収集 
◼ 結果：主な売り先はローカル市場。家庭の状況に合わせて作る作物を選んでいる。奥さんが直接
売るとブローカーを通すより高値。農家 2 人ともスマホ所持（他の農家もみんな持っていると
のこと）。 

出典：農家からの聞き取り 
 

面談記録（7）野菜農家（Hlegu T/S） 

日 時 2019年 7月 25日（木）15:00-16:00 

場 所 DOA Hlegu T/S事務所 

先方面会者 農家：Mr. Hla Kywe（Tharyngone Village）、Mr. Thapyay（Kyun Galay Village） 

当方面会者 平良団員、U Maung Maung Yi（通訳） 

 Mr. Hla Kywe Mr. Thapyay 
家族構成 2人（本人と 92歳の母親）。本人は

元政府職員で、退職後農業を始めた。 
5人（夫婦と子 3人。子は大学生 2人と 8年
生 1人）。夫婦で農業。下の子が心臓病で医
療費が高額。 

耕作面積 3.5 ac（コメ） 
2.5 ac（野菜） 

1.2 ac（野菜） 
 

主要作物 ローゼル葉、インゲン、キュウリ レモン葉（食用）、ナス、 薬用の木（Pauk Pan 
Phyu） 

収穫量 不明 計 20 viss（1日当たり） 
年間所得 30万～50万 Ks（コメ 2期分）。稲作

地の質が悪くあまり採れない。 
200万 Ks（野菜） 

30万 Ks（1カ月当たり） 

高額投入財 日雇労働者の人件費 7,000Ks/人/日 
×30日分（年間） 

下の子の医療費にお金がかかる。設備投資が

不要な木を栽培し、農業に高額投資しないよ

うにしている。 
高額投入財

の支払方法 
自前。借入れなし。 急な出費の際、5～10％の金利で市場の金貸し

から借りる。 
農外収入 親戚に事業投資しているのでその利

益（お小遣い程度）と、政府の年金 
なし 

マーケット ブローカーに売っている。 
ローゼル葉（150-300Ks/kg） 
インゲン（750Ks/kg） 
キュウリ（100Ks/kg） 

奥さんが市場で売るので高値。 

スマホ所持 本人スマホあり。 家族 4人のうち、下の子以外、全員スマホあ
り。スマホで連絡を取り合っている。 
他の農家もみんなナスマホを持っているとの

こと。 
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◼ 目的：野菜農家向け、貸付額数十万チャットの金融サービスの有無の確認 
◼ 結果：MADBは野菜農家向け金融サービスプロバイダーには向かない。 
 
１. MADBの Seasonal Loan 
 MADBの全国支店数：208（全 T/Sに支店あり） 
 Seasonal Loanの顧客：全国の農家合計 200万人。対象作物：コメや油糧作物で、野菜農家は対
象外。 

 現在のところ、野菜農家にまで融資を拡大する計画はない。 
 野菜農家に融資を拡大できるかは、計画財務大臣マター。 
 Seasonal Loanは、Head Officeの承認不要。T/Sの支店長の決済で融資実行できる。 
 Seasonal Loanの審査には、借入農家の信用情報として、Village Tractの Loan Screening Committee
からの証明書が必要。Loan Screening Committeeは、①Village Tract長、②選挙で選ばれた農民
代表、③Land Record局、④Myanmar Agriculture Serviceで構成。農民代表が Committeeのセク
レタリー。 
 

２. Hmawbi T/Sと Hlegu T/Sの農家への貸付状況 

T/S 
雨期米 乾期米 

貸付人数 貸付総額 貸付人数 貸付総額 

Hmawbi T/S 3,113人 33億 3,090万 Ks 889人 4億 9,665万 Ks 

Hlegu T/S 3,668人 38億 5,800万 Ks 1,256人 11億 6,010万 Ks 

出典：MADBヤンゴンからの聞き取り 
 

３. JICA Two Step Loan 
 審査方法：T/S支店で 1次審査、15の State and Division支店で 2次審査、MADB本店で最
終審査される。 

 顧客情報：①3年分の収支表、②過去の返済履歴、③農業以外の収入情報、④資産などを申
請書に記載して申請。 

面談記録（8）ミャンマー農業開発銀行（MADB） 
日 時 2019年 7月 26日（金）11:00-12:00 

場 所 MADBヤンゴン 

先方面会者 Daw Thin Thin, Assistant General Manager, Development Loan Department 
Daw Kay Khaing Linn, Assistant Manager, Development Loan Department（以上 2名は、
JICA Two Step Loanの担当者） 
Daw Nilar Shwe, General Manager, Loan Department（Seasonal Loanの担当者） 

当方面会者 平良団員 
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◼ 目的：トマト卸問屋の実態把握 
◼ 結果：GAP認証トマトを通常の 2倍の価格で販売。販売先はスーパーマーケットだけ。市民の
安全な野菜への関心の高まりあり（実際 Hehoのローカル市場でも 2倍の GAP価格で売られて
いた）。卸しのネットワークから価格情報を得て売り先を決定。GAP 農家が IFC グループロー
ンの借入実績あり。 

乾期の売り値は、中サイズ 100-200Ks/viss 
出典：トマト卸問屋からの聞き取り 
 

 出荷量：毎日 300～500 t。主にマンダレー、ヤンゴン向け。全国に出荷。 
 供給農家の耕作面積：2,000～3,000ac 
 価格決定方法：卸しのグループネットワークがあり、価格決定。価格情報がスマホのネット

ワークからリアルタイムに入ってくる。情報を得て、出荷先を調整。 
 ケース：木箱→近場行き。木製バスケット→遠方行き。折り畳みコンテナ→GAP 認証の商
品の輸送に使用（Konoikeヤンゴンが折り畳みコンテナ販売） 

 GAPの差別化：GAP認証トマトは、500Ks/viss高く、City Martと有機野菜取扱店に売れる
（GAP申請費は、マンゴーで 1ac当たり 10万 Ks）。 

 農家 86 人が、100ac で GAP を実践。IFC（International Finance Cooperation）ローンを使用
（農家 6人グループで 7,000万 Ks借入れ）。 

 今のところ GAP認証が売れるのはスーパーマーケットだけ。ただ、一般市民の安全安心な
野菜への関心は高いと感じる。 

 GAPで付加価値がついて、農家はコメより作りたがっている。 
 （翌朝）ローカル市場（Heho5days朝市）でもインレーGAPトマトの大サイズが 700Ks/viss
で販売されているのを目撃。 

 

面談記録（9）トマト卸問屋（南シャン）Nyaung Shwe T/S 
日 時 2019年 7月 28日（日）18:00-18:45 

場 所 インレー湖ほとり Nampanのトマト卸問屋 

先方面会者 Mr. Ko Aung Aung （09-5215642、09-5215647） 

当方面会者 荒木専門家、平良団員、U Maung Maung Yi（通訳） 

雨 期 買い値 売り値 輸送費 出荷量 
大サイズ 500Ks/viss 700Ks/viss ヤ ン ゴ ン 向 け ：

1,400Ks/18viss 
マンダレー向け：

1,100Ks/22viss（普通
のトラックで輸送） 

ヤンゴン向け：約 2,500箱/日（トラ
ック 1台当たり 570箱） 
マンダレー向け：約 6,000箱/日（ト
ラック 1台当たり 470箱） 
1台 16～17 t 

中サイズ  600Ks/viss 
小サイズ  400-500Ks/viss 
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トマトの選別作業。大中小に分け、 

木箱に詰めて出荷される。 

 トラックで全国へ輸送される。 

 

  

価格差別化の成功事例。GAP認証トマトは 

別の場所で保管され、通常の 2倍の価格で 

売れる。 

 GAP認証トマトは認証シールを貼って販売 

 

 

 
GAP認証トマトは専用の折り畳み式コンテナ

でスーパーマーケットへ出荷 

 スマホのネットワークで価格情報を 

リアルタイムで収集 
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◼ 目的：プロジェクト対象候補地としての情報収集 
◼ 結果：野菜の大生産地。まだ限定的だが、7～8品目に GAP認証済み。 
 
１. シャン州の園芸作物 

 ミャンマー最大の州。多様な気候帯をもち、年間通してさまざまな作物が栽培できる。野

菜・果物の主な生産地で、ヤンゴン・マンダレー含め全国へ供給。 
 DOAとしては、農家が危険な殺虫剤を使っているので、危険性に対応したい。 
 7～8種類、GAP認証した。トマト、タマネギ、チリ、ニンニク、ジャガイモ、お茶、コー
ヒーなど。まだ限定的だが、74村のモデル農場で GAP実施中。 

 

２. 南シャンの基礎情報・園芸作物 
 人口：217万 959人（農村：159万 7,256人、都市：57万 3,703人）、世帯数：39万 1,368、
面積：約 2万平方マイル 

 21T/S、356Village Tracts、195Blocks、4,006村 
 2018/19 年度の収穫量トップ 5：ジャガイモ、キャベツ、カリフラワー、ニンニク、ショウ
ガ 

2018/19年度：作物別作付面積と収穫量 
 作 物 作付面積 収穫量（viss） 
1 ニンニク 2,9143 60,025,331 
2 タマネギ 5,439 10,753,491 
3 チリ（wet） 5,974 4,170,876 
4 チリ（dry） 5,725 1,310,416 
5 ターメリック 3851 4,151,141 
6 ショウガ 9391 36,394,116 
7 ジャガイモ 4,3122 193,840,620 
8 キャベツ 18,658 125,764,562 
9 カリフラワー 10,766 64,842,418 
10 他の野菜 95,427 487,390,412 
出典：シャン州 DOAプロファイル 

  

面談記録（10）シャン州 DOA 

日 時 2019年 7月 29日（月）9:30-10:00 

場 所 シャン州 DOA事務所（＠Taunggyi） 
先方面会者 Mr. Tin Oo Kyaing, Director（Regional Chief Officer）、Mr. Kyaw Myint Zaw, Deputy 

Director（Deputy Regional Chief Officer）、Mr. Kyaw Thura, State Manager, MADB 

当方面会者 大石団員、荒木専門家、平良団員、U Maung Maung Yi（通訳） 
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◼ 目的：プロジェクト対象 T/S候補地としての情報収集 
◼ 結果：Kalaw T/Sは、ニンニク、キャベツ、ショウガ、ジャガイモ、トマトのメッカ。GAP認証
推進中だが差別化が課題。民間企業にミャンマーベル社、ダイヤモンドスター社、プライム社あ

り。 
 
１. 基礎情報 

 人口 18万 6,083人（都市：5万 7,797人、農村：12万 8,286人）、4万 1,341世帯（都市：1
万 2,598世帯、農村：2万 8,743世帯）、27 Village Tracts、256村 

 Kalawの標高 4,315フィート、Hehoの標高 3,862フィート 
 T/S DOA職員 34名、うち普及員 29名（1名当たり約 10村担当） 
 T/S DOA 2018/19年度予算合計 1億 225万 4,609Ks（うち交通費 860万 Ks、普及活動費 150
万 Ks） 

農家世

帯数2 
普及員

数 
DOA予算（2017/18年
度の 4月～9月） 

主要園芸作物 
農家所得平均 
（予想） 

28,743
世帯 

29人 
 

普及活動予算 150万 Ks  下記２．参照。 不明 

 

２. 園芸作物 
 利益率トップ 4は、ニンニク、キャベツ、ショウガ、ジャガイモ。 
 viss換算の収穫量トップ 3は、ジャガイモ、ショウガ、トマト。 
 個数換算の収穫量トップはキャベツ。 

  

 
2 農村部世帯の多くは農業及び農業関連の仕事に従事している。 

面談記録（11）Kalaw T/S DOA  
日 時 2019年 7月 30日（火）9:30-11:00 

場 所 Kalaw T/S DOA事務所 

先方面会者 U Saw Bar Yee, Deputy Chief, T/S DOA 
U Myo Thein Htun  

当方面会者 大石団員、荒木専門家、平良団員、U Maung Maung Yi（通訳） 
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高 地  低 地 

 
作付体系（雨期）  （乾期）   

作付体系 
（雨期） 

 （乾期） 

1  コメ → ジャガイモ、ニンニク  1 キャベツ → 小麦 

2 トウモロコシ → ニンニク  2 カリフラワー → 小麦 

3 落花生 → Niger（菜の花のような野菜）      

4 ヒマワリ → Niger      

5 キマメ → Niger      

6 キャベツ → キャベツと他の野菜      
7 カリフラワー → 他の野菜      

8 他の野菜 → 他の野菜      

出典：Kalaw T/S DOAからの聞き取りと DOAプロファイル 
 

2018/19年度：作物別作付面積と収穫量 

 作 物 作付面積（ac） 収穫量 単 位 

1 低地米 7,222 686,230 バスケット 

2 高地米 26,925 1,277,222 バスケット 

3 トウモロコシ 4,225 234,490 バスケット 

4 落花生 3,084 149,575 バスケット 
5 ヒマワリ 757 24,600 バスケット 

6 キマメ 735 12,860 バスケット 

7 キャベツ（雨期） 2,931 22,888,750 個 

8 キャベツ（乾期） 1,018 8,347,600 個 

9 カリフラワー 603 4,860,900 個 

10 トマト（雨期） 876 4,818,000 viss 
11 トマト（乾期） 182 873,600 viss 

12 ジャガイモ（雨期） 9,440 44,368,000 viss 

13 ジャガイモ（乾期） 1,774 7,096,000 viss 

14 ニンニク 1,145 1,872,780 viss 

15 ショウガ 2,400 11,527,650 viss 

16 ターメリック 9 7,650 viss 
17 タロイモ 436 1,090,000 viss 

出典：Kalaw T/S DOAプロファイル 
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2018/19年度：作物別の生産費・収入・利益（単位：Ks/ac） 

 作 物 生産費 収 入 利 益 

1 コメ 579,000 785,200 206,200 
2 トウモロコシ 257,250 360,187 102,927 

3 ジャガイモ 1,225,500 2,300,000 1,074,500 

4 キャベツ 916,000 2,185,000 1,269,000 

5 カリフラワー 789,000 1,720,000 931,000 

6 トマト 1,145,000 1,680,000 535,000 

7 ニンニク 1,236,000 2,700,000 1,464,000 
8 ショウガ 1,143,000 2,400,000 1,257,000 

出典：Kalaw T/S DOAプロファイル 
 
３. GAPの現状 

 GAP認証作物は、コメ（12農家、153ac）、ジャガイモ（14農家）。ドラゴンフルーツ・キャ
ベツ・日本ホウレンソウは申請中（各 1農家）。 

 オランダのプロジェクトで 2農家が GAP実践している。 
 GAP認証のため、農家に栽培記録をつけさせるのが大変。普及員が 1作物、季節当たり 12
回ほど農家のところへ指導に行く。 

 GAP 認証作物も、卸売業者が同じ値段で買って認証なしの作物と混載してしまうので、競
争力が低い。差別化が課題。 

 Taunggyi のスーパーマーケットでは、GAP 認証ドラゴンフルーツに認証シールを貼って、
やや高値で売れる。 

 マグウェイのゴマは、民間企業が多いため GAP認証で差別化できている。 
 

４. 民間企業 
 Kalaw T/Sの民間企業は、ミャンマーベル社、ダイヤモンドスター社、プライム社。 
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◼ 目的：卸問屋の実態把握 
◼ 結果：卸問屋は、生産側、市場側、卸問屋間の情報をもっており、それを基に価格を決定し、他
の卸業者・小売業者に販売。農家からの 7％の委託手数料で利益を上げ、損をしないビジネスモ
デル。 

 
 取扱作物：生鮮野菜・果物一式（タマネギ・ジャガイモ・ニンニク以外） 
 作物取引量：約 5,000viss/日 
 取引農家：約 1,500戸の農家。Aungpanとその周辺から売りに来る。 
 利益：200万～300万 Ks/月 
 取引方法：取引で損をしたことはない。理由は、農家から買い取らず、作物を他の卸業者・

小売業者に卸しているだけだから。買取業者が農家に支払う。 
 取引手数料：農家からだけ 7％の委託手数料を取っている。買取業者からは取っていない。
買取業者が Htilar社の提示価格に納得すれば買う形。買取業者の農家への支払いの立て替え
はやってあげている。 

 買取業者側が梱包や輸送を行っている。 

  

 
Aungpan問屋街の様子  卸問屋 Htilar社の様子 

 

面談記録（12）Aungpan問屋街の卸問屋 Htilar社（Kalaw T/S） 
日 時 2019年 7月 30日（火）12:45-13:15 

場 所 Aungpan問屋街 

先方面会者 U Myint Swe, Htilar Trading（09-5280256） 

当方面会者 大石団員、荒木専門家、平良団員、U Maung Maung Yi（通訳） 
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◼ 目的：KOICA支援の集荷場整備予定地の視察と、集荷業者の実態把握 
◼ 結果：炎天下で屋根もない広場でキャベツの集荷を行っている。流通における収穫後ロスの課
題の一つが浮き彫りになった。 

 
 集荷場所：屋根もないただの広場で、キャベツを積んだ牛車が 11台集まっている。 
 運搬個数：1人 1牛車当たり 350個で、11牛車×1日 2回（1人当たり 1日 700個）。 
 朝 5時に、牛車で 30分の村から（Ywar Taw村、Pone Inn村、Poe Poe村など）、この集荷場
所にキャベツを持って来て、卸業者に販売。 

 農家からの買取価格：300Ks/個。農家から集荷場までの運搬価格：30Ks/個。 
 この集荷場所で、卸業者のトラックに積み替える。12tトラックで、毎日ヤンゴンへ出荷。 

 

 
 

面談記録（13）KOICA支援の集荷場整備予定地（Kalaw T/S） 

日 時 2019年 7月 31日（水）9:45-10:00 

場 所 KOICA支援の集荷場整備予定地＠Heho 
先方面会者 キャベツの集荷業者（運搬人） 

当方面会者 荒木専門家、平良団員、U Maung Maung Yi（通訳） 
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◼ 目的：キックオフ会議の前に、DOA局長とプロジェクトデザインのすり合わせ 
◼ 結果：ミャンマー政府側の、農薬登録・残留農薬分析の重要度・優先度の高さにかんがみ、プロ
ジェクトでの成果 4の取扱い内容を再検討する。先方 DGの見解は以下のとおり。 

 
１. プロジェクトの重点ポイントと優先度 

 （じつのところ）成果 1～3より、成果 4の重要度、優先度が高い。成果 4の農薬登録・残
留農薬分析は、ミャンマー側だけでは到底できない。 

 JICAに期待し他ドナーへの要請を控えている。VCと農薬登録・残留農薬分析の二つのコン
ポーネントの実施が難しければ、農薬登録・残留農薬分析をやってほしい。 

 VCプロジェクトでやるのであれば、最低、残留農薬分析だけにしてはどうか。成果 1～3と
も整合する。 
 

２. プロジェクト対象地 
 バゴーをリクエストしたことは放念していた。対象地の拡大ではなく VCのモデル構築が趣
旨のプロジェクトと理解した（対象地へのこだわりはない）。 
 

３. VCコンポーネントのデザイン 
① マーケットインの重要性 
 高価値の VCは、買取先の確保が最重要。1番はホテル、スーパーマーケット、輸出。ハウ
スなど投入しても回収できるか？ 作ったあとに余剰、買取先がなかったら終わり。 

 DOAでも、City Martと協議し、DOAの GAP認証野菜を買ってもらうよう取り組んでいる。 
 需要サイドのマーケットとよく話をすることが重要。それができれば、供給は簡単。ただ、

農家はグループでやらないと供給できない。 
② 生産地とマーケットの距離的近さ 
 近い市場をねらうべき。例えば、産地 Hehoは Hehoのホテル・スーパーマーケット市場な
ど。 

③ Assembly Shop（集荷所）の重要性 
 農家と、ホテル・スーパーなどのハイエンドマーケットが直接取引するのは非現実的。農家

とハイエンドをつなぐ、Assembly Shop（集荷所）がいる。 
 集荷所の役割は、顧客の求める商品の種類や量を、農家ごとに割り振り、洗浄・梱包し、顧

客と商談・取引し、納品すること（生産量・出荷・納品管理）。これを農家がやるのは実質

不可能。民間がやるのが筋。例えばホテルやスーパーの出荷・納品部門や、回収業者など、

民間がやらなければワークしない。 
 普及員が Assembly Shop（集荷所）の役割を果たすのも実質不可能。普及員は固定給の公務

面談記録（14）MOALI DOA局長 

日 時 2019年 8月 2日（金）13:00-14:00 

場 所 MOALI DOA局長室 
先方面会者 Dr.Ye Tint Tun, DG、Mr. Thet Zin Maung, Deputy DG 

当方面会者 飯塚所員、荒木専門家、平良団員、事務所のトゥンさん、U Maung Maung Yi（通訳） 



– 107 – 

員で、利益がなければ、この役割を果たすインセンティブは働かない。 
 集荷所の役割は、市場価格・マーケット情報を、農家に知らせること。契約前に、農家に買

取価格を知らせ透明性を確保し、コミットしないと、だれも作らない。 
 需要のサイズをきちんと把握して、農家に伝え、余剰を防ぐ。需要量に合わせて、農家のサ

イズ（グループ）を絞ること。 
④ 政府（DOA）の役割 
 政府の役割は、技術補助や、GAP認証の発行など、VCのインフラ環境整備。 
 マーケット・商品の情報は、政府マターではない。 
 政府のトレーニングより、実際の VCを促す方が効果的だろう。 

 
面談の様子。一番右が DOA局長 
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◼ 目的：実施中、実施予定の FVC関連プロジェクトの情報収集 
◼ 結果：他ドナーの動きは速く、GIZの SAFIプロジェクトでは既に DOAと VCデジタル化（QR
コード）などに着手している。SAFI今期フェーズでのラボへの技術支援計画、次期プロジェク
トフェーズの実施予定もある。当方プロジェクトでは、引き続き情報交換を密に行い、デマケを

図りながら進めることが求められる。 
 
１. SAFIプロジェクトの概要・実施体制 

 プロジェクト HP：https://www.giz.de/en/worldwide/74138.html 
 Sustainable Agricultural Development and Food Quality Initiative（SAFI）プロジェクト進行中
（2018～2021。予算規模 650万ユーロ）。 

 プロジェクト事務所は 6名体制。ヤンゴン事務所に Peter氏、Taunggyi事務所に技術系 3名
（1名はインターナショナルスタッフ）、ネピドー事務所に技術系 2名。 

 主な対象地：シャン州 
 対象農家数：250パイロット農家 
 対象作物：ジャガイモ、ショウガ、イチゴなど 
 

２. VC関連情報 
 SAFIプロジェクトで、ISO17025*取得を目標にした研修を 2019年内に実施予定。インター
ナショナルコンサルタントが研修を実施予定だが、詳細は未定。 
→当方プロジェクトとのデマケが必要 
（補足：*ISO17025＝試験所認定。認定された組織は、試験成績書や校正証明書へ認定シン
ボルを付加できる。試験所のマネジメントと技術力を国際的にアピール可能） 

 SAFIプロジェクトで、DOAと VCデジタル化を進めているところ。QRコードは VCデジ
タル化の一環として、DOA と取り組みを開始した。既にシステム会社が QR コードシステ
ムを作成済みで、現在テスト中。 
→当方プロジェクトとのデマケが必要 

 国際的な認証・検査機関である Control Unionのミャンマーエージェントを紹介頂いた。 
→本調査団が、後日、訪問済み。 

 SAFIは、MFVP と連携してプロジェクトを実施している。MFVP の作物別チームが、市場
や、City Mart、Market Placeに販売コーナーをもっている。 

 
３. SAFIの次期フェーズ計画 

 次フェーズを 2021～2025年の 4年間実施予定。4年ごとの延長計画。当初計画は 15年だっ
たが、4年ごとに更新することになった。 

面談記録（15）GIZ Sustainable Agricultural Development and Food Quality Initiativeプロジェクト（SAFI） 

日 時 2019年 8月 6日（火）11:30-12:30 

場 所 SAFIプロジェクト事務所 

先方面会者 Mr. Peter Hinn, Head of Project 

当方面会者 北村団員、村尾団員、飯塚所員、荒木専門家、平良団員 
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→当方プロジェクトとのデマケが必要 
 
４. JICAプロジェクトへのコメント・提言 

 FVC は他ドナー含め関係アクターが多いので、当方プロジェクト開始後数カ月はインセプ
ション期間として、関係機関との調整を強く勧められた〔USAID、国連工業開発機関（UNIDO）
などとも〕。 

 MFVPの人たちがオーバーロードにならないよう、MFVPの人たちが既に行っていることを
サポートする形でプロジェクトを進めることを提案された。 

 GIZとしても今後も JICAと定期的に情報交換しながらやっていきたいと好意的であった。 
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◼ 目的：ホテルにおける園芸作物のニーズに関する情報収集 
◼ 結果：一般的にホテルは、ローカル市場やサプライヤーから野菜・果物を調達している。特にコ
スト重視で、見た目や、味、新鮮さ、シェフの要望や農薬過剰使用の有無などを基に購買してい

るが、農薬の確認は難しい。 
ミャンマーホテル協会の副会長のホテルでは、農薬の適正利用による安全な野菜・果物があれ

ば高い値段を払って買う気があるとのこと。 
FVC のすべての関係者（農家、中間業者、消費者まで）の知識向上、教育の重要性が指摘され
た。 
 

１. ミャンマーホテル協会副会長の情報 
 話を聞いたミャンマーホテル協会副会長の Than氏は、ロンドン大学MA保持。 
 Eden Groupの Executive Director (International Business Relations)、Eden Hotels and Resortsの

Exceptive Director、Nay Pyi Taw Hotelier Association（NPTHA）の Chairmanを兼任。ミャン
マー・ヒルトンホテルの経営者でもある。 
 

２. ミャンマーホテル協会の概要 
 現在、加盟ホテル数は約 1,300。二つ星～五つ星のホテルが加盟。 
 加盟ホテルは 19の地域に分かれ、ヤンゴン地域 300以上、マンダレー地域 300以上、ネピ
ドー地域 65以上の加盟ホテルがある。 
 

３. ホテルの野菜・果物のニーズ（Than氏の経営するホテルを参考にした一般情報） 
 基本的に、ホテル近隣エリアからの新鮮な野菜がほしい。 
 ホテルでのニーズが高いのは、リンゴ、ブドウ、オレンジ、モモ、イチゴ、トマト、ジャガ

イモなど。 
 オレンジなど特定の果物はシャン州からヤンゴン、マンダレーまで取り寄せ。 
 ホテルではなるべく地産の季節物を提供して、コストをかけたくない。輸入野菜は高いので。 
 ホテルはレストランではないので、一般的に野菜・果物にそれほど困っていない（ただ、そ

れぞれのホテルの売り、独自性があるので一概には言えないが）。 
 

４. Than氏経営のヒルトンホテルでの野菜・果物取扱い状況 
 ヒルトンでは、野菜・果物をローカル市場やサプライヤーから調達している。特に問題はな

い。 
 調達の際、質（見た目・味・新鮮さ・シェフからの要望・農薬を使いすぎていないか）を確

認しているが、農薬の確認は難しい。 

面談記録（16）ミャンマーホテル協会 
日 時 2019年 8月 7日（水）9:45-11:00 

場 所 ミャンマーホテル協会 

先方面会者 Mr. Than Htut, Vice Chairman, Myanmar Hotelier Association（MHA） 

当方面会者 北村団員、平良団員 
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 企業の社会的責任（CSR）の一環として経営する三つのヒルトンホテルにマンゴーの木を植
えた。数年後には年間 5,000個のマンゴーが収穫できる予定。 

 農薬の適正利用による安全な野菜・果物があれば高い値段を払って買う気がある。 
 

５. 政府への期待 
 FVC に関して特に政府への期待はないが、FVC のすべての関係者（農家、中間業者、消費
者まで）を教育してくことが重要。農薬の適正使用など、規則だけつくっても強制できない。 
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◼ 目的：ヤンゴン市としての園芸作物の卸売市場整備計画などの確認 
◼ 結果：ヤンゴン市の青果卸売市場は、Thiri Mingalar市場、Thiri Yadanar市場、新ダニンゴン市
場の 3 カ所。新ダニンゴン市場のみ民間会社が運営。これら三つの市場がヤンゴン市民の青物
台所でもあり、地方マーケットへの中継市場の役割も果たす。ローカル市場における一般市民

の安全安心な野菜・果物への関心あり。 
 
１. ヤンゴン管区の野菜・果物卸売市場 

 YCDCの Markets Departmentは、市場のアドミニを管轄。市場の Food Safetyはアメリカ食
品医薬品局（FDA）の管轄で、FDAが月に 2回程度、微生物検査を実施（主に医薬品、魚、
肉、お茶、フィッシュ・ペースト）。 

 YCDC管轄のヤンゴン管区の市場は 183市場。 
 ヤンゴン管区の野菜・果物卸売市場は、Thiri Mingalar市場、Thiri Yadanar市場、新ダニンゴ
ン市場の 3カ所。前者 2カ所は YCDC管轄下。新ダニンゴンはMAEX社が運営。 

 上記三つの青果市場で、ヤンゴン、バゴー、エヤワディー、モラミャイン地域へのサプライ

ができている。ヤンゴン・マーケット向けでもあり、中継市場でもある。 
 都市計画・渋滞解消のために Thiri Mingalar市場を新ダニンゴン市場へ移したいが、反対が
あって難しい。 

 ヤンゴンの野菜・果物の卸売市場の整備は、ヤンゴンの住宅整備計画全体のなかで、必要に

応じて進めることになっている。 
 

２. 旧ダニンゴン市場から新ダニンゴン市場への移転 
 ダニンゴン市場の移転に 2年を要した。YCDC、市場の売り手、MAEX社の 3者で長期間協
議を重ねた。 

 最終的には、旧ダニンゴン市場に元から入っている売り手に関して、①MAEX 社に管理さ
れず引き続き YCDC の管理下になること、②市場のオーナーシップ（登録）の維持、③市
場の賃料の割引、の 3点を条件に移転に合意した。1,087の旧売り手は、新規の売り手とは
別扱いの、上述のとおりの特別待遇。 

 賃料は、面積 5 フィート×5 フィート：（旧売り手）1 万 5,000Ks/月、（新規）5 万 1,000Ks/
月。5フィート×13フィート：（旧売り手）2万 5,000Ks/月、（新規）10万 Ks/月。 

 
３. その他 

 YCDC管轄の市場で、食中毒などのクレームが来たことはない。 
 食中毒以外に食の安全への心配事はない。 
 一般市民は、市場での安心安全な野菜に関心をもっているようだ。 

面談記録（17）ヤンゴン市開発委員会（YCDC） 
日 時 2019年 8月 7日（水）15:00-16:00 

場 所 ヤンゴン市開発委員会 

先方面会者 ヤンゴン市開発委員会のMarkets Department職員 2名 

当方面会者 北村団員、村尾団員、荒木専門家、平良団員、U Maung Maung Yi（通訳） 
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◼ 目的：実施中、実施予定の FVC関連プロジェクトの情報収集 
◼ 結果：USAIDの標記プロジェクトでは既に VC金融や VC保険なども実施されており、次期プ
ロジェクトフェーズの実施予定もある。当方プロジェクトでは、引き続き情報交換を密に行い、

よくデマケを図りながら進めることが求められる。 
 

１. プロジェクト（フェーズ 1）の概要 
 Value Chains for Rural Developmentプロジェクト実施中（2014～2019。予算規模 2,700万米ド
ル）。フェーズ 1の終了前にフェーズ 2を開始予定（予算規模 3,000万米ドル以上予定） 

 対象作物：コーヒー、ショウガ、メロン、ダイズ、セサミ（メロン以外は農薬と除草剤をほ

とんど無使用） 
 対象地域：南シャン、中央乾燥地帯（マンダレー、マグウェイ、サガイン） 
 対象農家：4万戸 
 委託/連携先：対象作物に応じて、MFVP（メロン）や、INGOのWinrock Internationalなどに
委託して農家へ栽培指導。DOA普及員は通していない。 
 

２. プロジェクト（フェーズ 1）で実施した VC金融・VC保険の実績 
 農家や加工業者への（グループ）ローンの提供。Ayeyarwady Bank、YOMA Bank、Rabobank 

foundation、LOLC Myanmar Microfinance などがローン提供機関。融資に必要な Financial 
Statement とビジネスプランの作成は、プロジェクトが農家グループをサポート。融資に必
要な「組織体制」に関してはWinrockがサポート。つまり、プロジェクトが農家グループと
金融機関を仲介してあげた。 

 融資実績の例は、19コミュニティ（コーヒー農家 2,000戸）に 5億 Ks。メロン農家 1戸に
500万 Ksなど。KBZからは、Hehoのジャガイモ加工会社に、5,000米ドル。 

 KBZ 保険会社によるロジスティクス保険（輸送時の事故など）も試験的に開始している。
トラック 1台・積載量 40tで 1回の輸送当たり保険料 8,000Ks。実際にトラックが横転し、
保険料をはるかに上回る保険金が支払われことで、保険への加入希望者が続出。 
 

３. メロンの GAP認証・グレードの基準化・中国国境貿易 
 プロジェクトのサポートで、2 戸のメロン農家が、ミャンマー国内で初めて GAP 認証を取
得。 

 プロジェクトのサポートで、教育省により、メロンのグレードが基準化された。 
 メロンの約 95％が中国への輸出。メロンの残留農薬は、中国国境の中国側のラボで検査さ
れる。 

 去年、中国の国境が突然 10日間閉まった際に、ミャンマーのメロン 10万 tが廃棄された。

面談記録（18）USAID Value Chains for Rural Development Project 

日 時 2019年 8月 8日（木）16:00-17:15 

場 所 Fujiレストラン 

先方面会者 標記プロジェクトのローカルスタッフ、Mr. Khun Thein Sue 

当方面会者 荒木専門家、平良団員、U Maung Maung Yi（通訳） 
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中国国境貿易のリスクの高さに困っている。 
 

４. プロジェクトフェーズ 2計画（Agriculture and Food Systems Development Project） 
 フェーズ 1 とフェーズ 2 の違いは、フェーズ 1 では栽培も実施したが、フェーズ 2 では栽
培は実施せず、VC全体のシステムの構築を目標。システムには、ファイナンス、ロジステ
ィクス、卸し、保険、輸出入を含む。 

 フェーズ 2はWinrock Internationalではなく別機関に委託予定。 
 主な対象地は、シャン州、カチン州、中央乾燥地帯の予定。 
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◼ 目的：先方の事業内容、特に Global GAPや食の安全に関する認証状況の把握 
◼ 結果：ミャンマーで同社から Global GAP 認証を取得した会社が 4 社ほどある。個別認証とグ
ループ認証の 2種類あり。同社は GAPのほかにも、食の安全などさまざまなカテゴリーで認証
ビジネスを展開、今後さらにビジネス拡大していきたい意向。 

◼ 収集資料：Control Unionの英文パンフレット（ハードコピー） 
 

１. Control Union Myanmarの概要 
 Control Unionグループは、オランダに本社がある世界中で認証ビジネスを展開する会社で、
アジアでは、モンゴル・ラオス以外の国をカバー。 

 Control Union Myanmar社は 2014年から事業開始。 
 面会者の、同社Managing Directorの Ranawake氏はスリランカ人。 
 同社の常任社員は 6人。 

 
２. Control Union Myanmarによる Good Agricultural Practiceの認証 

 Global GAP認証：フレスコ社、プライム社、ユニベジ社など 4社に Global GAPを認証済み。 
 Global GAPの認証は個別認証とグループ認証の 2種類。アジアではグループ認証が一般的。
輸出会社がグループをまとめて認証取得するやり方が一般的。 

 グループ認証取得料は、例えばイタリアの NGOによるゴマの例で、農家 600人で年間 7,000
米ドルと、1人当たりの料金は安価。コストは問題でなく、スタンダートに見合うのが大変。 

 
３. その他 

 GIZのプロジェクトの、お茶やマンゴーの認証も行っている。 
 Nilar Frozen Food（NFF）社にも、認証関連でトレーニングを行った。 
 DOAがミャンマーGAPの Certification Bodyになるための指導を同社がしている。 
 「GAP」カテゴリー以外の認証例では、「Organic Certification」カテゴリーの JAS を 3社に
認証。「Food Safety Certification」カテゴリーでは、BRC（英国小売業協会）をエビの会社に
認証、ほかに、UNIDOの支援で 15の会社が Food Safety Certification関連の認証を受けた。 

 残留農薬の検査も行っている〔ミャンマーのイエジン農大（YAU）のほか、タイの大学のラ
ボ、インドやベトナムにサンプルを送付し 10日間程度で検査可能〕。 
（注：同社で残留農薬検査ができるとの話だったが、本調査団農薬行政団員によると、検査

の質が担保されているかは確認が必要とのこと） 
 検査機関として、海外貨物検査株式会社（OMIC）は同社の競合相手。 
 ミャンマーで、現在、Global GAP とオーガニック認証ができるのは、同社 1 社のみ（確認
要）。Food Safety関連は、2～3社ある。 

面談記録（19）Control Union Myanmar (Private) Ltd 

日 時 2019年 8月 9日（金）12:00-13:15 

場 所 同社事務所 
先方面会者 Mr. Roshan Ranawake, Managing Director、Mr. Sa Nyein Chan Tun, International Inspector  

当方面会者 北村団員、村尾団員、荒木専門家、平良団員 
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 Asia GAPの認証のリクエストは今のところないので、実施していない。 
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◼ 目的：Hmawbi T/Sの野菜農家の追加調査。同 T/Sに、企業雇用の野菜農家だけでなく普通の野
菜農家がいることを確認するため。 

◼ 結果：訪問した農家グループは、World Vision（WV）の支援で City Martへの卸し事業を始め
た農家グループであった。WVの同 T/Sにおける野菜栽培支援は、同村を含む 3村のみで 2020
年に終了予定で、当方プロジェクトと対象村が重複しなければ問題ない。訪問した農家グルー

プは City Martとの契約栽培開始後、収益が 2倍になったと自覚。本プロジェクトでもそのノウ
ハウや教訓から学べるとよいか。 

 
１. 村落区と村の基礎情報 

 〈世帯数〉Hla Pada Village Tract：1,300世帯、Nat Ye Kwin Village：160世帯 
 〈Nat Ye Kwin Village：160世帯の内訳〉 
農家：80世帯、農業外就労：80世帯（工場労働者、バイクタクシー運転手、農地をもたな
い雇われ労働者など） 

 〈農家 80世帯の内訳〉野菜専業農家：40世帯、稲作兼野菜農家：40世帯 
 

２. 面会した 12農家の概要 
 野菜作付面積：0.1～0.5ac/農家 
 〈12農家の内訳〉専業農家：9農家、兼業農家（奥さんが公務員など）：3農家 
 〈12農家の内訳〉野菜専業：7農家、稲作兼野菜：5農家 
 農家当たり農業従事人数：家族 2人（夫婦）～7人。ほとんど家族だけで労働は賄える。必
要なときのみ、人を雇う。 

 作付体系：下記の野菜の幾つかを、ローテーションしながら、周年栽培。 
 乾期の 12～4 月が野菜栽培のベストシーズン。雨期は雨除けを使いながらなんとか栽培し
ているが、洪水被害が深刻。先日の洪水でチンゲンサイなどが全滅して、植え直したところ。 

 
３. WVの支援による City Martへの野菜卸し事業（生産・流通・販売）（注） 

 2019年 1月からWVの支援で City Martへ野菜を卸している。WVの支援で種と雨除けを購
入。WVの介入で City Martとの契約にこぎつけた。City Martの買付リストに沿って、12農
家の代表グループが以下の野菜を出荷。City Mart との合意形成に 2 カ月かかった（WV の
支援は 2020年まで。面談場所の村の保育園もWVの支援）。 

 出荷状況：毎日出荷し、現在まで 7カ月間出荷し続けている。出荷量は乾期が多く、雨期は
栽培が難しく需要量を満たせない。雨期の供給は、ミント、チンゲンサイなどに限られてし

面談記録（20）野菜農家（Hmawbi T/S：Hla Pada村落区 Nat Ye Kwin村） 
日 時 2019年 8月 15日（木）9:00-11:30 

場 所 Nat Ye Kwin村の保育園（Hla Pada Village Tract, Hmawbi T/S） 

先方面会者 U Aung Moe, Village Tract Head, Nat Ye Kwin Village, Hla Pada Village Tract、野菜農家
12戸 

当方面会者 吉田専門家、平良団員、DOA Yangon Regional Office職員（同行）、U Maung Maung 
Yi（通訳） 
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まう。 
 出荷作業：基本、毎日出荷しなければいけない。毎朝 5時ごろに収穫、洗浄、Fresh vegetable
と書かれたテープでくくって、プラスチック製コンテナに入れて、トラックでヤンゴンの

City Martのタケタ冷蔵保管庫まで運ぶ。City Mart側が質を確認し、OKの物は買い取られ、
そうでないのは返される。 

 輸送コスト：トラックで 3万 3,000Ks/台/往復（コストは農家もち） 
 City Martの買い取り基準：見た目で判断される。色や形が悪い物、虫食いなどは返される。
契約開始当初は、出荷物の半分くらい返されていたが、最近は要領が分かってきてほとんど

買い取られる。 
 出荷・輸送資材：City Mart用のテープ、コンテナは、農家側で購入。 
 ミャンマーGAP：WVの協力で、12野菜農家が全野菜の GAPを取得する予定。 
 City Martへの卸し販売に参加するのはそれだけ労力がいる。それをやりたい 12世帯のみ参
加している。 

 収益：City Martへ卸し始めて、収益は約 2倍になった。City Martへ卸す前は、地元の中間
業者へ卸していた。 

 卸し販売価格：City Martへの卸し価格と、従来の地元の中間業者への卸し価格は以下。中間
業者に卸すと安くなるのは分かっているが、農業従事で多忙なので、以前はほかに方法がな

かった。 

  City Martへの卸価格
（Ks/束） 

地元中間業者への卸価格 
（Ks/束） 

1 ミント 100 50-70 
2 グエダオ（薬用葉） 80 30-40 
3 アマランサス 160 70-90 
4 ローゼル葉 100 30-40 
5 ユーサイ* 108 取扱いなし 
6 バジル × - 
7 チンゲンサイ 108（大束） 80-100（小束） 
8 ハクサイ* 180 取扱いなし 
9 レモングラス × - 
10 コリアンダー 50 30-40 

*ユーサイとハクサイは、以前は栽培していなかったが City Mart用に栽培開始した。 
出典：農家からの聞き取り 
注：この面談のあと、WVの Hmawbi T/S事務所をアポなしで訪問した。担当者は不在だったが
財務オフィサーからの話によると、WVはこれまで DOAとコメの quality seedに関する支援
を行ってきた。Livelihoodプログラムとして、Hmawbi T/Sの Hla Pada Village Tractを含む七
つの T/Sの 40村で、最貧農家に対しトリやブタなどの家畜を支援してきた。野菜の栽培支
援は、Hla Pada Village Tractのこの村が現在実施中で、そのほか同 T/Sと Hnaw Kone Villlage 
Tractで 1村ずつの合計 2村に拡大予定で、2020年に終了予定。 

 
４. その他生産・流通・販売状況 

 投入材：種や肥料を Hmawbiの投入材会社から購入（ローゼル葉・アマランサスは種をキー
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プしているので購入なし）。 
 チンゲンサイやミントは収益がいいが、ミントはヨトウムシ（Armyworm）、チンゲンサイは
ノミハムシ（flea beetle）の病害虫被害に困っている。アマランサスも収益がいいが雨期に弱
い。 



– 120 – 

◼ 目的：Hmawbi T/Sの野菜農家の追加調査。同 T/Sに、企業雇用の野菜農家だけでなく普通の野
菜農家がいることを確認するため。 

◼ 結果：企業雇用の農家ではなく、ごく普通の野菜農家の実態を確認できた。プロジェクトで対象
農家の選定において、企業や NGOなどの支援農家でないこと、新しいことにもチャレンジする
意欲があることなどもクライテリアに含めて選定することが重要。農家は概して共同作業の経

験がなく、プロジェクト活動を通してMFVPに農協の役目を果たしてもらうことが大いに期待
される。 

 
１. Nyaung Knoe村落区Myauk Chaw Kone村の概要 

 Nyaung Knoe村落区の世帯数：850世帯 
 Myauk Chaw Kone村の世帯数：200世帯。うち、150世帯が農家、50世帯が農業外労働。農
家 150世帯中、10世帯がコメ農家で、残りは野菜農家。 
 

２. 野菜の作付体系・投入・販売（詳細を聞いた農家 1人の例） 
 作付面積：3acのうち 2acで野菜栽培、1acで花き栽培。このほか、土地 10acをコメ栽培用
に貸している。 

 野菜の作付体系：雨期はローゼル葉、クウシンサイ、カボチャの葉、バジル。乾期はローゼ

ル葉、クウシンサイ、ヒョウタンの葉、ダイコン。 
 種はすべて Hmawbiで購入（バジル、ローゼル葉以外）。種は台湾からの輸入品。 
 Tube wellはみんな持っている。 
 ブローカーに販売。就学児童がいて時間がないので。例えば、ブローカーに 1束 20Ksで売
っても、市場では 2倍以上の 50Ksで売られているが、しかたがない。 

 コメの収穫のあとは、みんなが野菜を作り始めるので、野菜の値段が落ちる。 
 
３. スーパーマーケットでの販売意欲（農家 6人へ質問） 

 スーパーマーケットでの販売に関心がある。 
 現在、伝統的なやり方で営農しているが、新しいやり方に関心がある。 
 土壌の質によって収穫作物の質が変わると思うが、自分たちは土壌の改良方法が分からず、

雨期の栽培に苦労している。 
 共同栽培で作物の量や品種を調整したり、投入材を共同購入したりした経験がない。 

 
４. プロジェクトの対象候補作物を栽培できるか？（農家 6人へ質問） 

 ブロッコリーはこの辺で栽培している農家がいるので、可能だと思う。 

面談記録（21）野菜農家（Hmawbi T/S：Nyaung Knoe村落区Myauk Chaw Kone村） 

日 時 2019年 8月 15日（木）14:00-15:00 

場 所 野菜農家の自宅 
先方面会者 野菜農家 6人 

当方面会者 飯塚所員、平良団員、DOA Yangon Regional Office 職員（同行）、DOA Hmawbi T/S職
員（同行）、U Maung Maung Yi（通訳） 
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 カボチャは、葉っぱは栽培経験がある。 
 トマト、ベルペッパーは、この辺の土壌質で栽培可能。 
 ニンジンは、この辺の土壌質では小さいのだけ栽培可能だが、大きくできない。 

 
５. 【同行した DOA Hmawbi T/S職員への聞き取り】 

 Hmawbi T/S には、Nyaung Hnapin 野菜特区をはじめ 4 カ所ほど野菜栽培が盛んな地域があ
るが、Malarmyaingグループ傘下のMyanmar Golden Produce（MGP）社の野菜栽培面積はわ
ずか 100acのみで、あとは個人の野菜農家とのこと。 

 Hmawbi T/Sにおけるアグリビジネス企業（園芸作物）は、DOA Hmawbi の把握では、MGP
社の 1社のみ。 

 Hmawbi T/Sの圃場は以下の 4カ所。いずれも本プロジェクトで使用可能。 
①Myanmar Rice Research Center（MRRC）、②Nyaung Hnapin Horticulture Farm、③Hla Padar 
State Farm、④Samael Udong KOICA Knowledge Center in Yoe Wa Village, Myaung Tagar Village 
Tract。 

 Hmawbi T/Sに以前あったナレッジセンター（Extension Camp）は、現在はなくなっている。 
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◼ 目的：実施中、実施予定の FVC関連プロジェクトの情報収集。特に、Hehoに建設予定の Collection 
Centerの進捗状況の確認。 

◼ 結果：Hehoの Collection CenterとネピドーのMarketing Centerは 2021年末ごろから運営開始
予定で、本プロジェクトとの連携が大いに期待される。食の安全・輸出検疫分野の新規プロジェ

クトを検討中で本プロジェクトとの連携可能性を模索できる。 
◼ 収集資料：【すべて内部資料のため転送不可】Project for establishment of Agricultural Marketing 

Center in Myanmarプロジェクトの概要プレゼン（韓国語）と新プロジェクトの計画案（英語） 
 
１. 〈実施中〉Project for establishment of Agricultural Marketing Center in Myanmarプロジェクト 

 ローカル卸売市場の近代化を目的に、Heho の Collection Center と、ネピドーの Marketing 
Centerを建設予定。 

 双方とも、2021年 5月に建設完了予定、2021年終わりごろから運営開始予定。 
 予算の約半分を建設・設備に、残り半分をセンターのシステム管理に充てる予定。 
 建設後、センターの運営は民間にハンドオーバーすることも検討している。 
 センターは、農家 Association などに活用されること、作物・商品の質の向上や基準の策定
により農家の価格交渉力を上げること、回収業者によるオペレーション、農家による作物・

商品の展示陳列、などを予定している。 
 Hehoのジャガイモ農家 Associationなど、農家が開眼して組織化するケースが出始めている
ので、この流れに着目している。 

 
２. 〈実施予定〉食の安全・輸出検疫分野の新規プロジェクト 

 2021年末から開始したいが、まだ詳細計画を策定中で検討段階。予算は 1,000万米ドル程度
の予定。 

 食の安全の対象作物は、マンゴー、リョクトウ、チリ、ゴマあたりか。検討中。 
 こちらからは、プロジェクト成果 3（農薬管理）の概要を説明し、調整・デマケをお願いし
た。 
 

３. 本プロジェクトとの連携可能性 
 上述の Hehoの Collection CenterとネピドーのMarketing Centerを活用できる可能性があり、
連携が大いに期待される。 

 実施予定の食の安全・輸出検疫分野のプロジェクトに関しては、本プロジェクトが先行開始

するため、情報提供を行いながら連携可能性を模索できる。 

面談記録（22）KOICAミャンマー事務所 

日 時 2019年 8月 16日（金）14:00-15:00 

場 所 同ヤンゴン事務所 

先方面会者 Mr. Bae Do Chan, Agriculture Specialist、Ms. Pwint Phyu, Program Officer 
当方面会者 平良団員 
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Thiri Yadanar卸売市場における主な野菜の視察日時での販売価格は以下のとおり。 

  価格（Ks） 単 位 産 地 

1 オクラ 10 個 西バゴー 

2 ナス 700 viss 西バゴー 
3 グリーンチリ 1,500 viss 西バゴー 

4 シカクマメ 1,500 viss 西バゴー 

5 トマト 1,300 viss シャン州 

6 ピーマン 2,500 viss （不明） 

7 ニンジン 2,500 viss （不明） 

8 ショウガ 3,500 viss （不明） 
9 ニラ 4,500 viss （不明） 

10 コリアンダー 500 2束 （不明） 

11 ダイコン 500 5本 （不明） 

12 ナス 1,000 viss （不明） 

13 ニガウリ 50 個 （不明） 

14 ハクサイ 1,500 viss （不明） 
15 カリフラワー 400 個 （不明） 

16 キュウリ 50 個 （不明） 

17 カボチャ 800 viss シャン州 

18 キャベツ 1,000 個 シャン州 

19 サヤエンドウ 1,500 viss シャン州 

20 インゲン 5,000 viss シャン州 
21 ユウガオ 1,000 3個 シャン州 

22 クウシンサイ 200 束 西バゴー 

23 ホウレンソウ 100 束 Hmawbi T/S 

24 チンゲンサイ 80 束 Hmawbii T/S 

25 ローゼル葉 40 束 Hmawbii T/S 

26 インゲン 140 束 Hmawbii T/S 
出典：市場での聞き取り 

 
 

視察記録（1）Thiri Yadanar卸売市場（ヤンゴン North Okkalapa T/S） 

日 時 2019年 7月 25日（木）16:30-17:00 

視察者 平良団員、U Maung Maung Yi（通訳） 
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同スーパーマーケットの青果売り場の様子は以下のとおり。 

  

 

同スーパーマーケットの外観  UNI VEGEレタス（Japanブランド）

2,100Ks/100g。 

ノーブランドレタスの 4倍以上の価格で 

販売されている。 

   

 

 

 

ホウレンソウ 300Ks/1束  日本カボチャ 300Ks/100g。 

ミャンマーカボチャの約 5倍の値段で 

販売されている。 

視察記録（2）Marketplace by City Mart（ヤンゴン Sule Square店） 

日 時 2019年 7月 26日（金）13:00 

視察者 平良団員 
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青果売り場  青果売り場 

   

 

 

 

青果売り場  青果売り場 
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インレー湖のトマト栽培の様子は以下のとおり。 
 インレー湖でのトマト栽培は 100年以上も続く伝統農業であるとのこと。 
 視察時は、収穫を終えたあとでトマトの実はあまりなっておらず、枝葉がジャングルのように

茂っていた。 
 腋芽摘みなどの基本的な管理や、病害虫対策などができていない。 
 ところどころ、水色の農薬と思われるものが葉っぱや実についているのが見受けられた。 

 

 

 
   

 

 

 
 

 

視察記録（3）インレー湖トマト栽培（シャン州） 

日 時 2019年 7月 28日（日） 

視察者 荒木専門家、平良団員、U Maung Maung Yi（通訳） 
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市場の様子は以下のとおり。 

 

 

 
インレー湖産のトマト  手に持っているカゴ 1杯が 1vissに相当 

するとのこと 

   

 

 

 
野菜販売の様子  野菜販売の様子 

 
 

 
 
 
 

視察記録（4）Heho朝市場（シャン州 Heho） 
日 時 2019年 7月 29日（月）8:00-8:30 

視察者 大石団員、荒木専門家、平良団員、U Maung Maung Yi（通訳） 
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 JICA ミャンマー農業政策アドバイザーによる園芸作物バリューチェーンの実践取り組みの視察状
況は以下のとおり。8月 1日（木）に Tatkon T/Sの三つの村におけるホウレンソウなどの畑を視察し、
8月 3日（土）にホテルと日本食レストランへの日本ホウレンソウの販売の様子を視察した。 

 

 

 
テーブルクロスと竹で作った手作り雨除け 

ハウス。約 12万円（1ac）。 

 竹の組み方しだいで、雨除けハウスの強度が 

増す。これも重要なノウハウ。 

   

 

 

 

タイホウレンソウ（奥）と 

インドホウレンソウ（手前） 

 日本ホウレンソウが群を抜いて急成長 

視察記録（5）JICAミャンマー農業政策アドバイザーによる園芸作物バリューチェーンの実践取り
組み（ネピドーTatkon T/S） 

日 時 2019年 8月 1日（木）、8月 3日（土） 

視察者 荒木専門家、平良団員、U Maung Maung Yi（通訳） 
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野菜作りの名手。野菜農家は得意技をもってい

る。栽培に関しては普及員より農家の方が上。 

 立派に成長した日本ホウレンソウ。収穫間近。 

   

 

 

 
五つ星ホテルに採れたてのホウレンソウを納

品。価格交渉は難航。1束 700Ksのプレミアム

価格で 20束を完売。農家が直接商談するのは 

至難の業。 

 奇麗に洗浄、ラッピングされた日本ホウレンソ

ウ。日本食レストランへ 1束 700Ksのプレミアム

価格で 3束を完売。 
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農薬製剤検査室の新ラボと旧ラボの視察状況は以下のとおり。 

 

 

 
（新ラボ）機材が納入されている  （新ラボ）設計が事務所仕様で実験室仕様に

なっていない 

   

 

 

 
（新ラボ）古い試薬が並んでいる  （新ラボ）視察の様子 

   

 

 

 
（旧ラボ）必要な実験器具が揃っていない  （旧ラボ）悪臭が漂っている 

視察記録（6）農薬製剤検査室の新ラボと旧ラボ 

日 時 2019年 8月 6日（火） 

視察者 北村団員、村尾団員、荒木専門家、平良団員、U Maung Maung Yi（通訳） 
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視察状況は以下のとおり。 

 
１. 葉野菜の販売者（個人）の事例 

 市場の賃料（daytime）：1ブロック 800Ks/日（2畳くらいのスペースか？） 
 ローゼル葉：買い値 40Ks/束→売り値 50Ks/束（利益 1束 10Ks） 
 赤クウシンサイ：買い値 30Ks/束→売り値 40Ks/束（利益 1束 10Ks） 
 クウシンサイ：買い値 70Ks/束→売り値 80Ks/束（利益 1束 10Ks） 
 上記、葉野菜の産地は Nyaung Don T/S。 
 朝 6時～17時ごろまで販売して、1日の平均売上げは約 6,000～7,000Ks。 

 
２. キャベツの卸売業者の事例 

 産地の Aungpanで値段が決まり、1個 80～150Ksの利益で販売している。 
 ときどき赤字になることもある。 
 産地の Aungpanからトラック 1台当たり 3,000～4,500個積載して来る。 

 
３. ニンジン、カボチャの販売事例 

 （販売価格）タイ産ニンジン：1,800Ks/viss、ミャンマー産ニンジン 1,400Ks/ viss 
 （販売価格）カボチャ 1,000Ks/個 

 
４. トマトの販売事例 

 （販売価格）インレー湖トマト、Aungpanから。（大）：1,200Ks/viss、（小）1,000Ks/viss。 
 

５. モバイルマネー業者のエージェント 
 同市場には、Wave Moneyなどのモバイルマネー業者のエージェントのブースがあり、仲買
業者への送金代行業務を行っている様子であった。 

  

視察記録（7）新ダニンゴン卸売市場（ヤンゴン Insein T/S） 
日 時 2019年 8月 10日（土）9:30-10:40 

視察者 坂口総括、上堂薗副総括、吉田団員、荒木専門家、平良団員、U Maung Maung Yi（通
訳） 
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新ダニンゴン市場外観  話を聞いた葉野菜の販売者 

   

 

 

 
キャベツ卸売業者への聞き取りと 

積み卸し作業の様子（後方トラック） 

 地べたにじか置きされるキャベツと 

カリフラワー 

   

 

 

 
タイ産ニンジン（右）と 

ミャンマー産ニンジン（左） 

 インレー湖産のトマト 
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モバイルマネー・エージェントの送金ブース  小売店コーナー。 

この一画に本プロジェクトが出店可能。 

   

 

 

 
市場を運営する MAEXの担当者  市場の一角にあるコールドストレージ 
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市場の様子は以下のとおり。 

 

 

 
市場のトラック駐車場  中国からのトラックの積み卸し作業。 

国際市場の様相を呈する。 

   

 

 

 
市場にある MFVPの販売コーナー  野菜販売コーナー。市場中に悪臭が漂う。 

 
 
 
 
 
 
 

視察記録（8）Thiri Mingalar卸売市場（ヤンゴン） 

日 時 2019年 8月 10日（土）11:20-12:00 

視察者 坂口総括、上堂薗副総括、吉田団員、荒木専門家、平良団員、U Maung Maung Yi（通
訳） 
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面談記録（1）Mother Finance 

日 時 2019年 7月 24日（水）16:00-17:00 

場 所 先方事務所  

先方面会者 Theta Aye, CEO 
当方面会者 大石団員 

2018年創業。創業者の Aya氏はもともと KBZ銀行に勤務。 
同社は「デジタルレンディング」を実施する FinTech企業に分類される。スマートフォン上の顧客
データを基に、信用力を独自のアルゴリズムで算出し、無担保で融資する。 
アルゴリズムには、申請者の位置情報、電話帳（友人数、友人の社会・経済的ステータス等）が主

要な信用力審査の変数として組み込まれており、顧客のスマホから自動で吸い上げられるデータを

基に、瞬時に信用力を審査することができる。これを生かし、24 時間以内の融資審査、融資提供が
可能。 

 
出典：Mother Finance Facebook Page 

取引の 90％以上はミャンマー大手Mobile WalletのWave Moneyを通じ実施されている。顧客は、
Mother Financeの融資申請が通ると、Wave Moneyアカウントに融資金額が振り込まれる。返済もWave 
Moneyから行う仕組みにより、Mother Finance社は支店を開設する必要がない。創業間もないが、同
社には 11人の従業員がおり、5億 Ksの融資実績。5,000人の融資実施中顧客がおり、すべての州で
運営している。返済遅延率は 0.5％以内。 

 
同社は 3種類の融資サービスを提供している。 
① Employment loan 
政府職員、民間企業社員等定期的な収入のある被雇用者を対象とした融資。 
融資金額：最大 50万 Ks。3カ月以内に返済。月利 2-4％。保証人が 2人必要。 

② Individual loan 
雇用関係にない個人向け融資。内容は Employmentと変わらないが、金利及び融資可能金額が

厳しい。 
③ SME Lending（2019年 5月開始） 
企業に対する融資。事業体であることを証明する書類、3年以上の運営実績、過去 1年以内の
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financial statementが必要。担保は取らないが、土地の証明があると審査に高評価。 
融資金額：100 万～500万 Ks。3 カ月から開始し 6 カ月 12 カ月と実績を積めば次期ローンの

期限を長期にしていく。月利 2-4％。 
 
同社はミャンマー市場において、マイクロファイナンス機関（MFI）と銀行の中間をとる戦略。銀

行はリテールファイナンス（個人向け・零細中小企業向け融資）にダウンスケールせず（できず）、

MFIは各種規制（金利キャップと T/S登録）や制度の不足（金融監督庁 FRDの資本金増加申請に半
年以上要するため、容易に他地域展開を始められない）により、なかなかアップスケールできていな

い。そのため、マイクロファイナンスではなく、ノンバンク金融機関（NBFC）として登録。MFIと
NBFCの大きな違いは規制上以下の 3点である。 
① T/Sごとの登録有無（MFIは T/Sごとに登録を出す） 
② 金利キャップ（MFIは 28％/年、NBFCは無制限） 
③ 預金制限の有無（MFIは預金を集められる、NBFCは不可） 
NBFCは預金による資本を充足できないが、柔軟な金利設定と全国展開可能な機動力により、幅広

い顧客セグメントに（潜在的に）対応できる。（ただし、ミャンマーのMFIは規制により顧客からの
自由預金に 15％の利子を付与しなければいけないため（銀行はだいたい 8％）、MFIは預金を集めら
れたとしても、資金調達コストはあまり安くならない。 

 
農家を顧客としてみる際に課題となるのは以下 2点である。 
① 金融リテラシー：支払手法の理解、金利の意味、融資期間等、金融サービスを利用するうえで

のリテラシーの欠如 
② デジタルリテラシー：そもそもスマホを持っているか、インターネット環境があるか、周りに

スマホを使える人がいるか、といったモバイル利用への慣れ 
ビジネスとして農業は volatileなので、これまでのように完全に農家とのデジタル上のやり取りの

みで融資まで行うのは難しいだろう。現在のところ対象顧客セグメントには含めていない。ただし、

スーパーと農家（グループ）との契約書や、インプット会社との取引履歴等、農家の生産や収入を示

す情報を関係者から取得できればできないことはない。JICAからの保証があればなおよし。business 
viabilityを確認するためにプロジェクトのなかで融資を出してみることも可能。 
（大石からローンサイズはだいたい 20-30万円とお伝えしたところ）融資は可能な金額範囲。具体

的な農家情報、融資目的等、情報を待ちたい。なお、パイロット活動として融資を提供する場合、そ

の地域で洪水やサイクロン等の天候災害が起こった場合、顧客が総倒れする可能性があり、これをリ

スクとみている。 
 
☆プロジェクトとの関係 
創業間もない FinTech企業であるため、話と動きが早い。ノンバンクのため、金利キャップがなく、

新たなセグメントに対し相応の利子を取ることで開始できる。スマホによるデジタルレンディング

なので、地域に縛られず、どこでも始められる。プロジェクトの連携先として検討できる。 
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面談記録（2）CB Bank Hmawbi Office 

日 時 2019年 7月 24日（水）13:00-13:30 

場 所 CB Bank Hmawbi Office   

先方面会者 名刺交換せず、Branch Managerの女性の方 
当方面会者 大石団員、飯塚所員、平良団員、事務所のトゥンさん、U Maung Maung Yi（通訳） 

CB銀行は JICAの SMEツーステップローン（TSL）の提携金融機関であるが、同支店ではまだ実
績がない。TSLのほかは、Term Loanという 1-3年の融資を SMEに出しており、同 T/Sで 9名の顧客
がいる。500万～3億 Ksまで融資可能で、建設業などに融資している。現在の当座預金は 100口座、
預金口座は 4,000口座、ATMカードは 1万枚である。 
他銀行に比べ、定期預金の利子（12％）に強み。 

 
彼女の知る限り、Hmawbiエリアには三つのMFIが運営している。Vision Fund、Maha Agricultural 

Microfinance、World Visionである。Mahaは農業資機材大手の Awbaグループのファイナンス部門で
あるため、農家向けのファイナスを行っているが、その他の機関は伝統的な女性向け 5人組MFを実
施しているだろう（その後調べたら同地域には 100機関近くMFIが存在していた）。 
 
☆プロジェクトとの関係 
特段想定されない。 
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面談記録（3）Opportunity Now Myanmar  

日 時 2019年 7月 25日（木）8:30-9:30 

場 所 Opportunity Now Myanmar Office   

先方面会者 Matt Wallace, CEO 
当方面会者 大石団員、事務所のトゥンさん 

同社のビジネスは 3種類である。 
① 起業家向けのトレーニングコースの提供。enterprise development、access to capital、Financial 

Managementを含む。研修員にはビジネス開始のための金融サービスを提供することもある。 
② 金融機関向けの金融教育アプリ・チャットボット等のサービス開発。 
③ 自社のオンラインチャットボットサービス。ミャンマーで広く普及する Facebook Messenger上
で家計管理に関する教育を受けることができる。何度かやり取りを重ねると、顧客が利用でき

るデジタルファイナンスサービス（Yoma 銀行のオンライン口座開設や、Wave Money の利用
等）の紹介が出てくる。同社は、各種銀行・金融機関にこのシステムを成果報酬ベースで売る。

顧客が関連サービスのページに飛ぶとコミッションが入る仕組み。 
 
座学の金融教育は効果がない（帳簿を付ける練習だけしても実際に使わないとことが各種調査で

も、現場の情報からも確認されている）ため、同社のサービスは、Q&A 式の金融リテラシー強化の
サービスを提供しつつ、具体的な金融サービスにつなげていくところが特徴。 
現在は、一般消費者向けのサービスとなっているが、今後、農家向けのビジネス関連情報をチャッ

トボットで提供することも検討している。農業ビジネスの注意点や GAP認証の重要性、金融サービ
スの利用等を考えているが、詳細はまだ。 
国際金融公社（IFC）とシャンのトマト農家向けのデジタル金融教育のサービスの構築を請け負っ
たことあり。 

 
出典：大石の iPhoneのスクリーンショット 
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☆プロジェクトとの関係 
・ 同社のサービスの特徴は、スマホをベースとして、分かりやすく、実践が可能な金融リテラシー

を提供しているところである。農家は、口座を持っていないケースが多いし、持っていたとして

も利活用できていないケースがほとんどだとすると、同社のサービスを使いながら、金融サービ

スを利用するメリットやタイミング等を学ぶことができる。 
・ いきなりデジタルサービスを使うのは難しい。デジタルサービスの利用と、同社の金融リテラ

シー関連のサービスを組み合わせるとどうか。 
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オーストラリア人が創業。会ったのはミャンマー人の現地マネジャー。 

主にコメ農家を対象として、収穫期にトラクターを持て余している人と使いたい人をつなげるサー

ビスを展開。自社の配送トラックと修理工がトラクターを輸送してユーザーへ届ける。ただ、単なる

マッチングだと利幅が少ないうえに、輸送のコストや人件費コストが重く、このモデルでは持続的で

はないと考えている。 
 
今年から、自社でトラクターを購入し、農家に貸し出すビジネスへピボット中。これもコメ農家向

けのサービスで、1 時間当たり 2 万 2,000Ks のサービスフィーを取り、モバイルペイメントの Wave 
Moneyあるいは CB Payで支払いを可能としている。 

 
トラクターの需要は季節性があり、上述の自社保有モデルでも収益を安定させることができない

ので、その他農業資機材の販売やレンタルの事業に拡大することを検討中。目下ソーラーイリゲーシ

ョンシステムを検討中。 
 
同社は農業関連のドナープロジェクトのコンサルタント企業としても生き残りの道を探っており、

GIZ のシャン州の野菜生産関係のプロジェクト（計画中だそう）にコンサルタントとして従事予定。
シャン州で GIZ が高品質の野菜生産を行うモデル農場（高品質種子、グリーンハウス、灌漑等全部
を備えたモデル農場らしい）を造る際の種子会社や資機材会社等バリューチェーンアクター集めを

担当する予定。 
 

☆プロジェクトとの関係 
同社のサービスはまだ開発途上であり、プロジェクトとの連携等は期待できないが、現地コンサル

タントとして、傭上できる可能性はある。 
  

面談記録（4）Tun Yat  

日 時 2019年 7月 25日（木）11:00-12:00 

場 所 Tun Yat Office 

先方面会者 Zack Forest/Aung Zaw, Project Manager 
当方面会者 大石団員、事務所のトゥンさん 



– 144 – 

ミャンマー大手のモバイルマネー会社。ノルウェーのモバイルキャリアの Telenorとミャンマーの
Yoma銀行の合弁会社。スマホ、ガラケー問わず、モバイル上で送金と預金を可能にするサービスを
全国で展開中。現在全国 4万カ所以上に同社のエージェント（町のキオスクショップ）を展開してお
り、送金を受け取ることが可能。今回訪問した Hmawbi、Hlegu、Kalaw T/Sすべてで、複数のエージ
ェントが運営していた。 

 

出典：大石の iPhoneのスクリーンショット 

Wave Moneyの特徴は、銀行口座を持っていなくても、スマホを持っていなくてもモバイル口座を
開設できるところで、農村部で銀行の支店がない地域においても、モバイルさえ持っていれば、近く

のエージェントで預金と送金ができる。 
スマホを持っていれば、エージェントに行かなくても、自分のスマホから、送金相手のWave Money
アカウントへ送金が可能。なおWave Money口座の預金には利子がつかないほか、毎日の引き出し・
送金金額に制限（毎日 5万円程度）があるため、商業的取引の場での利用は限られている。 

 
同社は、銀行・マイクロファイナンス機関との提携を進めており、2019年 7月現在Wave Money口
座から Yoma銀行、KBZ銀行、CB銀行普通預金口座には資金の移動ができる。また最近年金支給を
Wave Moneyでトライアルスタートしたところ。 
マイクロファイナンス機関とは、顧客が融資返済をWave Moneyでできる提携機関がAEON、Mother 

Finance等複数社ある。顧客はこれらマイクロファイナンス機関の支店に行かずに、Wave Money上で

面談記録（5）Wave Money 

日 時 2019年 7月 25日（木）15:00-16:00 

場 所 Wave Money Head Office 

先方面会者 Prasoon Sinha, Deputy CEO 
Kyaw Than Aung, Head of Government Relations & Strategic Partnership 

当方面会者 大石団員、事務所のトゥンさん 
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支払いができるため、顧客・マイクロファイナンス機関双方にとってコストの削減になっている。 
 
Wave Money上の取引には、すべて履歴が残る。これは「history」欄をタップすれば確認が可能（最

大何年分の履歴が貯められるかは不明）。金融機関の農家への融資を検討するうえで、キャッシュフ

ローの履歴がないことが問題の一つ。農家が Wae Moneyを日常的に利用し、農業インプットの購買
やバイヤーへの販売の取引をWave Moneyで行うようになれば、農家の収入・支出を正確に知ること
ができる。 

 
同社 Deputy CEOによると、同社は都市部以外へのエージェントネットワークの拡大に精力的に取

り組んでおり、プロジェクトで対象とする郊外農家のバリューチェーン構築・金融利用の促進と、

Wave Money 利用促進には親和性があると言及。同社と連携し、Wave Money をバリューチェーンア
クターの共通の支払い手法、金融機関への返済の手法にできれば、農家に対して金融機関が融資を提

供しやすくなる。 
 
☆プロジェクトとの関係 
マイクロファイナンス機関や銀行が農家の元へ行って現金で融資すること、農家が市街地の金融

機関支店まで出て行き支払いを行うことは取引コストが高く、金融機関が農家をターゲットにでき

ない要因の一つになっている。プロジェクトの対象となる農家が金融機関からの融資の返済を行う

手法として、このようなモバイルペイメントのサービスを活用できれば、コストを下げられ、持続的

に農家の地域で融資を続けられる可能性が高まる。 
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2013年のWorld Economic Forumでアセアン地域の国際農業プラットフォームづくりが宣言され、
それに従ってシンガポール（本部）、インド、ベトナム、フィリピンでつくられたもの。 
ミャンマーの MAN にはワーキンググループが園芸・稲作・金融等 10近くあり、それぞれのペー

ジには、以下のような会員企業が入っているが、無料メンバーシップであり、ワーキンググループと

しての活動はほとんどない模様。組織も形骸化しており、3-4名のスタッフが常駐しているのみ。今
後は、会費を徴収し、各ワーキンググループの会員がプロジェクトを会費予算から実行できるような

実務ができる組織に変革していくとのこと。今後の組織方針を示す会員向けの総会を 2019年 9月 5
日に実施予定。 
 
☆プロジェクトとの関係 
事実上ネットワークとしては機能しておらず、プロジェクトとの関係は考えなくてもよい。ネット

ワークに入っている企業リストは使えるかも。 

金融ワーキンググループの会員 園芸ワーキンググループの会員 

 
 

  

面談記録（6）Myanmar Agricultural Network（MAN） 

日 時 2019年 7月 25日（木）14:00-14:30 

場 所 Myanmar Agricultural Network Office 

先方面会者 Ye Htut, Country Director  
Aye Nandar Tun, Working Group Coordinator 
Aye Pyae Sone Tun, Engagement Manager 

当方面会者 大石団員、事務所のトゥンさん 
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BOTリースは三菱 UFJ銀行グループの農業資機材を含む多様な商品のリースを国内外で実施して
いる企業。ミャンマーは駐在事務所であり、ビジネスオペレーションはない。三菱 UFJ銀行が CB銀
行と業務提携関係にあるため、山口所長は CB銀行の「Advisor for Financing Products」も務めている。 
同国の銀行セクターはまだ黎明期であり、融資商品も限られているため、小規模な農家へ金融サー

ビスを広げることよりも、まずは商業銀行としてのオペレーションの幅を広げていくことが必要。住

宅ローンや SMEローン等のニーズに応えていくことが今後求められる。 
CBペイというモバイルペイメントサービスを始めており、国内に 1,500のエージェントがいる。 

 
☆プロジェクトとの関係 
プロジェクトとの直接の関係は特にない。 

 

  

面談記録（7）BOT Lease 

日 時 2019年 7月 25日（木）17:30-18:00 

場 所 BOT Lease Office 
先方面会者 山口 禎洋（所長） 

米納 和孝（General Manager） 

当方面会者 大石団員、事務所のトゥンさん 
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ミャンマー農業開発銀行（MADB）は財務省の管轄（もともと農業省管轄）、商業銀行は中央銀行
の管轄、MFIは財務省金融監督庁の管轄、組合金融は協同組合省の管轄、と金融セクターの管轄が複
数の省庁にわたっており、統一的な市場管理ができていない。 
商業銀行は担保ベースの融資しか行わないので、土地登記が明確に示せない中小零細企業や農家

は融資獲得に苦労するだろう。銀行の融資は担保ありで 13％、無担保で 16％の上限が設定されてい
るため、（同国のインフレ率約 8％を踏まえると）リスクの高いセグメント（農家等）に融資をする
のは容易ではない。 
システムの未整備は中銀でも非常に問題。銀行間送金がこれまで紙で行われていたため、時間を要

していたが、技プロで導入したシステムにて瞬時に取引が完了し、その情報もデータベースに自動で

残るようになった。 
Wave Moneyのようなモバイルペイメント企業は顧客から預かっている資産と同じだけのキャッシ

ュを手元に持っておかなければならず（Wave Moneyに合計 1億円の預金が入っている場合、全員が
一気に引き出しても対応できるよう 1億円のキャッシュを手元に持っておかなければならない）、ネ
ットワーク網、顧客網の拡大には大きな資金を必要とする。デジタルペイメントを使っていくうえで

は、取引データがどのくらいの期間保有されるのか、確認しておいた方がよい。 
 
☆プロジェクトとの関係 
直接的にはないが、金融関係の規制に関する情報交換は今後も有益。 

  

面談記録（8）JICA project for modernizing the Funds Payment and Securities Settlement Systems in 
Myanmar 日本人専門家 

日 時 2019年 7月 26日（金）8:30-9:30 

場 所 Myanmar Central Bank 

先方面会者 川畑 博司（シニア・アドバイザー） 
米納 和孝（General Manager） 

当方面会者 大石団員、飯塚所員、荒木専門家、平良団員 
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国内農業インプット大手 Awbaグループの子会社のマイクロファイナンス機関。IFCが株式の 15％
を保持。農家の金融包摂をミッションに掲げ、農家を対象とした融資を展開しており、Awba製資材
に限らず融資を行う。 
同社 CEOはイタリア人で、アジアでマイクロファイナンス機関向けの投資やドナープロジェクト

等を多数手がけてきた専門性に優れる人物。 
現在の顧客数は約 3万 2,000人、うち 90％が農業を主な生計手段とする農家である。 
 
28 種類の農作物に対応できる。個人向け融資がほとんどで、農家のニーズに合わせた時期・金額

設計となっている。融資金額の平均は 80 万 Ks＝5 万 2,000円。金利は 2.3～2.5％。オペレーション
のデジタル化による効率化に熱心で、融資担当者がタブレットで顧客の情報を入力し、本店ではデー

タをすべてデジタルで管理している。 
 
2019年 7月の同社の株主総会で「バリューチェーンファイナンスの検討」が議論され、JICAとの

連携に意欲的（その背景には農家向け融資の金額を増額していくためには、これまでの農家個人のキ

ャッシュフローだけをみるのではなく、農家の買い先・売り先を含めた幅広い与信情報がないと不可

能、と判断されたことと思慮）。 
 
同社はデジタル化に熱心で、国内のモバイルペイメント企業の ONGOと連携の協議を進めており、

モバイルでの返済や支払いを今後計画中。本プロジェクトにおいても、デジタルペイメントの活用が

推奨された。 
農村部のオペレーションを中心にしており、ヤンゴンには本店のみ。シャン州の支店は Yatsauk、

heho、Tikyit、Naufayar、Shwenyaung、バゴー州の支店は Phyu、Kyaukfagar、Yaydeshe、Yayni、Paundge、
Nataliny、Shwefaungにある。 
 
☆プロジェクトとの関係 
バリューチェーンファイナンスを検討しているため、プロジェクト対象農家のファイナンスパー

トナーとして検討できる。 
  

 面談記録（9）Maha Agricultural Microfinance 
日 時 2019年 7月 26日（金）11:00-12:00 

場 所 Maha Agricultural Microfiannce本社 

先方面会者 Matteo Marinelli, CEO 
Pallavi Hariharan, ESG & Impact Senior Analyst 
Nyi Nyi Htun, Head of Operation  

当方面会者 大石団員 
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2004年に設立された米系社会企業 Proximity Designのファイナンス部門。 
Proximity Groupはコメ、ゴマ農家を主な対象として、小規模なスプリンクラーシステム等をデザイ

ン・販売する Agri Tech部門、DOAの農業普及員と同様の業務を行う Agronomist Service部門、農家
向けにマイクロファイナンスを実施する Finance部門の三つで構成される。 
ファイナンス部門はグループローンがメインで、60 万 Ks がこれまでの最大融資金額。2019 年か

ら 2020年 2月まで個人向けローンのトライアルをバゴーで開始しており、110万 Ksまで融資してい
る。 
コメ・ゴマ・ナッツ農家がメインのターゲットであるが、融資先の多角化の観点から、本プロジェ

クトとの連携は検討してもよい。バリューチェーンアクターと関係ができ、与信がある程度取れる農

家であれば、同社も取り組めるかもしれない。 
Hmawbiに支店がないが、Kalawであればできると思う。プロジェクトの場所・野菜の種類などが

決まればまた連絡してほしい。 
 

☆プロジェクトとの関係 

農家向けの融資を行うマイクロファイナンス機関として、プロジェクト対象農家のファイナンス

パートナーとして検討できる。 

  

面談記録（10）Proximity Finance 

日 時 2019年 7月 31日（水）14:00-15:00 

場 所 Proximity Finance本社 

先方面会者 Jon Hiebert, Investment Manager – Debt and Grant 
Zaw Htwe, Deputy Branch Manager 

当方面会者 大石団員 
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CB銀行は、全国に 230支店、200万人の顧客、9,000人の従業員をもつ大手商業銀行。 
ツーステップローンの対象銀行にも指定されており、SMEレンディングポートフォリオは 2,000人

の顧客、2,600億 Ksの総融資額（1社当たり 200億 Ksの融資額）、製造業や建設業が主な融資先。農
業はポートフォリオの 10％。 

 
個別の農家は商業銀行として注力するセグメントではない。 
SME の顧客においても、融資審査に必要な財務諸表やビジネスプランを作れておらず、審査が困

難であるケースが多いため、同社の SME センターで会計等のトレーニングを実施している。現在、
復興金融公庫（Kfw）と SME 向けの「キャッシュフローレンディング」をトライアルする予定で、
これは SMEの一定期間の売り上げ・支出の履歴をベースに与信を審査する新たな試みである。 

 
☆プロジェクトとの関係 
ない。 

 

  

面談記録（11）CB Bank  
日 時 2019年 7月 26日（水）14:00-15:00 

場 所 CB Bank本社 

先方面会者 Aung Myo Bala, Manager SME Banking Department 
Sai Naw Line, Manager SME Banking Department 
Thin Swe Phyo, Dy. Manager  

当方面会者 大石団員 
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個別の農家は商業銀行として注力するセグメントではなく、個別の農家への融資は行わないが、同

社が近年注力しているモバイルペイメントサービスである KBZPay は農家を含むマスマーケット向
けである。KBZPayはWave Money同様ネットワークリモートコントローラー（NRC）とモバイル番
号さえあれば開設できるモバイルウォレットにペイメントサービスがついたものであり、街中のエー

ジェントで入金・引き出し・送金ができるほか、スマホ上で KBZPay利用者にデジタルで送金するこ
とも可能。 
現在エージェント網が全国に 1万 8,000店、利用者が 300万人おり、大規模なプロモーションを打
ちWave Moneyに対抗しようとしている。 

 
出典：大石の iPhoneのスクリーンショット  

KBZPayとWave Moneyの違いは、KBZPayは町中のレストランやクリニック、薬局等で、買い物
の支払い手段として使える（日本でいう SUICAや LINE Payと同じ）が、Wave Moneyは個人間の送
金やモバイルキャリアの通話料・データ料支払いが主要な用途である点である。 

KBZPayでは、店先に置いてある QRコードを読み込み、スマホ上で決済を完了できる。これは中
国のWeChat Pay、Alipayと全く同じモデルである。 
スマホ上で支払いが可能な店舗を探すこともでき、Hmawbi、Hlegu、Kalawすべての T/Sで KBZPay

面談記録（12）KBZ Bank  
日 時 2019年 7月 26日（金）15:00-16:00 

場 所 KBZ Bank本社 

先方面会者 Kyaw Khin, Assistant General Manager SME Banking Department 

当方面会者 大石団員 
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を受入可能な店舗がたくさんある。農業関連のお店でも使えるか「agri」というキーワードを入れて
みると、何十件もヒットするため、農業資機材関係の店舗でも使えるのではないか。日本では都市部

しか SUICAや LINE Payの支払いができず、地方に行くとすぐに現金しか使えなくなるが、この点ミ
ャンマーの方が日本よりも先を行っているのではないか。 

Wave Moneyと同様、KBZPayの支払いには履歴が残り、5年間分は履歴が見られるため、農家と農
家周辺のお店に KBZPayが行きわたれば、農家の信用を測りやすくなる。また KBZPayで融資の返済
をできれば、農家と金融機関のコストが下がる。 

 
☆プロジェクトとの関係 

KBZPayは使える手段ではあるが、KBZとの連携までは考えなくてよい。プロジェクト対象地域で
広範囲に KBZPayを普及させるかどうかは KBZの経営判断であり、プロジェクトチームが差配でき
る範囲ではないため。 
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Linklusionはマイクロファイナンス機関向けの事業管理システムを販売する会社。ミャンマーのマ
イクロファイナンス市場は国際 NGOや外資系企業を除き、オペレーションがかなり伝統的で、現金
と紙の帳簿を用いた経営が行われている。Linklusion社は Jbrainというパソコンとタブレット機器で
利用が可能なマイクロファイナンス機関向けの事業管理システムを開発・販売しており、マイクロフ

ァイナンス機関から月々の利用料を回収するビジネスモデルを展開している。日本人の黒柳氏が

2015年に創業。2019年 7月現在同社のシステムは国内 9社に利用されており、提携社のうち 2社が
Hmawbiで運営（Hleguと Kalawは不明）。 
プロジェクトへ関心のある提携先の MFI につなぎ、プロジェクトとの連携を探ることには前向き

に検討頂ける。提携先の MFI のほとんどは、零細商店のお客向けに少額のグループ融資を実施して
いる企業だが、現在メティラ郡でマイクロファイナンス事業を行う AMDAに対し、農家の生計に即
した与信審査システムを試験的に提供中であり、提携先の MFI がプロジェクトの農家向けに融資を
検討する場合には、このシステムを応用した審査モデルの構築を支援することも可能。 
同社のサービスを利用する MFIには日本人がヤンゴンで運営する MJI社もあり、プロジェクトに

MJI社が協力してくれれば、パイロット活動を日系のマイクロファイナンス機関で実施できるメリッ
トがある（コミュニケーションが相当楽）。 
日系のほかにも、既に同社のシステムを入れている MFI は、一定程度の水準で事業を運営できて

いるところであり、個人ローンにチャレンジするキャパシティがローカル零細 MFI よりもあると考
えられる。 

 
また、同社は新たに「卸売事業」を開始しており、これは提携先マイクロファイナンス機関の顧客

の作物を、同じあるいは別のマイクロファイナンス機関の顧客の商店に Linklusionが売る、卸し売り
サービスである。 
現在は日用品が主な販売商品で、農産品は流通量の 2％程度を占めるのみである。それでも、ジャ

ガイモ 50kg/週、タマネギ 100kg/週を取引しており、3年後には 3倍の取扱量をめざしている。 
このモデルは、Linklusion 社が複数のマイクロファイナンス機関の情報をもっている点を活用し、

農家には固定の販売先を見つけ、小規模商店には新鮮な野菜という新たな収入源を見つけ、マイクロ

ファイナンス機関には顧客のビジネスの安定・向上という返済安定へのプラス材料を提供し、顧客と

マイクロファイナンス機関が儲かると（MFI の顧客の数が増えることで） Linklusion に入ってくる
サービスフィーも増える、という好循環を作ることをめざしている（卸売事業単体では収支トントン

でよい）。 
 

  

面談記録（13）Linklusion  

日 時 2019年 7月 27日（土）9:00-10:30 

場 所 Linklusion本社 
先方面会者 黒柳社長 

沼田マネジャー 

当方面会者 大石団員 
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A Bank は農家向けの金融サービスを提供する商業銀行である。個々の農家・農家グループへの融
資、バリューチェーンファイナンスの二つの融資を提供する。 

 
① 個別農家融資 

A Bank は Awba グループ等の農業インプットサプライヤーと契約を締結し、農業生産に必要な
投資を融資する。個々の農家が契約先のサプライヤーから購入する際に A Bankの融資を組むこと
ができ、100万 Ksの融資も実施している。A Bankは農家に直接お金を渡さず、サプライヤーから
現物が農家に提供される。農家は収穫後に A Bankに返済する。野菜だと、アボカドや青トウガラ
シ等が多い。 
 

② バリューチェーンの構築と融資 
コーヒーやコンニャク、チェリートマト等の農家グループへの融資がある。 
A Bankが JICAの今回のプロジェクトで実施しようとしているような、バリューチェーンの構築
を実施したうえで、ファイナンスするもの。農家グループを形成し、国内外の売り手を見つけ、農

家との契約を仲立ちし、契約が締結できたら精算に必要な融資を農家向けに提供するもの。 
チェリートマトの農家への融資では、スーパーマーケット、卸業者、農家の 3者の契約関係を踏
まえたバリューチェーンファイナンスを提供している。 
 
GIZ が Heho で Agri Hub 設立を目的としたプロジェクトを立案中。これは、農業のショッピング

モールのようなコンセプトで、種子・肥料・農機、卸業者、小売り、金融等農業バリューチェーンの

アクターがそれぞれの支店を開設し、農家がここに来ればワンストップですべて揃う、というような

ハブにするとのこと。 
GIZはバリューチェーンのどの部分も 1社が独占しないよう、複数の会社をこのハブに招きたい意

向がある。Agri Hub は GIZ の持ち出しでプロジェクト期間だけつくるのではなく、民間事業体とし
て持続的に運営を行う計画であり、A Bankはこのハブができたあとの金融機関の支店の一つとして、
出店を検討している、とのこと。 

 
☆プロジェクトとの関係 
農家向けに金融サービスを提供する商業銀行として、プロジェクトのファイナンスの連携先にな

り得る可能性がある。ただし、マイクロファイナンス機関とは違い、かなりフォーマルなバリューチ

ェーンの結びつき（契約栽培や、特定企業のインプットの購買へのファイナンス）を必要とするため、

グリーンハウスの融資の連携の場合も、農家兼大工の方が作るような施設に対しては融資してくれ

ないだろう。逆に、A Bankから融資 OKが出るプロジェクト対象農家がいたとすれば、そのバリュー
チェーンはとても強固で持続的なものであるといえる。  

面談記録（14）A Bank  

日 時 2019年 7月 31日（水）16:00-17:00 

場 所 A Bank本社 

先方面会者 Saw Dino Ku, Executive Director 
当方面会者 大石団員 
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夫婦と夫の母親、子どもは 4人、2人は既に学校を卒業し、1人は既に結婚し、もう 1人（たぶん
次男）はタイで工場労働者として働いている。残りの 2人はそれぞれ 10年生と 7年生。 

2acの稲作、5acのトウモロコシ、3acのタナペット（煙草の巻紙として使う葉）の計 10acの土地
で農業を行っている（うちタナペットの 3acは借りている土地）。 
 
〈年収〉 
コメ：45万 Ks 
タナペット：150万 Ks 
トウモロコシ：150万 Ks 
次男からの仕送り：250万 Ks 
合計：595万 Ks＝約 40万円 

 
〈支出〉 
毎月の支出金額は 25万 Ks程度。うち 8万 5,000Ksが娘の私立学校に係る支出である。その他は
食費。 
トウモロコシの生産に必要なコスト：約 60万 Ks 
除草：3万 5,000Ks/ac×5＝17万 5,000Ks 
種子購入（タイ産）：4万 Ks/500g×6袋＝24万 Ks 
土壌準備の人件費：3万 Ks/時間×2日間＝6万 Ks 
トラクターレンタル：2万 Ks/日、ガソリンは 7,500/日×2日間＝5万 5,000Ks 

タナペットに必要な投資は 30万 Ksで、合計 83万 Ksが必要となる。 
 
農業の多くは夫が担当するが、稲作の作付期と収穫期の労働は家族全員で行う。隣人も助けに来て、

隣人の農業に助けがいるときは自分も行く。販売は近くの卸売会社で行う。昔から知っているし、家

まで来てくれるし、支払いもすぐにその場で行ってくれて、市場相場と遜色ないからである。昔は、

生産に必要な資金をこの卸売会社から借りていたが、利子が高く（5％/月）、近年は Borderless Linkか
ら 90万 Ksを生産目的で借り入れている（2.5％/月）。 

 
タナペットは、煙草の巻紙として使うため、虫食いがあってはならず、虫を寄せ付けないために農

薬を多量に使う。これが近隣のインレー湖に流れ込み、水質汚染の原因となっているため、政府は、

インレー湖付近でのタナペットの栽培を制限する意向である。同農家は今後のタナペットの収入減

を別の作物で代替していく必要がある。  

面談記録（15）Borderless Link Ltd. 顧客 

日 時 2019年 7月 29日（月）16:00-17:00 

場 所 Nampan, Shan state 

先方面会者 顧客 
当方面会者 大石団員、平良団員、荒木専門家 
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4ac の自分の土地と、4acの借り土地で、ショウガ、Bocatマメ、キャベツ、コメを生産している。
ショウガは 1.5年の生産サイクルのあとは 2-3年土地を寝かせる必要があるため、常に 1/3程度の土
地を休ませている。マメは 45日、キャベツは 90日、コメは 180日の生産サイクル。モンスーン作物
しか生産しないので、乾期は農業を行っていない。代わりに、カーペンターとして、生計を立ててい

る。 

 
昨年の支出についてノートで帳簿を付けている。大きな支出について、いつ、何のためにお金を支

出したのかを、分かるようにしている（ただし、月次ベース等の細かいお金の流れは分からない）。 
 
ショウガビジネスについて、昨年の収支をお聞きした（それ以外も聞きたかったが、ショウガだけ

で 2時間を要してしまった）。 
昨年は 1.5acの土地でショウガを生産した。 
支出は合計 242万 Ks（17万円）。内訳は①種（103万 Ks）②肥料（30万 Ks）③整地コスト（100

万 Ks）④その他費用（9万 Ks）である。肥料は肥料会社からツケで借りた。 
昨年は 1万 1,800vissの収穫があり、1vissを 1,500Ksで販売できたため 1,700万 Ksの売上があり、

生産コストを差し引くと粗利が約 1,500万 Ks（110万円程度）。 
また、乾期にはカーペンターとして、家の建築や改修を行い、生計を立てている。近隣の家の 40％

は彼が作った家だという（カーペンタービジネスがうまくいっているため、乾期の作物生産ニーズは

特にない様子であった）。 
得た利益については、200万 Ksを娘の教育費に、800万 Ksをトラクター購買費に、残りを 2頭の

水牛に投資し、預金は行っていない。 
 
 
 
 

面談記録（16）ショウガ農家 
日 時 2019年 7月 30日（火）16:00-17:00 

場 所 Aungpan, Shan state 

先方面会者 顧客 

当方面会者 大石団員、平良団員、荒木専門家 
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◼ 目的：情報収集 
◼ 結果：Heho Farm 農場は対象地域内にあり園芸作物振興のための試験、実証、展示圃を設置す
るに適した場所。農場長は野菜園芸にも詳しく現場のキーパーソンとなり得る。 

 
⚫ Heho農場は DOA Horticulture & Bio-technology Divisionの管轄。シャン高原の標高 1,100mの場
所。Heho空港から車で 15分程度。 

⚫ 職員数は計 14名〔YAU学士 4名、農業短大卒（Diploma）7名、他 3名〕。 
⚫ 年間降水量は 1,000mm強、気温は冬期（1月）には最低気温が 0度以下になることがある。日較
差が大きく温帯野菜の生産に適している。 

⚫ 1962 年にジャガイモ種苗生産圃場として設立され、圃場面積は 408ac（5 区画）。ジャガイモ、
タマネギ、ニンニクの種苗生産が行われている。農場には灌漑施設もあり、年 2作の輪作体系を
とっている。雨期作（7～12月）は水稲、トウモロコシが中心。乾期作（1～7月）はジャガイモ、
園芸作物、ヒマワリ。 

⚫ 展示圃では、キャベツ、ハクサイ、カリフラワー、ニンニク、タマネギ、マスクメロン、ヒマワ
リ、ニガーシードの試験・展示を行っている。 
※試験は研究目的ではなく、品種登録に必要な予備試験が含まれる。 

⚫ ジャガイモについては、茎頂培養による無菌苗（マイクロチューバー）の増殖が行われ、10-13
品種の種イモ生産を行い、ミャンマー全土のジャガイモ生産地へ提供されている。簡易茎頂培養

施設（ラボ）は KOICAの支援（2008年、KOICAボランティア）。 
⚫ 農場には、KOICA の AMC（Agriculture Marketing Centre）プロジェクトの支援が入っており、

Food Processing Centreを建設予定（予定地は決まっているものの建設工事は進んでいない）。 
⚫ タイとミャンマーの合弁会社が、トウガラシ、トマト（オランダ種）について同農場及び周辺農
家で生産。それを買い取り、タイへ輸出する計画をもっている。GAP 認証取得生産物には価格
差をつける考えがある由。 

⚫ Heho農場では普及活動の一環として、研修や FFD（Farmer Field Day）を実施している。 
− ジャガイモ生産技術 
− GAP研修（GAPの基礎知識、認証取得手続き等）…特にジャガイモ、ニンニク 
− 水稲栽培技術 
各研修には 30～150名が参加。月 1回程度実施している。また農場内だけでなく、モバイルでジ
ャガイモ、ニンニクの GAP取得のための研修を Pinlaung、Pindeya T/Sにて実施。研修時には近
くの Tayaung DAR農場とも協力する場合もある。 

⚫ Heho 農場には、職員が運営する農業資材店もあり、農薬や肥料、種子を求めて農家が頻繁に訪
れていた。また、販売記帳は行われており、この情報を整理するだけでも農薬の売れ筋、購買時

期等を把握できると思われた。 

面談記録（1）DOA Heho Horticulture Farm, Kalaw Township, Shan State (South) 
日 時 2019年 8月 6日（火） 

場 所 DOA Heho Horticulture Farm, Kalaw Township, Shan State (South) 

先方面会者 U Nyi Nyi Aung, Farm Manager 

当方面会者 上堂薗副総括、吉田団員 
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⚫ 農場には五つの付属圃場がある。Heho 農場裏手にはダム、灌漑が整備されており、その近傍の
付属圃場にはイネ、ジャガイモを中心とした作物が栽培されていた。展示圃場、フィールドデイ

等の開催には最適と思われた。 
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◼ 目的：情報収集・意見交換 
 
上堂薗副総括からあいさつを述べるとともに、園芸VCプロジェクトのアウトラインについて説明がな
された。 
その後、質疑応答の形で以下の情報を収集した。 

 
【概況】 
⚫ DOAシャン州事務所は北、南、東シャン州の中心。55 T/S（984名の普及員）、六つのDOA農場（42
名の農場スタッフ）。南シャン州ではそのうち 21 T/Sがあり、Taunggyi県は 10 T/Sである。 

⚫ シャン州は園芸作が盛んであり、水稲やトウモロコシだけでなくDOA州事務所は園芸作物にも重き
を置いている。また州政府も園芸作物の振興に高い関心をもっている。 

⚫ ただし園芸作に対する特別な開発計画や予算をもっているわけではない。また園芸作物の専門技術
員（Subject Matter Specialist）や園芸課職員は普及事務所にはいない（Heho等の園芸作物生産農場は
園芸課の職員による運営管理がなされ園芸課の傘下）。 

 
【GAPについて】 
⚫ 野菜栽培の振興については、野菜を対象としたGAPを展開している程度。 
⚫ GAPについては認証が始まって 2年目になるが、シャン州全体で 500戸程度の農家が認証を取得（そ
のうちの 400戸が Taunggyi周辺）。今年は 1,000戸の農家が審査中である。 

⚫ GAPの審査は、State（Regional）とDistrictレベルの専門技術員（Subject Matter Specialist: Seed / Land-
use / Plant Protection）が中心となって各 T/Sのスタッフとともに実施している。Districtレベルも可能
な限り同行する。GAPは Integrated High Technology Demonstration Village（通称High Tech Village）で
デモンストレーションしている。High Tech Villageは各タウンシップに 1カ所設置している。 

⚫ GAP 認証取得と通常生産物との間にはほとんど価格差がみられない。唯一、インレー湖のトマトだ
けは価格差がある。City Martや Metroでは若干の価格差を付けてくれるが全体量としては少ない。
認証取得野菜も通常野菜も流通の段階で一緒に混ぜられ、同一価格で売られているのが現状。 

⚫ 農産物の重金属汚染、例えばカドミウム（Cd）、鉛（Pb）にも留意している。 
 

  

面談記録（2）DOAシャン州事務所長 

日 時 2019年 8月 6日（火） 

場 所 DOAシャン州事務所（Taunggyi） 

先方面会者 U Tin Oo Kyaing, State Chief Officer/Director, Shan State 
Daw Mi Mi Hlaing, Seed Division Head 
U Aung Zaw Moe, Land-use Division Head 
Daw Hla Hla New, Planning Division Head 
Daw Zarni Htun, Planning Section Staff 

当方面会者 上堂薗副総括、吉田団員、U Nyi Nyi Aung, Farm Manager 
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【農薬管理】 
⚫ 農薬管理に関しては、State及びDistrictレベルに専門技術員から成る Inspection Teamがあり、1年に

1～2回全農薬販売店を回り、監査を実施する。問題がある場合にはヤンゴンの PPラボに送り農薬検
査する。 

⚫ 違法農薬を置いている販売店を見つけた際には、1度は販売しないよう警告し、1-2週間後に再度訪
問して改善がみられない場合には販売ライセンスを失効させる。 

 
【野菜園芸のポテンシャル】 
⚫ 生産ポテンシャルが高いと思われる品目はKalaw T/Sを対象とするなら、ジャガイモ、キャベツ、ニ
ンニク、ハヤトウリ、ショウガではないか。GAPの認証が行われているのはジャガイモ、キャベツ、
ニンニク。しかし GAP 認証があっても買取価格に反映されることは少ない。ニンニクについては、
ヨーロッパや米国に輸出する動きもある。野菜に関する大都市のハイエンド市場ニーズ等はDOAも
把握できているわけではない。通常では生産が増えると価格が下落する。品質を高めることが重要。

園芸作物でいう「ポテンシャル」としては、量と質を重視。「高価」かどうかについては市場価格が

不安定なためポテンシャルとはいわない。 
 
【代替開発】 
⚫ ミャンマーのケシ撲滅対象の 51 T/Sのうち 43 T/Sがシャン州にある。 
⚫ ケシ撲滅事業は進捗しており、これまでにアボカド、コーヒー、茶、水稲、トウモロコシ等の換金作
物の導入が行われた。代替作物導入については DOA シャン州事務所でも研修などを実施している。 

⚫ 代替開発トレーナーのU Aung Zaw Moe氏はトレーナーとして既に複数回研修を実施した。 
⚫ 現在も北シャンでの代替開発研修はDOAの内部研修などで継続されている。 
 

 
シャン州事務所専門技術員（SMS）と記念撮影。前

列左端が U Aung Zaw Moe氏である。 
 

 

 
DOAシャン州事務所外観 
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DOA州事務所会議室では YAU学生（Aungbanキャン

パス）の卒論発表会が行われていた。各自パソコン

を使ったプレゼンを行っており、IT 化がどんどん

進んでいる様子がうかがえた。 

 

 
DOAシャン州事務所でも種子ラボ、土壌検査ラボの

設置が進みつつある。機材は既に購入されていた。 

 
 



– 165 – 

◼ 目的：Taunggyi市内の地元野菜市場の視察 
 
⚫ いろいろな野菜が売られている。主に個人小売業者が Taunggyiの卸業者から購入して市場で販売し
ている。 

⚫ 野菜については、Taunggyi 及びインレー湖周辺、Heho で生産された葉物（キャベツ、ハクサイ）、
果菜類（トマト、ナス、ピーマン）、ジャガイモを中心に、ミャンマー中央部（ザガイン、バゴー、

マンダレー）産の野菜や果物が売られている。果物では、モン州から運ばれたドリアン、マンゴスチ

ン、バナナ。ザガイン州からのメロン。その他、シャン州産のドラゴンフルーツ、オレンジ、レモン、

パパイヤ等がみられた。また中国産のモモ、プラムもあった。 
⚫ トマト、ジャガイモ、タマネギについてはほとんどの小売業者がサイズ別に価格差をつけて販売して
いた（数年前に訪問したときより多い印象）。ジャガイモの場合、1 viss（1.6 kg）当たり（大）1,500 
Ks、（小）1,200 Ks。トマトでは（大）1,300 Ks、（小）1,000 Ks。 

⚫ 野菜や果物は概して小振りで、傷物が多く、規格外品が低価格で売られている印象。ミャンマーの一
般的な市場。ただし、小振りなニンニクは味が良いといわれ、比較的価格が高い。 

 
仮設テントの下で多くの商品が地面に並べ

られて売られる。 

 
野菜や果物の種類は比較的豊富に思えた。

少なくとも City Martより品数は多い。 

  

 
ニンニクがグレード（サイズ）別で売られて

いる。 
 

 
インレー産トマトも小粒（左）と中粒（右）

で価格差をつけられ売られていた。 

面談記録（3）Taunggyi市内のローカル市場 

日 時 2019年 8月 6日（火） 
場 所 Taunggyi市内 

先方面会者  

当方面会者 上堂薗副総括、吉田団員、U Nyi Nyi Aung, Farm Manager 
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◼ 目的：情報収集 
 
⚫ Taunggyi市場の近くの集荷業者。小学校の教室程度の広さに、農家から集荷された野菜（キャベツ、
ハクサイ、ダイコン、ニンニクの芽、ハヤトウリ及びハヤトウリのツル、カイラン）が山積みされ、

順次、袋詰め、段ボール箱にパッキングされてマンダレー、トングー、バゴーなどの大～中規模都市、

あるいはホテルやレストランへ配送される。この集荷場から Taunggyiのバス停に運び、そこから運
搬もされる。 

⚫ 都市部の卸売業者から毎日夕方に注文を電話で受け、翌日に発送（回転率が速いように観察された）。
ストックがないときは近隣の農家に電話して運んでもらう。オーナーは近隣村の野菜農家とのコネ

クションがあり、どの村で何を作っているか把握している。各村には窓口となるリーダー農家がい

て、その農家を介してオーダーが生産農家に伝えられ、農家が野菜を持って来る。契約栽培ではない。

オーダーなしに農家が運び込むこともある。その場合すべて購入するわけでなく、卸売業者の需要を

みながら買い付ける。 
⚫ 農家とは長年の関係があり、1週間に 1回農家へ代金をまとめて支払う。納品記録は集荷業者側で付
けている。価格は集荷業者側が決める。相互信頼をベースとした慣例の商取引方法であり、問題はな

い（透明性が確保されている状態ではないが、信頼関係を重視）。1週間単位で買取価格を決めてい
る。 

⚫ 買取時の規格としては、キャベツやチンゲンサイの場合では、農家は泥がついた外葉等は取り除いた
状態にしなくてはいけない。価格は 1束単位であるが、重量や株数が決まっているわけではなく、手
で握れる程度としたあいまいな規格。その 1束の状態でそのまま都市部の卸売業者へ送る（あいまい
な規格はある）。 

⚫ オーナーは MFVP 南シャン州支部のチェアマン。アボカドクラスターに所属。アボカドクラスター
は 1,000名程度のメンバー。ジャガイモのクラスター（50名程度）はあるものの、葉物野菜のクラス
ターはない（キャベツもあるという話をしたが要確認）。 

⚫ GAPについては知ってはいるものの、実際にGAP認証の産品に価格差を付けて買うことはない（一
般市場が対象のため）。 

面談記録（4）Taunggyi市内の野菜集荷業者 

日 時 2019年 8月 6日（火） 

場 所 Taunggyi市内 

先方面会者 集荷業者 U Kyaw Hlaing＠U Kyaw Htoo 

当方面会者 上堂薗副総括、吉田団員、U Nyi Nyi Aung, Farm Manager 
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集荷業者（右）、案内してくれた U Nyi Nyi Aung氏

（左）と熱心に質問しながらも目を離さず集荷作業

を凝視する上堂薗副総括。 

 

この狭いスペースに一時集荷。分配後に直ちに都

市部の市場や Aungban 市場へ配達する。「床が常

に濡れたままで衛生の観点から改善の余地あり」

と上堂薗副総括が鋭い指摘を行う。 
   

 
集荷場所の一角でアルバイトのおばちゃんがカイラ

ンの花芽を摘んでいた。花が混じっていると苦みが

出て質が落ちる。こうした調整を行っているのは農

家でなく、集荷・卸売業者である。農家に任せると徹

底ができないようだ。こうした点で農家は価格を落

としている。 

 

 
ときには集荷業者の急ぎ注文によって、農家は“ピ
ザの出前”のように、バイクに野菜を載せて持って
来る。集荷業者を信用しているのか、納品数量も最

終確認せずに、そのまま走り去っていった。お金は

1週間に 1回。 

   

 
農家が束にしたチンゲンサイ。1束 10株程度であろ

うか。農家からの買取価格は 120Ks。1束の基準もあ

いまいでひとつかみ程度。束数で農家に支払う。た

だチンゲンサイにしては、とても小さい。 
 

 

 
娘 2 人とともに家族経営。農家が持ち込んだ野菜

を娘 2人がテキパキと段ボール箱にパッキング。 

宛先を記入し、そのまま都市部の仲卸業者へ配達

する。新品の段ボールは高いので、再利用を使う。

環境フレンドリーである。 

上堂薗副総括からは「伝票も手書きである。そろそ

ろ IT化にシフトすべきではないか」との鋭い指摘

が。スマートな事務作業で効率化とコストダウン

の両方を成す日も近いのでは。 
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◼ 目的：情報収集・意見交換 
 
上堂薗副総括からの訪問目的の説明のあと、質疑応答。なお質問は、先行調査チームと重複しないよう

留意した。 
 
⚫ DOA職員は 28名。すべての職員が常に T/S事務所へは出向かず、各地に駐在して、そこから担当村
を訪問して普及指導・研修を行っている。2週間に 1度、T/S事務所の会議を開催しているが、そこ
で各普及員に対する技術情報のアップデートが研修・勉強会を通じて行われる。 

⚫ IPMの研修では、食品安全のほかにも使用者（農家）の安全についても議論がなされている。 
⚫ トウモロコシの FAW（ヨトウムシ類）の被害はまだ小さいが、のちに大きくなるとの予想もあり、
その対策に奔走している。野菜には FAWの被害はない。 

⚫ T/S職員はほぼ毎週のように村回りをして、農家との会議・研修を実施している。しかし T/Sには 256
カ村あり、すべての村を回りきれない。T/S職員のほとんどは個人でバイクを持っている（T/S事務
所所有のバイクは 28名に対して 4台のみ）。各 T/S職員には定額の普及活動予算が支払われる。1
カ月当たりDeputy Staff Officerクラスで 3-4万Ks。Asst. Deputy Staff Officerで 1.5～2万Ksである。
ほとんどの普及員は自己負担で燃料代を支払っている。 

⚫ Kalaw T/Sではさまざまな援助機関が入っている。こうした援助機関との調整も必要となる。 

SMU（Semaulu Udon）プロジェクト Kalaw T/Sをパイロットサイトの一つとして、農村開
発事業を実施している。ただし 2019年 11月には終了
予定。 

SMG（Semaulu Gongo）プロジェクト （内容は不明）2019年内に開始予定.。 

AMC（Agriculture Marketing Conter） 3年間のプロジェクト。DOA Heho農場に加工場を造
る予定。 

JICA Watershed Management Programme 
（インレー湖流域管理） 

 

GIZ（SAFI） Hehoを中心にジャガイモの VCを構築する予定。た
だし農家及び政府関係職員に対する研修のみ。GAP
研修も実施。2019～2020年。 

SFS（Sustainable Farming System：オランダ）
プロジェクト 

2018年から 2020年まで。Sustainable Farming System 
に係る研修や情報普及を実施。 

  

面談記録（5）DOA Kalaw Township Office 

日 時 2019年 8月 6日（火）及び 7日（水） 

場 所 DOA Kalaw Tonwship /一部 Taunggyiにてインタビュー 
先方面会者 Daw Thet Thet Aye, Township Officer（09-528 0173） 

当方面会者 上堂薗副総括、吉田団員、U Nyi Nyi Aung, Farm Manager 
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⚫ MFVPの活動について：Potato Clusterは 150名ほどのメンバーが所属し、生産及び販売で内部の情報
交換など比較的活発に活動し、将来的には協同組合として登録したいと考えている。しかしキャベ

ツ、花きのクラスターは活動的ではない。DOAとMFVPでは特に連携はない。 

 
DOA Kalaw T/S事務所の外観。事務所は町の中心部

にある。 

 

 
DOA Kalaw T/S事務所の内部。普及員全員が集合す

るのは 2週間に 1回。通常は事務職員と若干名が事

務所で業務を行う。 
   

 
左端が Kalaw T/S Manager, Daw Thet Thet Aye氏。

1987年 YAU卒業。Kalaw T/Sでの勤務経験は 20年

以上。生まれも Kalawなので地域を知り尽くしてい

る。 
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◼ 目的：情報収集・意見交換 
 
上堂薗副総括からの訪問目的の説明のあと、質疑応答。 

 
⚫ Taunggyiや Heho、Nyaungshweで生産され、集荷業者が集めた野菜を取り集め、Meiktila、Mandalay
等大中都市部の仲卸業者へ配達する。 
① 生産者（野菜園芸農家） 
② 集荷業者（Taunggyi等の集荷業者） 
③ 卸売業者（Aungbanでの卸売） 
    ↓ （輸送） 
④ 仲卸業者（都市部の市場） 
⑤ 市場の小売業者（市場から購入） 

 
⚫ Aungban 卸売市場には、50 以上の卸売業者が存在。市場自体は、SIBIN（Municipal Development 

Committee）が管轄。卸売業者の横のつながりはない。インタビューした業者はMFVPのメンバーで
はなかった。 

 
【価格決定要因】 
⚫ 価格はそれぞれの集荷業者が独自に決定することが多い。ヤンゴン、マンダレーの市況を見つつ、集
荷業者が農家に対して価格を告げ、卸売業者に対しては交渉にて販売。 

⚫ 品質は重要。農家から集荷業者に送られた品物を見て交渉し、買付価格を決定する。農家が集荷業者
に送って買い付け、都市部市場に発送するまで時間はかからない（1～2日）。 

⚫ 農家が持ってきた野菜の品質にバラツキがある場合は、集荷業者、卸売業者でも調整する〔外葉の除
去、根の切除（トリミング）、サイズ分け〕。 

 
【品質と価格】 
⚫ サヤエンドウ（大）2,000Ks/viss、（小）1,300Ks/viss 
⚫ ピーマン（大）400Ks/viss、（小）200Ks/viss 
⚫ サイズとともに、色つや、傷などを見て価格決定する。 
⚫ ニンジンは掘り取り土の付いた状態で市場に配送する。理由は長距離輸送のため、洗うことで互いに
擦れて傷がつきやすくなり、傷ついたところから腐敗しやすくなるため。 

⚫ 農薬使用量や残留農薬の過多によって価格は変わるか聞いたところ、「現時点では多くの市場関係者
の関心は低いため価格に反映されにくい。今のところ、色や形など外観に影響されるが、適正に農薬

が使われていることが分かれば将来的には価格差にも影響するのではないかと考える」とのこと。 

面談記録（6）Aungban野菜卸売業者 

日 時 2019年 8月 7日（水) 
場 所 Aungban, Kalaw Township, Taunggyi District 

先方面会者 Daw Li Li Aye （卸売業者） 

当方面会者 上堂薗副総括、吉田団員、U Nyi Nyi Aung, Farm Manager, Daw Thet Thet Aye 
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訪問した卸売業者。店名が「Golden Princess」。 

 

 
農家・集荷業者から購入したピーマンをサイズ、形

によってグレード化し、異なる価格で都市部市場に

送る。 
   

 
サヤエンドウも形や傷によって分けて都市市場に

出荷する。 

 

 
ジュー（ニラの根）についても農家からは重さで買

い取る。農家は重たい方が利益があると考え、茎部

を長く残して販売するが、卸売業者の段階で形を調

整する。「農家が切り取った形で持って来れば、そ

れに見合った価格で買い取る」とのこと。農家にと

っては重たい分、取り扱いと輸送が大変で、結局損

をしているのではないだろうか。 
   

 
ピーマンの選別と調整（果柄が長すぎるので切り取

る）。こうした作業を農家レベルで徹底できれば有

利な販売が可能となるのではないか。 

 

 
卸売や集荷業者が使う伝票。集荷業者が卸売業者/

卸売市場と交渉することで価格が決まる。価格が決

まれば、そこから集荷業者/卸売業者のコミッショ

ンと輸送費が引かれて残りが農家に渡される。その

数字がこの伝票に書き込まれる。 

 



– 172 – 

◼ 目的：情報収集・意見交換 
 
上堂薗副総括からの訪問目的の説明のあと、質疑応答。 

 
⚫ AungbanとHeho間（Tarmain Kaing village）に 80acの農地を所有（upland：75 ac、lowland：4-5 ac）。
常に 10名程度の労働者を雇用し、ピーク時には 70-80名の労働者。ジャガイモ、野菜園芸作物を生
産している。 

⚫ ジャガイモが所得の中心で、30 年間作り続けている。ほかにキャベツ、ハクサイ、カリフラワー、
ニンニク、タマネギ等。一部ドラゴンフルーツ、ナシなどの果樹生産を行っている。下表に作付けパ

ターンを示した。 

 

【種子】 
⚫ ジャガイモについては、中国産品種の種イモを使用していたが、品質が悪く、品種ボケも見られたた
め、Kufri Jotiに変更。変更後収量は大きく改善（6,000viss/acから 1万 viss/acに）。 

⚫ キャベツはノザキシード社の種を用い、トレイにて育苗。カリフラワーは East-West社。ハクサイは
タキイ種苗社の種子を使っている。ニンニク、タマネギは在来種。種子は Aungban にある農業資材
店で購入できる。 

 
【肥料】 
⚫ 尿素と複合肥料を使用。カリフラワーやキャベツ等の野菜の場合、1ac 当たり基肥として複合肥料

100kg、追肥で尿素と複合肥料を混ぜて 50kg程度を使用。 
⚫ 牛糞厩肥をマンダレー管区の Tazi、Pyawbwe地区から取り寄せる。厩肥の価格は 5万Ks/t。1ac当た
り 3tを施用。すべてのプロットで、各作付に 1回基肥として施用。 

⚫ 場合によっては TSP（重過リン酸石灰）、硫黄（S）、鉄（Fe）混合資材も投入する。 
 
  

面談記録（7）Aungban農家（大規模農家） 

日 時 2019年 8月 7日（水） 

場 所 Aungban, Kalaw Township, Taunggyi District 
先方面会者 U Man Man Soe 

当方面会者 上堂薗副総括、吉田団員、U Nyi Nyi Aung, Farm Manager, Daw Thet Thet Aye 
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【資機材】 
⚫ ビニルハウスはない。灌水施設は近くに灌漑用水路があるため、そこからポンプアップしてホース灌
漑、スプリンクラーによる灌漑を行っている。 

⚫ ハンドトラクター1台、乗用トラクターが 1台ある。 
 
【栽培技術】 
⚫ 野菜の作付けについては、一つの野菜を一気に栽培するので、特に播種時期をずらして出荷時期を調
整するようなことはない。 

⚫ 常に取引のあるブローカー（集荷業者）が収穫時期に畑にやって来て、おおよその個数を算定。そこ
で価格を決定し、ブローカーが自らトラックと収穫作業者を連れて来て収穫・輸送を行う。周辺の大

規模野菜農家は同様で、小規模農家の場合は、自ら収穫して集荷業者に持ち込み販売する。 
 
【農薬散布】 
⚫ 農薬は使用している。除草剤も栽培前に使うことがある。殺虫剤の使用基準は守っている。 
⚫ 農薬散布のタイミングは、畑を見回り、病虫害のダメージが顕著に見られれば殺虫剤を散布する。 
 
【その他】 
⚫ 自分は借金はないが、Aungban 地区の 80％の農家は貧しく、市場価格の影響を受けやすく、借金を
していることが多い。 

⚫ ジャガイモについてはGAP認証を取ろうと考えているが、現在のところ価格差はない。ただし将来
に対する期待として。 

⚫ 将来ポテンシャルのある野菜の有無について→市場性があればどれでもよいが、現時点で具体的作
物名は思い浮かばない。 

⚫ 農業技術を得る機会はほとんどない。他の農家も同様である。篤農家のやり方を見よう見まねで実施
している。その他、農業資材店からの情報など。 

 

 
Aungbanと Hehoの間に彼の農地がある。乾期にはこ

の池の水をポンプアップして灌水する。 

 

 
大規模農家の自宅。油や食料品の問屋業も行っ

ていた。農家のイメージよりビジネスマンの風

格がある。 
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◼ 目的：情報収集 
 
上堂薗副総括からの訪問目的の説明のあと、質疑応答。 
 

⚫ U Naing Thu：10acの耕作地（うち 8acは借地） 
⚫ U Thein Maung：15acの耕作地（うち 2acは借地） 
 
【野菜作付カレンダー】 

 
※水色は育苗、黄緑は圃場生育期間、オレンジ色は収穫時期 
 
⚫ 雨期にハクサイ、コメ、冬期・暑期にキャベツ、カリフラワー、ニンニク、ジャガイモ等を栽培する。 
 
⚫ 農家Aの話では、ハクサイの市場キャパは大きくないため、大量に生産したら市場キャパを超える。
そのため時期をずらして 1カ月ごとに出荷しているとのこと。 

 
【輪作パターン】 
⚫ プロットの輪作は行っている。村のなかではどの農家もほぼ同じパターン。 
パターン①：ニンニク→キャベツ/トウモロコシ/ヒマワリ→休閑→ジャガイモ→キャベツ→スイート

コーン/ヒマワリ→ニンニク 
パターン②：ニンニク→キャベツ→ジャガイモ→スイートコーン/ヒマワリ→ニンニク 

  

農家A
（U Naing Thu)

農家B
（U Thein Maung)

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

キャベツ 4 5

ハクサイ 3 small plot

カリフラワー 0.5 small plot

ニンニク 2 4

ジャガイモ 2 5

水稲 1.5

栽培規模
(acre)

乾期
（冬期）

乾期
（暑期）

雨期
乾期

（冬期）

面談記録（8）Heho農家（中規模農家） 

日 時 2019年 8月 7日（水） 

場 所 Heho, Kalaw Township, Taunggyi District 

先方面会者 Pon Yin村の 2農家（中規模農家） 
U Naing Thu（農家A） 
U Thein Maung（農家B） 

当方面会者 上堂薗副総括、吉田団員、U Nyi Nyi Aung, Farm Manager, Daw Thet Thet Aye 
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【種子】 
⚫ 日本産野菜種子は高評価。タキイの種子を使ったがとても良かった。しかし、最近ニセモノの種子
（タイ産）が入り込み日本産種子の評判を落としている。 

 
【肥料】 
⚫ 複合肥料（15-15-15、50kg）を 1ac当たり 4-5袋（200-250kg/ac）施用している（←注意：多投）。 
⚫ 乾期には液肥として灌水を兼ねて施用。雨期はそのまま施用。 
⚫ 厩肥は牛糞、鶏糞を使用。DOAが推奨した有機肥料（Biocomposerか？）を使ったこともある。 
⚫ 農家Aは、牛糞と鶏糞を混ぜて 1 ac当たり 2-3t使用。サトウキビの絞りかすは効果的であったが、
今は得ることができない。 

 
【農薬】 
⚫ キャベツについては、栽培期間で 15 回ぐらい散布する。栽培初期には、それほど強くない農薬を。
中期は強い農薬を、後期は弱い農薬を使うようにしている。病虫害の被害はなくても、予防目的で定

期的に散布する。 
⚫ 使い続けると天敵もいなくなることは懸念している。農薬がどのように効くのかは分からない。 
⚫ 知識として知ってはいるものの、農薬散布時に防護用手袋やマスクはしない。 
 
【灌水施設】 
⚫ ダムからの灌漑用水をポンプアップして灌水している。スプリンクラーを使っている農家はあまり
いない。 

 
【農産品の販売】 
⚫ Aungbanと似ているが、大規模な農家にはブローカーが買い付けに来る。また中小規模農家は集荷業
者に販売する。価格は交渉することなくほぼ言い値で販売している。大量に生産されているジャガイ

モに関しては交渉することがある。 
 
【有望な作物】 
⚫ ピーマンが市場性があるのではと関心をもっている。 
⚫ ジャガイモとニンニクについては中国からの輸入が増えていることから、価格が落ちてきているの
で懸念している。 

⚫ 今後サツマイモを取り入れたい。 
 
【その他】 
⚫ 技術は他の先進農家から得ていることに加え、農業資
機材店、DOAである。DOAが行うGAPの研修に参加。 

⚫ 借金についてはほとんどの農家がある。多くは農業資
材店から種子、肥料等の資材を借りて、収穫後現金で

返納する。農家BはMFIからお金を借りている。 
  

上堂薗副総括の質問に答える 2農家 
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上堂薗副総括から JICA案件形成と調査目的の説明がなされたあと、質疑応答が行われた。 
 
【MFVPのクラスター活動について】 
⚫ MFVPはNGO（あるいはNPO）として認識されることもある。南シャン州のChaimanはU Khin Aung、

Secretary（書記）はU Soe Nyung。 
⚫ 南シャンのクラスターには、①アボカド、②マンゴー、③コーヒー、④茶、⑤ジャガイモ、⑥ショウ
ガ（ターメリック）、⑦花き、⑧キャベツがある。キャベツのクラスターはほとんど活動していない。 

⚫ ジャガイモクラスターは 2016 年に 50 名のメンバーで形成された。将来協同組合化することをめざ
している。 

 
【クラスターの役割】 
1．生産者の問題解決〔①種子と品種、②栽培技術、③気候変動への対応、④インフラ、⑤ファイナンス
（企業から農家に対し）〕 

2．市場（バイヤー）の開拓並びに交渉 
 
⚫ オランダのNGO（CDN）の支援でジャガイモクラスターはつくられた。CDNがジャガイモの新品種
を紹介したり、技術研修を実施した。 

⚫ クラスターの設立は比較的容易であり、JICAが野菜のクラスターを形成するとすれば可能であろう。
JICAにもクラスターを通じた支援を期待する。 

 
手前右、赤いジャンパーを着ているのが Mr. Chan 

Htwe、ジャガイモクラスターのチェアマン。 

  

面談記録（9）MFVP Potato Cluster Chairman（Heho） 

日 時 2019年 8月 7日（水） 
場 所 Heho, Kalaw Township, Taunggyi District 

先方面会者 MFVP 
Mr. Chan Htwe@U Aung Than Kyaw（09-522 8197）、MFVPのHeho Potato ClusterのChairman 
Mr. Wunna Oo（09-528 0172） 

当方面会者 上堂薗副総括、吉田団員、U Nyi Nyi Aung, Farm Manager, Daw Thet Thet Aye 
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